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議第１０号 

 

 

   草津市部設置条例の一部を改正する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和７年２月２７日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市部設置条例の一部を改正する条例 

 草津市部設置条例（昭和４７年草津市条例第２号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

 （設置） 

第１条 ≪現行どおり≫ 

  ≪現行どおり≫ 

  こども若者部 

≪現行どおり≫ 

 （分掌事務） 

第２条 ≪現行どおり≫ 

≪現行どおり≫ 

こども若者部 

 (1) こどもおよび若者に係る政策の企画

立案に関すること。 

 (2)～(6) ≪現行どおり≫ 

≪現行どおり≫ 

第３条 ≪現行どおり≫ 

 （設置） 

第１条 ≪省略≫ 

≪省略≫ 

子ども未来部 

≪省略≫ 

 （分掌事務） 

第２条 ≪省略≫ 

≪省略≫ 

子ども未来部 

(1) 子どもおよび若者に係る政策の企画

立案に関すること。 

(2)～(6) ≪省略≫ 

≪省略≫ 

第３条 ≪省略≫ 

付 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第１１号 

 

 

   草津市附属機関設置条例の一部を改正する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和７年２月２７日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 草津市附属機関設置条例（平成２５年草津市条例第３号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条～第４条 ≪現行どおり≫ 

別表第１（第２条第１項、第３条第１項関係） 

名称 担任事務 定数 

≪現行どおり

≫ 

≪現行どおり≫ ≪現行どお

り≫ 

草津市こど

も若者会議 

こども基本法（令

和４年法律第７７

号）その他のこど

もに関する法律に

よる施策の推進に

関し必要な措置に

ついての調査審議

に関する事務 

２２人以内 

≪現行どおり

≫ 

≪現行どおり≫ ≪現行どお

り≫ 

草津市住宅政

策審議会 

住宅の政策の推進

に関し必要な事項

についての調査審

議に関する事務 

１０人以内 

草津市木

川・西一団地

建替ＰＦＩ

事業者等選

定委員会 

木川、西一団地建

替えに係る民間資

金等の活用による

公共施設等の整備

等の促進に関する

法律（平成１１年

法律第１１７号）

第２条第２項に規

定する特定事業を

実施する民間事業

者の選定について

の調査審議に関す

る事務 

６人以内 

≪現行どおり

≫ 

≪現行どおり≫ ≪現行どお

り≫ 

別表第２～別表第４ ≪現行どおり≫ 

第１条～第４条 ≪省略≫  

別表第１（第２条第１項、第３条第１項関係） 

名称 担任事務 定数 

≪省略≫ ≪省略≫ ≪省略≫ 

草津市子ど

も・子育て 

会議 

子ども・子育て支 

援法（平成２４年 

法律第６５号）お 

よび児童福祉法 

（昭和２２年法律

第１６４号）その 

他の子どもに関す

る法律による施策

の推進に関し必要

な措置についての

調査審議に関する

事務 

２０人以内 

≪省略≫ ≪省略≫ ≪省略≫ 

草津市住宅政

策審議会 

住宅の政策の推進

に関し必要な事項

についての調査審

議に関する事務 

１０人以内 

≪改正後に新

設≫ 

 

≪改正後に新設≫ 

 

 

≪改正後に

新設≫ 

≪省略≫ 

 

≪省略≫ ≪省略≫ 

別表第２～別表第４ ≪省略≫ 

付 則 

6



（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の第２条第１項の規定により設置された草津市子ども・子育て会議は、改正後の第

２条第１項の規定により設置する草津市こども若者会議となり、同一性をもって存続するも

のとする。 
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議第１２号 

 

 

   草津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例お

よび草津市税条例の一部を改正する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和７年２月２７日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例 

および草津市税条例の一部を改正する条例 

（草津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部改

正） 

第１条 草津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例（平成

２７年草津市条例第３８号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 
改正後 改正前 

第１条 ≪現行どおり≫ 

 （定義） 

第２条 ≪現行どおり≫ 

 (1)～(2) ≪現行どおり≫ 

(3) 特定個人情報 法第２条第９項に規定

する特定個人情報をいう。 

(4) 特定個人情報ファイル 法第２条第１

０項に規定する特定個人情報ファイルを

いう。 

(5) 個人番号利用事務実施者 法第２条第

１３項に規定する個人番号利用事務実施

者をいう。 

(6) 情報提供ネットワークシステム 法第

２条第１５項に規定する情報提供ネット

ワークシステムをいう。 

(7)～(8) ≪現行どおり≫ 

第３条～第６条 ≪現行どおり≫ 

別表第１～別表第３ ≪現行どおり≫ 

第１条 ≪省略≫ 

 （定義） 

第２条 ≪省略≫ 

 (1)～(2) ≪省略≫ 

(3) 特定個人情報 法第２条第８項に規定

する特定個人情報をいう。 

(4) 特定個人情報ファイル 法第２条第９

項に規定する特定個人情報ファイルをい

う。 

(5) 個人番号利用事務実施者 法第２条第

１２項に規定する個人番号利用事務実施

者をいう。 

(6) 情報提供ネットワークシステム 法第

２条第１４項に規定する情報提供ネット

ワークシステムをいう。 

(7)～(8) ≪省略≫ 

第３条～第６条 ≪省略≫ 

別表第１～別表第３ ≪省略≫ 

 （草津市税条例の一部改正） 

第２条 草津市税条例（昭和４５年草津市条例第９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 
改正後 改正前 

第１条～第３６条 ≪現行どおり≫ 

 （市民税の申告） 

第３６条の２ ≪現行どおり≫ 

２～９ ≪現行どおり≫ 

１０ 市長は、市民税の賦課徴収について必要

があると認める場合には、新たに第２３条第

１項第３号または第４号に掲げる者に該当

することとなつた者に、当該該当することと

なつた日から１月以内に、その名称、代表者

または管理人の氏名、主たる事務所または事

業所の所在、当該市内に有する事務所、事業

第１条～第３６条 ≪省略≫ 

 （市民税の申告） 

第３６条の２ ≪省略≫ 

２～９ ≪省略≫ 

１０ 市長は、市民税の賦課徴収について必要

があると認める場合には、新たに第２３条第

１項第３号または第４号に掲げる者に該当

することとなつた者に、当該該当することと

なつた日から１月以内に、その名称、代表者

または管理人の氏名、主たる事務所または事

業所の所在、当該市内に有する事務所、事業
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改正後 改正前 

所または寮等の所在、法人番号（行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）第２条第１６項に規定する法人番号をい

う。以下市民税について同じ。）、当該該当

することとなつた日その他必要な事項を申

告させることができる。 

第３６条の３～第６３条 ≪現行どおり≫ 

（施行規則第１５条の３第３項ならびに第

１５条の３の２第４項および第５項の規定

による補正の方法の申出） 

第６３条の２ ≪現行どおり≫ 

(1) 代表者の住所、氏名または名称および

個人番号（行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法

律第２条第５項に規定する個人番号をい

い、当該書類を提出する者の同項に規定す

る個人番号に限る。以下固定資産税につい

て同じ。）または法人番号（同条第１６項

に規定する法人番号をいう。以下固定資産

税について同じ。）（個人番号または法人

番号を有しない者にあつては、住所および

氏名または名称） 

(2)～(4) ≪現行どおり≫ 

２ ≪現行どおり≫ 

第６３条の３～第８８条 ≪現行どおり≫ 

（種別割の減免） 

第８９条 ≪現行どおり≫ 

２ ≪現行どおり≫ 

(1) ≪現行どおり≫ 

(2) 軽自動車等の所有者等の住所または事

務所もしくは事業所の所在地、氏名または

名称および個人番号（行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律第２条第５項に規定する個

人番号をいう。以下この号および次条にお

いて同じ。）または法人番号（同法第２条

第１６項に規定する法人番号をいう。以下

この号において同じ。）（個人番号または

法人番号を有しない者にあつては、住所ま

たは事務所もしくは事業所の所在地およ

び氏名または名称） 

(3)～(8) ≪現行どおり≫ 

３ ≪現行どおり≫ 

第９０条～第１３９条の２ ≪現行どおり≫ 

（特別土地保有税の減免） 

第１３９条の３ ≪現行どおり≫ 

所または寮等の所在、法人番号（行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）第２条第１５項に規定する法人番号をい

う。以下市民税について同じ。）、当該該当

することとなつた日その他必要な事項を申

告させることができる。 

第３６条の３～第６３条 ≪省略≫ 

（施行規則第１５条の３第３項ならびに第

１５条の３の２第４項および第５項の規定

による補正の方法の申出） 

第６３条の２ ≪省略≫ 

(1) 代表者の住所、氏名または名称および

個人番号（行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法

律第２条第５項に規定する個人番号をい

い、当該書類を提出する者の同項に規定す

る個人番号に限る。以下固定資産税につい

て同じ。）または法人番号（同条第１５項

に規定する法人番号をいう。以下固定資産

税について同じ。）（個人番号または法人

番号を有しない者にあつては、住所および

氏名または名称） 

(2)～(4) ≪省略≫ 

２ ≪省略≫ 

第６３条の３～第８８条 ≪省略≫ 

（種別割の減免） 

第８９条 ≪省略≫ 

２ ≪省略≫ 

(1) ≪省略≫ 

(2) 軽自動車等の所有者等の住所または事

務所もしくは事業所の所在地、氏名または

名称および個人番号（行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律第２条第５項に規定する個

人番号をいう。以下この号および次条にお

いて同じ。）または法人番号（同法第２条

第１５項に規定する法人番号をいう。以下

この号において同じ。）（個人番号または

法人番号を有しない者にあつては、住所ま

たは事務所もしくは事業所の所在地およ

び氏名または名称） 

(3)～(8) ≪省略≫ 

３ ≪省略≫ 

第９０条～第１３９条の２ ≪省略≫ 

（特別土地保有税の減免） 

第１３９条の３ ≪省略≫ 
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改正後 改正前 

２ ≪現行どおり≫ 

(1) 納税義務者の住所、氏名または名称お

よび法人番号（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関す

る法律第２条第１６項に規定する法人番

号をいう。以下この号において同じ。）（法

人番号を有しない者にあつては、住所およ

び氏名または名称） 

(2)～(3) ≪現行どおり≫ 

３ ≪現行どおり≫ 

第１４０条～第１４６条 ≪現行どおり≫ 

（入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） 

第１４７条 ≪現行どおり≫ 

(1) 住所または事務所もしくは事業所の所

在地、氏名または名称および個人番号（行

政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律第２条第

５項に規定する個人番号をいう。以下この

号において同じ。）または法人番号（同条

第１６項に規定する法人番号をいう。以下

この号において同じ。）（個人番号または

法人番号を有しない者にあつては、住所ま

たは事務所もしくは事業所の所在地およ

び氏名または名称） 

(2)～(3) ≪現行どおり≫ 

２ ≪現行どおり≫ 

第１４８条～第１５５条 ≪現行どおり≫ 

２ ≪省略≫ 

(1) 納税義務者の住所、氏名または名称お

よび法人番号（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関す

る法律第２条第１５項に規定する法人番

号をいう。以下この号において同じ。）（法

人番号を有しない者にあつては、住所およ

び氏名または名称） 

(2)～(3) ≪省略≫ 

３ ≪省略≫ 

第１４０条～第１４６条 ≪省略≫ 

（入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） 

第１４７条 ≪省略≫ 

(1) 住所または事務所もしくは事業所の所

在地、氏名または名称および個人番号（行

政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律第２条第

５項に規定する個人番号をいう。以下この

号において同じ。）または法人番号（同条

第１５項に規定する法人番号をいう。以下

この号において同じ。）（個人番号または

法人番号を有しない者にあつては、住所ま

たは事務所もしくは事業所の所在地およ

び氏名または名称） 

(2)～(3) ≪省略≫ 

２ ≪省略≫ 

第１４８条～第１５５条 ≪省略≫ 

   付 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。  
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議第１３号 

 

 

   草津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和７年２月２７日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 草津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年草津市条例第１号）の一部を次の表の

ように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条～第８条の２ ≪現行どおり≫ 

（育児または介護を行う職員の深夜勤務お

よび時間外勤務の制限） 

第８条の３ ≪現行どおり≫ 

２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するま

での子のある職員が、規則で定めるところに

より、当該子を養育するために請求した場合

には、当該請求をした職員の業務を処理する

ための措置を講ずることが著しく困難であ

る場合を除き、第８条第２項に規定する勤務

（災害その他避けることのできない事由に

基づく臨時の勤務を除く。次項において同

じ。）をさせてはならない。 

３ ≪現行どおり≫ 

４ 前３項の規定は、第１５条第１項の要介護

者（以下この項において同じ。）を介護する

職員について準用する。この場合において、

第１項中「小学校就学の始期に達するまでの

子のある職員（職員の配偶者で当該子の親で

あるものが、深夜（午後１０時から翌日の午

前５時までの間をいう。以下この項において

同じ。）において常態として当該子を養育す

ることができるものとして規則で定める者

に該当する場合における当該職員を除く。）

が、規則で定めるところにより、当該子を養

育」とあり、ならびに第２項および前項中「小

学校就学の始期に達するまでの子のある職

員が、規則で定めるところにより、当該子を

養育」とあるのは「要介護者のある職員が、

規則で定めるところにより、当該要介護者を

介護」と、第１項中「深夜に」とあるのは「深

夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間

をいう。）に」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

５ ≪現行どおり≫ 

第１条～第８条の２ ≪省略≫ 

（育児または介護を行う職員の深夜勤務お

よび時間外勤務の制限） 

第８条の３ ≪省略≫ 

２ 任命権者は、３歳に満たない子のある職員

が、規則で定めるところにより、当該子を養

育するために請求した場合には、当該請求を

した職員の業務を処理するための措置を講

ずることが著しく困難である場合を除き、第

８条第２項に規定する勤務（災害その他避け

ることのできない事由に基づく臨時の勤務

を除く。次項において同じ。）をさせてはな

らない。 

３ ≪省略≫ 

４ 前３項の規定は、第１５条第１項の要介護

者（以下この項において同じ。）を介護する

職員について準用する。この場合において、

第１項中「小学校就学の始期に達するまでの

子のある職員（職員の配偶者で当該子の親で

あるものが、深夜（午後１０時から翌日の午

前５時までの間をいう。以下この項において

同じ。）において常態として当該子を養育す

ることができるものとして規則で定める者

に該当する場合における当該職員を除く。）

が、規則で定めるところにより、当該子を養

育」とあるのは「要介護者のある職員が、規

則で定めるところにより、要介護者を介護」

と「深夜に」とあるのは「深夜（午後１０時

から翌日の午前５時までの間をいう。）に」

と、第２項中「３歳に満たない子のある職員

が、規則で定めるところにより、当該子を養

育」とあるのは「要介護者のある職員が、規

則で定めるところにより、当該要介護者を介

護」と、前項中「小学校就学の始期に達する

までの子のある職員が、規則で定めるところ

により、当該子を養育」とあるのは「要介護

者のある職員が、規則で定めるところによ

り、当該要介護者を介護」と読み替えるもの

とする。 

５ ≪省略≫ 
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改正後 改正前 

第９条～第１４条 ≪現行どおり≫ 

 （介護休暇） 

第１５条 介護休暇は、職員が、要介護者（配

偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。以下この項において

同じ。）、父母、子、配偶者の父母その他規

則で定める者（第１５条の３第１項において

「配偶者等」という。）で負傷、疾病または

老齢により規則で定める期間にわたり日常

生活を営むのに支障があるものをいう。以下

同じ。）の介護をするため、任命権者が規則

の定めるところにより、職員の申出に基づ

き、要介護者の各々が当該介護を必要とする

一の継続する状態ごとに、３回を超えず、か

つ通算して６月を超えない範囲内で指定す

る期間（以下「指定期間」という。）内にお

いて勤務しないことが相当であると認めら

れる場合における休暇とする。 

２～３ ≪現行どおり≫ 

第１５条の２ ≪現行どおり≫ 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至っ

た職員に対する意向確認等） 

第１５条の３ 任命権者は、職員が配偶者等が

当該職員の介護を必要とする状況に至った

ことを申し出たときは、当該職員に対して、

仕事と介護との両立に資する制度または措

置（以下この条および次条において「介護両

立支援制度等」という。）の他の事項を知ら

せるとともに、介護両立支援制度等の申告、

請求または申出（次条において「請求等」と

いう。）に係る当該職員の意向を確認するた

めの面談その他の措置を講じなければなら

ない。 

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が４

０歳に達した日の属する年度（４月１日から

翌年の３月３１日までをいう。）において、

前項に規定する事項を知らせなければなら

ない。 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第１５条の４ 任命権者は、介護両立支援制度

等の請求等が円滑に行われるようにするた

め、次に掲げる措置を講じなければならな

い。 

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係

る研修の実施 

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制

の整備 

第９条～第１４条 ≪省略≫ 

（介護休暇） 

第１５条 介護休暇は、職員が、要介護者（配

偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。以下この項において

同じ。）、父母、子、配偶者の父母その他規

則で定める者で負傷、疾病または老齢により

規則で定める期間にわたり日常生活を営む

のに支障があるものをいう。以下同じ。）の

介護をするため、任命権者が規則の定めると

ころにより、職員の申出に基づき、要介護者

の各々が当該介護を必要とする一の継続す

る状態ごとに、３回を超えず、かつ通算して

６月を超えない範囲内で指定する期間（以下

「指定期間」という。）内において勤務しな

いことが相当であると認められる場合にお

ける休暇とする。 

 

２～３ ≪省略≫ 

第１５条の２ ≪省略≫ 

 

 

≪改正後に新設≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪改正後に新設≫ 
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改正後 改正前 

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務

環境の整備に関する措置 

第１５条の５ ≪現行どおり≫ 

第１６条～第１９条 ≪現行どおり≫ 

 

 

第１５条の３ ≪省略≫ 

第１６条～第１９条 ≪省略≫ 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行す

る。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の日を時間外勤務制限開始日とする改正

後の草津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第８条の３第２項の規定による請求（３歳か

ら小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。）を行おうとする職員

は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。 
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議第１４号 

 

 

   草津市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和７年２月２７日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

 草津市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例（昭和４５年草津市条例第２号）の

一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 
改正後 改正前 

第１条～第７条 ≪現行どおり≫ 

別表（第２条関係） 

職名 議員報酬 

議長 月額 ５７１，０００円

副議長 月額 ５０３，０００円

議員 月額 ４５３，０００円
 

第１条～第７条 ≪省略≫ 
別表（第２条関係） 

職名 議員報酬 

議長 月額 ５５８，０００円

副議長 月額 ４９２，０００円

議員 月額 ４４３，０００円
 

付 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第１５号 

 

 

草津市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例等の一部を

改正する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和７年２月２７日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例等の一部を 

改正する条例 

（草津市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正） 

第１条 草津市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例（昭和３１年草

津市条例第２０号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条～第３条 ≪現行どおり≫ 

別表（第１条第１項、第２条第２項関係） 

区分 報酬の額 旅費の額 

教育委員会委

員 

月額 ４１，１

００円 

≪現行どおり

≫ 

選挙管理委員

会委員長 

月額 ３７，６

００円 

選挙管理委員

会委員 

月額 ３０，６

００円 

補充員で臨時

に充てられた

選挙管理委員

会委員 

日額 ６，６０

０円 

公平委員会委

員 

日額 ６，６０

０円 

議会の議員の

うちから選任

された監査委

員 

月額 ４７，１

００円 

農業委員会会

長 

月額 ４７，１

００円 

農業委員会副

会長 

月額 ４１，１

００円 

農業委員会委

員 

月額 ３７，６

００円 

農地利用最適

化推進委員 

月額 ３３，２

００円 

固定資産評価

審査委員会委

員 

日額 ６，６０

０円 

≪現行どおり

≫ 

≪現行どおり

≫ 

≪現行どおり

≫ 

介護認定審査 日額 １４，０ 

第１条～第３条 ≪省略≫ 

別表（第１条第１項、第２条第２項関係） 

区分 報酬の額 旅費の額 

教育委員会委

員 

月額 ４０，２

００円 

≪省略≫ 

選挙管理委員

会委員長 

月額 ３６，８

００円 

選挙管理委員

会委員 

月額 ２９，９

００円 

補充員で臨時

に充てられた

選挙管理委員

会委員 

日額 ６，５０

０円 

公平委員会委

員 

日額 ６，５０

０円 

議会の議員の

うちから選任

された監査委

員 

月額 ４６，１

００円 

農業委員会会

長 

月額 ４６，１

００円 

農業委員会副

会長 

月額 ４０，２

００円 

農業委員会委

員 

月額 ３６，８

００円 

農地利用最適

化推進委員 

月額 ３２，５

００円 

固定資産評価

審査委員会委

員 

日額 ６，５０

０円 

≪省略≫ ≪省略≫ ≪省略≫ 

 

介護認定審査 日額 １３，７ 
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改正後 改正前 

会委員および

障害者総合支

援法草津市審

査会委員 

００円  

審理員 時間額 １０，

２００円 

付属機関の委

員その他の構

成員 

日額 ６，６０

０円 

≪現行どおり

≫ 
≪現行どおり≫ 

 

 
会委員および

障害者総合支

援法草津市審

査会委員 

００円 

審理員 時間額 １０，

０００円 

付属機関の委

員その他の構

成員 

日額 ６，５０

０円 

≪省略≫ 

 
≪省略≫ 

 

（草津市長および副市長の給与等に関する条例の一部改正） 

第２条 草津市長および副市長の給与等に関する条例（昭和４３年草津市条例第２６号）の一部

を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条～第５条 ≪現行どおり≫ 

別表（第２条第２項関係） 

市長 副市長 

９４７，０００円 ７９７，０００円
 

第１条～第５条 ≪省略≫ 

別表（第２条第２項関係） 

市長 副市長 

９２６，０００円 ７７９，０００円
 

（草津市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正） 

第３条 草津市教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和２９年草津市条例第１４号）の一

部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 
改正後 改正前 

第１条～第２条 ≪現行どおり≫ 

（給与の額） 

第３条 教育長の給料は、月額７３６，０００

円とする。 

２～３ ≪現行どおり≫ 

第４条～第５条 ≪現行どおり≫ 

第１条～第２条 ≪省略≫ 

（給与の額） 

第３条 教育長の給料は、月額７２０，０００

円とする。 

２～３ ≪省略≫ 

第４条～第５条 ≪省略≫ 

（草津市常勤監査委員の給与等に関する条例の一部改正） 

第４条 草津市常勤監査委員の給与等に関する条例（昭和４０年草津市条例第１１号）の一部を

次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 
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改正後 改正前 

第１条～第２条 ≪現行どおり≫ 

 （給与の額） 

第３条 監査委員の給料は、月額５３９，００

０円とし、就任の当日分より退職、失職また

は死亡の当日分までこれを支給する。 

２～３ ≪現行どおり≫ 

第４条～第５条 ≪現行どおり≫ 

第１条～第２条 ≪省略≫ 

 （給与の額） 

第３条 監査委員の給料は、月額５２７，００

０円とし、就任の当日分より退職、失職また

は死亡の当日分までこれを支給する。 

２～３ ≪省略≫ 

第４条～第５条 ≪省略≫ 

   付 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第１６号 

 

 

   草津市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和７年２月２７日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（草津市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 草津市職員の給与に関する条例（昭和４０年草津市条例第２７号）の一部を次の表のよ

うに改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条～第５条 ≪現行どおり≫ 

 （初任給、昇格、昇給等の基準） 

第６条 ≪現行どおり≫ 

２～３ ≪現行どおり≫ 

４ 前項の規定により職員（次項に規定する

職員を除く。以下この項において同じ。）

を昇給させるか否かおよび昇給させる場合

の昇給の号給数は、前項前段に規定する期

間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同

項後段の規定の適用を受けない職員の昇給

の号給数を４号給とすることを標準として

規則で定める基準に従い決定するものとす

る。 

 

 

 

 

 

５～９ ≪現行どおり≫ 

第６条の２～第１２条 ≪現行どおり≫ 

（扶養手当） 

第１３条 ≪現行どおり≫ 

２ ≪現行どおり≫ 

≪改正前を削る≫ 

 

 

(1)～(5) ≪現行どおり≫ 

３ 扶養手当の月額は、前項第１号に該当す

る扶養親族（以下「扶養親族たる子」とい

う。）については１人につき１３，０００

円、同項第２号から第５号までのいずれか

に該当する扶養親族については１人につき

６，５００円とする。 

４ ≪現行どおり≫ 

第１４条 ≪現行どおり≫ 

（地域手当） 

第１４条の２ ≪現行どおり≫ 

２ 地域手当の月額は、給料、管理職手当お

第１条～第５条 ≪省略≫ 

（初任給、昇格、昇給等の基準） 

第６条 ≪省略≫ 

２～３ ≪省略≫ 

４ 前項の規定により職員（次項に規定する

職員を除く。以下この項において同じ。）

を昇給させるか否かおよび昇給させる場合

の昇給の号給数は、前項前段に規定する期

間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同

項後段の規定の適用を受けない職員の昇給

の号給数を４号給（一般行政職給料表の適

用を受ける職員でその職務の級が７級以上

であるものおよび同表以外の各給料表の適

用を受ける職員でその職務の級がこれに相

当するものとして規則で定める職員にあつ

ては、３号給）とすることを標準として規

則で定める基準に従い決定するものとす

る。 

５～９ ≪省略≫ 

第６条の２～第１２条 ≪省略≫ 

（扶養手当） 

第１３条 ≪省略≫ 

２ ≪省略≫ 

(1) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関

係と同様の事情にある者を含む。以下同

じ。） 

(2)～(6) ≪省略≫ 

３ 扶養手当の月額は、前項第１号および第

３号から第６号までのいずれかに該当する

扶養親族については１人につき６，５００

円、同項第２号に該当する扶養親族（以下

「扶養親族たる子」という。）については

１人につき１０，０００円とする。 

４ ≪省略≫ 

第１４条 ≪省略≫ 

（地域手当） 

第１４条の２ ≪省略≫ 

２ 地域手当の月額は、給料、管理職手当お
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改正後 改正前 

よび扶養手当の月額の合計額に１００分の

８を乗じて得た額とする。ただし、東京都

特別区の区域内に勤務する職員は、１００

分の２０とする。 

第１４条の３ ≪現行どおり≫ 

（通勤手当） 

第１５条 ≪現行どおり≫ 

(1) 通勤のため交通機関または有料の道

路(以下この条において「交通機関等」

という。)を利用して、その運賃または

料金(以下この項から第３項までにおい

て「運賃等」という。)を負担すること

を常例とする職員(交通機関等を利用し

なければ通勤することが著しく困難であ

る職員以外の職員であつて、交通機関等

を利用しないで徒歩により通勤するもの

とした場合の通勤距離が、片道２キロメ

ートル未満であるものおよび第３号に掲

げる職員を除く。) 

(2)～(3) ≪現行どおり≫ 

２ ≪現行どおり≫ 

(1) 前項第１号に掲げる職員 支給単位

期間につき、規則で定めるところにより

算出した当該職員の支給単位期間の通勤

に要する運賃等の額に相当する額(次項

および第５項において「運賃等相当額」

という。)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ≪現行どおり≫ 

(3) 前項第３号に掲げる職員 交通機関

等を利用せず、かつ、自動車または自転

車等を使用しないで徒歩により通勤する

ものとした場合の通勤距離、交通機関等

の利用距離、自動車または自転車等の使

よび扶養手当の月額の合計額に１００分の

１０を乗じて得た額とする。ただし、東京

都特別区の区域内に勤務する職員は、１０

０分の２０とする。 

第１４条の３ ≪省略≫ 

（通勤手当） 

第１５条 ≪省略≫ 

(1) 通勤のため交通機関または有料の道

路(以下この項および次項において「交

通機関等」という。)を利用して、その

運賃または料金(以下この項および次項

において「運賃等」という。)を負担す

ることを常例とする職員(交通機関等を

利用しなければ通勤することが著しく困

難である職員以外の職員であつて、交通

機関等を利用しないで徒歩により通勤す

るものとした場合の通勤距離が、片道２

キロメートル未満であるものおよび第３

号に掲げる職員を除く。) 

(2)～(3) ≪省略≫ 

２ ≪省略≫ 

(1) 前項第１号に掲げる職員 支給単位

期間につき、規則で定めるところにより

算出した当該職員の支給単位期間の通勤

に要する運賃等の額に相当する額(以下

この号において「運賃等相当額」とい

う。)。ただし、運賃等相当額を支給単

位期間の月数で除して得た額(以下この

号および第３号において「１か月当たり

の運賃等相当額」という。)が５５，０

００円を超えるときは、支給単位期間に

つき、５５，０００円に支給単位期間の

月数を乗じて得た額(当該職員が２以上

の交通機関等を利用するものとして当該

運賃等の額を算出する場合において、１

か月当たりの運賃等相当額の合計額が５

５，０００円を超えるときは、当該職員

の通勤手当に係る支給単位期間のうち最

も長い支給単位期間につき、５５，００

０円に当該支給単位期間の月数を乗じて

得た額) 

(2) ≪省略≫ 

(3) 前項第３号に掲げる職員 交通機関

等を利用せず、かつ、自動車または自転

車等を使用しないで徒歩により通勤する

ものとした場合の通勤距離、交通機関等

の利用距離、自動車または自転車等の使
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改正後 改正前 

用距離等の事情を考慮して規則で定める

区分に応じ、前２号に定める額、第１号

に定める額または前号に定める額 

 

 

 

 

 

 

３ 公署を異にする異動または在勤する公署

の移転に伴い、所在する地域を異にする公

署に在勤することとなつたことにより、通

勤の実情に変更を生ずることとなつた職員

で規則で定めるもののうち、第１項第１号

または第３号に掲げる職員で、当該異動ま

たは公署の移転の直前の住居（当該住居に

相当するものとして規則で定める住居を含

む。）からの通勤のため、新幹線鉄道等の

特別急行列車、高速自動車国道その他の交

通機関等（第１号、次項および第５項にお

いて「新幹線鉄道等」という。）を利用

し、その利用に係る特別料金等（その利用

に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出

の基礎となる運賃等に相当する額を減じた

額をいう。第１号および次項において同

じ。）を負担することを常例とするものの

通勤手当の額は、前項の規定にかかわら

ず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金

等に係る通勤手当 支給単位期間につ

き、規則で定めるところにより算出した

当該職員の支給単位期間の通勤に要する

特別料金等の額に相当する額（第５項に

おいて「特別料金等相当額」という。） 

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手

当 前項の規定による額 

４ 前項の規定は、新たに給料表の適用を受

ける職員となつた者のうち、第１項第１号

または第３号に掲げる職員で、当該適用の

直前の住居（当該住居に相当するものとし

て規則で定める住居を含む。）からの通勤

のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用

に係る特別料金等を負担することを常例と

するもの（任用の事情等を考慮して規則で

定める職員に限る。）その他前項の規定に

よる通勤手当を支給される職員との権衡上

用距離等の事情を考慮して規則で定める

区分に応じ、前２号に定める額(１か月

当たりの運賃等相当額および前号に定め

る額の合計額が５５，０００円を超える

ときは、当該職員の通勤手当に係る支給

単位期間のうち最も長い支給単位期間に

つき、５５，０００円に当該支給単位期

間の月数を乗じて得た額)、第１号に定

める額または前号に定める額 

≪改正後に新設≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪改正後に新設≫ 
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改正後 改正前 

必要があると認められるものとして規則で

定める職員の通勤手当の額の算出について

準用する。 

５ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数

で除して得た額（交通機関等が２以上ある

場合においては、その合計額）、第２項第

２号に定める額および特別料金等相当額を

その支給単位期間の月数で除して得た額

（新幹線鉄道等が２以上ある場合において

は、その合計額）の合計額が１５０，００

０円を超える職員の通勤手当の額は、前３

項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手

当に係る支給単位期間のうち最も長い支給

単位期間につき、１５０，０００円に当該

支給単位期間の月数を乗じて得た額とす

る。 

６～９ ≪現行どおり≫ 

（単身赴任手当） 

第１５条の２ 公署を異にする異動に伴い、

住居を移転し、父母の疾病その他の規則で

定めるやむを得ない事情により、同居して

いた配偶者（届出をしないが事実上婚姻関

係と同様の事情にある者を含む。以下同

じ。）と別居することとなつた職員で、当

該異動の直前の住居から当該異動の直後に

在勤する公署に通勤することが通勤距離等

を考慮して規則で定める基準に照らして困

難であると認められるもののうち、単身で

生活することを常況とする職員には、単身

赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住

居から在勤する公署に通勤することが、通

勤距離等を考慮して規則で定める基準に照

らして困難であると認められない場合は、

この限りでない。 

２ ≪現行どおり≫ 

３ 新たに給料表の適用を受ける職員となつ

たことに伴い、住居を移転し、父母の疾病

その他の規則で定めるやむを得ない事情に

より、同居していた配偶者と別居すること

となつた職員で、当該適用の直前の住居か

ら当該適用の直後に在勤する公署に通勤す

ることが通勤距離等を考慮して規則で定め

る基準に照らして困難であると認められる

もののうち、単身で生活することを常況と

する職員その他第１項の規定による単身赴

任手当を支給される職員との権衡上必要が

あると認められるものとして規則で定める

 

 

 

≪改正後に新設≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３～６ ≪省略≫ 

（単身赴任手当） 

第１５条の２ 公署を異にする異動に伴い、

住居を移転し、父母の疾病その他の規則で

定めるやむを得ない事情により、同居して

いた配偶者と別居することとなつた職員

で、当該異動の直前の住居から当該異動の

直後に在勤する公署に通勤することが通勤

距離等を考慮して規則で定める基準に照ら

して困難であると認められるもののうち、

単身で生活することを常況とする職員に

は、単身赴任手当を支給する。ただし、配

偶者の住居から在勤する公署に通勤するこ

とが、通勤距離等を考慮して規則で定める

基準に照らして困難であると認められない

場合は、この限りでない。 

 

 

２ ≪省略≫ 

≪改正後に新設≫ 
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改正後 改正前 

職員には、前２項の規定に準じて、単身赴

任手当を支給する。 

４ 前３項に規定するもののほか、単身赴任

手当の支給の調整に関する事項その他単身

赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則

で定める。 

第１６条～第２０条 ≪現行どおり≫ 

（管理職員特別勤務手当） 

第２０条の２ ≪現行どおり≫ 

２ 前項に規定する場合のほか、管理職員が

災害への対処その他の臨時または緊急の必

要により午後１０時から翌日の午前５時ま

での間（週休日等に含まれる時間を除

く。）であつて正規の勤務時間以外の時間

に勤務した場合は、当該職員には、管理職

員特別勤務手当を支給する。 

３～４ ≪現行どおり≫ 

第２１条～第２３条 ≪現行どおり≫ 

（特定の職員についての適用除外） 

第２３条の２ 第６条第１項から第８項まで

および第１２条から第１４条までの規定

は、定年前再任用短時間勤務職員には適用

しない。 

２ ≪現行どおり≫ 

第２４条～第３２条 ≪現行どおり≫ 

別表第１（第３条第１号関係） 

 （別添１－１のとおり） 

別表第２（第３条第２号関係） 

 （別添２－１のとおり） 

別表第３（第３条第３号関係) 

 （別添３－１のとおり） 

別表第４（第３条第４号関係) 

 （別添４－１のとおり） 

別表第５～別表第６ ≪現行どおり≫ 

 

 

３ 前２項に規定するもののほか、単身赴任

手当の支給の調整に関する事項その他単身

赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則

で定める。 

第１６条～第２０条 ≪省略≫ 

（管理職員特別勤務手当） 

第２０条の２ ≪省略≫ 

２ 前項に規定する場合のほか、管理職員が

災害への対処その他の臨時または緊急の必

要により週休日等以外の日の午前０時から

午前５時までの間であつて正規の勤務時間

以外の時間に勤務した場合は、当該職員に 

は、管理職員特別勤務手当を支給する。 

 

３～４ ≪省略≫ 

第２１条～第２３条 ≪省略≫ 

（特定の職員についての適用除外） 

第２３条の２ 第６条第１項から第８項ま

で、第１２条から第１４条まで、第１４条

および第１４条の３の規定は、定年前再任

用短時間勤務職員には適用しない。 

２ ≪省略≫ 

第２４条～第３２条 ≪省略≫ 

別表第１（第３条第１号関係） 

 （別添１－２のとおり） 

別表第２（第３条第２号関係） 

 （別添２－２のとおり） 

別表第３（第３条第３号関係) 

 （別添３－２のとおり） 

別表第４（第３条第４号関係) 

 （別添４－２のとおり） 

別表第５～別表第６ ≪省略≫ 

（草津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第２条 草津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１８年草津市条例第２号）の一

部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条～第６条 ≪現行どおり≫ 

 （特定任期付職員の給与に関する特例） 

第７条 ≪現行どおり≫ 

２～３ ≪現行どおり≫ 

≪改正前を削る≫ 

第１条～第６条 ≪省略≫ 

（特定任期付職員の給与に関する特例） 

第７条 ≪省略≫ 

２～３ ≪省略≫ 

４ 任命権者は、特定任期付職員のうち、特
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改正後 改正前 

 

 

 

 

４ 第２項の規定による号給の決定および前

項の規定による給料月額の決定は、予算の

範囲内で行われなければならない。 

 

 

５ ≪現行どおり≫ 

（給与条例の適用除外等） 

第８条 草津市職員の給与に関する条例（昭

和４０年草津市条例第２７号。以下「給与

条例」という。）第３条から第６条第８項

まで、第７条、第１１条から第１４条まで

および第１４条の３の規定は、特定任期付

職員には、適用しない。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２０

条の２第１項、第２１条第２項および第２

３条の２第２項の規定の適用については、

給与条例第２０条の２第１項中「職員が」

とあるのは「職員および草津市一般職の任

期付職員の採用等に関する条例（平成１８

年草津市条例第２号）第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員（第２

３条の２第２項において「管理職員等」と

いう。）が」と、給与条例第２１条第２項

中「１００分の１２５」とあるのは「１０

０分の９５」と、給与条例第２２条第２項

第１号中「１００分の１０５」とあるのは

「１００分の８７．５」と、給与条例第２

３条の２第２項中「職員」とあるのは「管

理職員等」とする。 

３ ≪現行どおり≫ 

 （委任） 

第９条 第７条第２項に規定するもののほ

か、第２条各項の規定により任期を定めて

職員を採用する場合における公正の確保の

基準ならびに同条第２項、第３条および第

４条の規定により採用された職員に対する

職務の級および給料月額に関し必要な事項

は、規則で定める。 

に顕著な業績を挙げたと認められる職員に

は、規則の定めるところにより、その給料

月額に相当する額を特定任期付職員業績手

当として支給することができる。 

５ 第２項の規定による号給の決定、第３項

の規定による給料月額の決定および前項の

規定による特定任期付職員業績手当の支給

は、予算の範囲内で行われなければならな

い。 

６ ≪省略≫ 

（給与条例の適用除外等） 

第８条 草津市職員の給与に関する条例（昭

和４０年草津市条例第２７号。以下「給与

条例」という。）第３条から第６条第８項

まで、第７条、第１１条から第１４条ま

で、第１４条の３および第２２条の規定

は、特定任期付職員には、適用しない。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２０

条の２第１項、第２１条第２項および第２

３条の２第２項の規定の適用については、

給与条例第２０条の２第１項中「職員が」

とあるのは「職員および草津市一般職の任

期付職員の採用等に関する条例（平成１８

年草津市条例第２号）第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員（第２

３条の２第２項において「管理職員等」と

いう。）が」と、給与条例第２１条第２項

中「１００分の１２５」とあるのは「１０

０分の１７２．５」と、給与条例第２３条

の２第２項中「職員」とあるのは「管理職

員等」とする。 

 

 

３ ≪省略≫ 

（委任） 

第９条 第７条第２項および第４項に規定す

るもののほか、第２条各項の規定により任

期を定めて職員を採用する場合における公

正の確保の基準ならびに同条第２項、第３

条および第４条の規定により採用された職

員に対する職務の級および給料月額に関し

必要な事項は、規則で定める。 

（草津市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正） 

第３条 草津市企業職員の給与の種類および基準に関する条例（昭和４３年草津市条例第２０号）

の一部を次の表のように改正する。 
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（下線部分は改正部分） 
改正後 改正前 

第１条 ≪現行どおり≫ 

（給与の種類） 

第２条 ≪現行どおり≫ 

２ ≪現行どおり≫ 

３ 手当の種類は、管理職手当、初任給調整

手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通

勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時

間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手

当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、

期末手当、勤勉手当、災害派遣手当（武力

攻撃災害等派遣手当および特定新型インフ

ルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同

じ。）および退職手当とする。 

第３条～第５条 ≪現行どおり≫ 

（扶養手当） 

第６条 ≪現行どおり≫ 

２ ≪現行どおり≫ 

≪改正前を削る≫ 

 

(1)～(4) ≪現行どおり≫ 

第６条の２～第７条 ≪現行どおり≫ 

（単身赴任手当） 

第７条の２ 単身赴任手当は、新たに給料表

の適用を受ける職員となつたことに伴い、

住居を移転し、父母の疾病その他の管理規

程で定めるやむを得ない事情により、同居

していた配偶者（届出をしないが事実上婚

姻関係と同様の事情にある者を含む。以下

同じ。）と別居することとなつた職員で、

当該適用の直前の住居から当該適用の直後

に在勤する公署に通勤することが通勤距離

等を考慮して管理規程で定める基準に照ら

して困難であると認められるもののうち、

単身で生活することを常況とする職員に対

して支給する。ただし、配偶者の住居から

在勤する公署に通勤することが、通勤距離

等を考慮して管理規程で定める基準に照ら

して困難であると認められない場合は、こ

の限りでない。 

第８条～第１２条 ≪現行どおり≫ 

（管理職員特別勤務手当） 

第１２条の２ 管理職員特別勤務手当は、第

４条第１項の規定に基づく市長が指定する

職にある職員および草津市一般職の任期付

職員の採用等に関する条例（平成１８年草

第１条 ≪省略≫ 

（給与の種類） 

第２条 ≪省略≫ 

２ ≪省略≫ 

３ 手当の種類は、管理職手当、初任給調整

手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通

勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、

休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手

当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤

勉手当、特定任期付職員業績手当、災害派

遣手当（武力攻撃災害等派遣手当および特

定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含

む。以下同じ。）および退職手当とする。 

第３条～第５条 ≪省略≫ 

（扶養手当） 

第６条 ≪省略≫ 

２ ≪省略≫ 

(1) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。） 

(2)～(5) ≪省略≫ 

第６条の２～第７条 ≪省略≫ 

 

≪改正後に新設≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８条～第１２条 ≪省略≫ 

（管理職員特別勤務手当） 

第１２条の２ 管理職員特別勤務手当は、第

４条第１項の規定に基づく市長が指定する

職にある職員および草津市一般職の任期付

職員の採用等に関する条例（平成１８年草
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改正後 改正前 

津市条例第２号）第２条第１項の規定によ

り任期を定めて採用された職員（以下「特

定任期付職員」という。）が臨時または緊

急の必要その他の企業の運営の必要により

週休日または祝日法による休日等（次項に

おいて「週休日等」という。）に勤務した

場合に、当該職員に対して支給する。 

 

２ 前項に規定する場合のほか、管理職員が

災害への対処その他の臨時または緊急の必

要により週休日等以外の日の午後１０時か

ら翌日の午前５時までの間であつて正規の

勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当

該職員には、管理職員特別勤務手当を支給

する。 

第１３条～第１４条 ≪現行どおり≫  

 

≪改正前を削る≫ 

 

 

 

第１４条の２ ≪現行どおり≫  

第１５条～第１９条の２ ≪現行どおり≫ 

（会計年度任用職員についての適用除外

等） 

第２０条 第４条から第６条まで、第６条の

３、第１２条、第１２条の２および第１４

条の２の規定は、会計年度任用職員には適

用しない。 

２ ≪現行どおり≫ 

（定年前再任用短時間勤務職員等について

の適用除外） 

第２１条 第５条、第６条および第１５条の

規定は、地方公務員法第２２条の４第１

項、第２２条の５第１項または第２項の規

定により採用された職員には適用しない。 

 

 

 

 

２ 第５条、第６条、第６条の３および第１

５条の規定は、地方公務員の育児休業等に

関する法律第１８条第１項または草津市一

般職の任期付職員の採用等に関する条例第

４条の規定により採用された職員には適用

しない。 

３ 第４条から第６条までおよび第６条の３

津市条例第２号）第２条第１項の規定によ

り任期を定めて採用された職員（以下「特

定任期付職員」という。）が臨時または緊

急の必要その他の企業の運営の必要により

週休日または祝日法による休日等もしくは

これらに準ずるものとして市長が定める日

に勤務した場合に、当該職員に対して支給

する。 

≪改正後に新設≫ 

 

 

 

 

 

 

第１３条～第１４条 ≪省略≫ 

（特定任期付職員業績手当） 

第１４条の２ 特定任期付職員業績手当は、

特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を

挙げたと認められる職員に対して支給す

る。 

第１４条の３ ≪省略≫  

第１５条～第１９条の２ ≪省略≫ 

（会計年度任用職員についての適用除外

等） 

第２０条 第４条から第６条まで、第６条の

３、第１２条、第１２条の２および第１４

条の２から第１４条の３までの規定は、会

計年度任用職員には適用しない。 

２ ≪省略≫ 

（定年前再任用短時間勤務職員等について

の適用除外） 

第２１条 第５条、第６条、第６条の３およ

び第１５条の規定は、地方公務員法第２２

条の４第１項もしくは第２２条の５第１項

もしくは第２項、地方公務員の育児休業等

に関する法律第１８条第１項または草津市

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

第４条の規定により採用された職員には適

用しない。 

≪改正後に新設≫ 

 

 

 

 

 

２ 第４条から第６条まで、第６条の３およ
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改正後 改正前 

の規定は、特定任期付職員には適用しな

い。 

第２２条 ≪現行どおり≫ 

び第１４条の規定は、特定任期付職員には

適用しない。 

第２２条 ≪省略≫ 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（号給の切替え） 

２ 令和７年４月１日（以下「切替日」という。）の前日において草津市職員の給与に関する条

例別表第１から第４までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属し

ていた職務の級が付則別表第１から第４までに掲げられている職務の級であったものの切替日

における号給（同表において「新号給」という。）は、切替日の前日においてその者が属して

いた職務の級および同日においてその者が受けていた号給（同表において「旧号給」とい

う。）に応じて同表に定める号給とする。 

（切替日前の異動者の号給の調整） 

３ 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員および市長の定めるこれに準ずるものをした

職員の新号給については、その者が切替日において当該異動または当該準ずるものをしたもの

とした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調

整を行うことができる。 

（令和８年３月３１日までの間における扶養手当に関する経過措置） 

４ 切替日から令和８年３月３１日までの間における改正後の草津市職員の給与に関する条例

(以下「新給与条例」という。)第１３条の規定の適用については、同条第２項中「(5) 心身

に著しい障害を有する者」とあるのは 

「(5) 心身に著しい障害を有する者 

 (6) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）」と、 

同条第３項中「１３，０００円」とあるのは「１１，５００円」と、「とする」とあるのは

「、同項第６号に該当する扶養親族については３，０００円とする」とする。 

５ 切替日から令和８年３月３１日までの間における改正後の草津市企業職員の給与の種類およ

び基準に関する条例第６条の規定の適用については、同条第２項中「(4) 心身に著しい障害

を有する者」とあるのは 
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「(4) 心身に著しい障害を有する者 

 (5) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）」とする。 

（令和８年３月３１日までの間における地域手当に関する経過措置） 

６ 切替日から令和８年３月３１日までの間における新給与条例第１４条の２の規定の適用につ

いては、同条第２項中「１００分の８」とあるのは「１００分の９」とする。 

（通勤手当および単身赴任手当に関する経過措置） 

７ 新給与条例第１５条第４項および第１５条の２第３項の規定は、切替日前に新たに給料表の

適用を受ける職員となった者にも適用する。 

（規則への委任） 

８ 付則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で 

定める。 

 （草津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正） 

９ 草津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年草津市条例第２７

号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条～第１４条 ≪現行どおり≫ 

   付 則 

第１条～第１４条 ≪現行どおり≫ 

第１５条 ≪現行どおり≫ 

２～６ ≪現行どおり≫ 

７ 新給与条例第６条第１項から第８項ま

で、第１２条、第１３条および第１４条の

規定は、暫定再任用職員には適用しない。 

 

８ ≪現行どおり≫ 

第１６条～第１９条 ≪現行どおり≫ 

第１条～第１４条 ≪省略≫ 

   付 則 

第１条～第１４条 ≪省略≫ 

第１５条 ≪省略≫ 

２～６ ≪省略≫ 

７ 新給与条例第６条第１項から第８項ま

で、第１２条、第１３条、第１４条および

第１４条の３の規定は、暫定再任用職員に

は適用しない。 

８ ≪省略≫ 

第１６条～第１９条 ≪省略≫ 

付則別表第１（付則第２項関係） 

 一般行政職給料表 

旧号給 
新   号   給 

３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 
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6 2 1 1 1 1 

7 3 1 1 1 1 

8 4 1 1 1 1 

9 5 1 1 1 1 

10 6 2 2 1 1 

11 7 3 3 1 1 

12 8 4 4 1 1 

13 9 5 5 1 1 

14 10 6 6 2 1 

15 11 7 7 3 1 

16 12 8 8 4 1 

17 13 9 9 5 1 

18 14 10 10 6 2 

19 15 11 11 7 3 

20 16 12 12 8 4 

21 17 13 13 9 5 

22 18 14 14 10 6 

23 19 15 15 11 7 

24 20 16 16 12 8 

25 21 17 17 13 9 

26 22 18 18 14 10 

27 23 19 19 15 11 

28 24 20 20 16 12 

29 25 21 21 17 13 

30 26 22 22 18 14 

31 27 23 23 19 15 

32 28 24 24 20 16 

33 29 25 25 21 17 

34 30 26 26 22 18 

35 31 27 27 23 19 

36 32 28 28 24 20 

37 33 29 29 25 21 

38 34 30 30 26 22 

39 35 31 31 27 23 

40 36 32 32 28 24 

41 37 33 33 29 25 

42 38 34 34 30 26 

43 39 35 35 31 27 

44 40 36 36 32 28 

45 41 37 37 33 29 

46 42 38 38 34 30 

47 43 39 39 35 31 

48 44 40 40 36 32 

49 45 41 41 37 33 

50 46 42 42 38 34 

51 47 43 43 39 35 
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52 48 44 44 40 36 

53 49 45 45 41 37 

54 50 46 46 42 38 

55 51 47 47 43 39 

56 52 48 48 44 40 

57 53 49 49 45 41 

58 54 50 50 46 42 

59 55 51 51 47 43 

60 56 52 52 48 44 

61 57 53 53 49 45 

62 58 54 54 50   

63 59 55 55 51   

64 60 56 56 52   

65 61 57 57 53   

66 62 58 58 54   

67 63 59 59 55   

68 64 60 60 56   

69 65 61 61 57   

70 66 62 62 58   

71 67 63 63 59   

72 68 64 64 60   

73 69 65 65 61   

74 70 66 66 62   

75 71 67 67 63   

76 72 68 68 64   

77 73 69 69 65   

78 74 70 70 66   

79 75 71 71 67   

80 76 72 72 68   

81 77 73 73 69   

82 78 74 74 70   

83 79 75 75 71   

84 80 76 76 72   

85 81 77 77 73   

86 82 78 78     

87 83 79 79     

88 84 80 80     

89 85 81 81     

90 86 82 82     

91 87 83 83     

92 88 84 84     

93 89 85 85     

94 90         

95 91         

96 92         

97 93         
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98 94         

99 95         

100 96         

101 97         

102 98         

103 99         

104 100         

105 101         

106 102         

107 103         

108 104         

109 105         

110 106         

111 107         

112 108         

113 109         

付則別表第２（付則第２項関係） 

 教育職給料表 

旧号給 
新   号   給 

３級 ４級 

1 1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 1 

5 1 1 

6 1 1 

7 1 1 

8 1 1 

9 1 2 

10 1 3 

11 1 4 

12 1 5 

13 1 6 

14 2 7 

15 3 8 

16 4 9 

17 5 10 

18 6 11 

19 7 12 

20 8 13 

21 9 14 

22 10 15 

23 11 16 

24 12 17 

25 13 18 
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26 14 19 

27 15 20 

28 16 21 

29 17  

30 18  

31 19  

32 20  

33 21  

34 22  

35 23  

36 24  

37 25  

38 26  

39 27  

40 28  

41 29  

42 30  

43 31  

44 32  

45 33  

46 34  

47 35  

48 36  

49 37  

50 38  

51 39  

52 40  

53 41  

54 42  

55 43  

56 44  

57 45  

58 46  

59 47  

60 48  

61 49  

62 50  

63 51  

64 52  

65 53  

66 54  

67 55  

68 56  

69 57  

70 58  

71 59  
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72 60  

73 61  

74 62  

75 63  

76 64  

77 65  

78 66  

79 67  

80 68  

81 69  

付則別表第３（付則第２項関係） 

 ア 医療職給料表（１） 

旧号給 
新   号   給 

３級 ４級 ５級 ６級 

1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 

6 2 2 1 1 

7 3 3 1 1 

8 4 4 1 1 

9 5 5 1 1 

10 6 6 2 1 

11 7 7 3 1 

12 8 8 4 1 

13 9 9 5 1 

14 10 10 6 2 

15 11 11 7 3 

16 12 12 8 4 

17 13 13 9 5 

18 14 14 10 6 

19 15 15 11 7 

20 16 16 12 8 

21 17 17 13 9 

22 18 18 14 10 

23 19 19 15 11 

24 20 20 16 12 

25 21 21 17 13 

26 22 22 18 14 

27 23 23 19 15 

28 24 24 20 16 

29 25 25 21 17 

30 26 26 22 18 

31 27 27 23 19 
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32 28 28 24 20 

33 29 29 25 21 

34 30 30 26 22 

35 31 31 27 23 

36 32 32 28 24 

37 33 33 29 25 

38 34 34 30 26 

39 35 35 31 27 

40 36 36 32 28 

41 37 37 33 29 

42 38 38 34 30 

43 39 39 35 31 

44 40 40 36 32 

45 41 41 37 33 

46 42 42 38 34 

47 43 43 39 35 

48 44 44 40 36 

49 45 45 41 37 

50 46 46 42 38 

51 47 47 43 39 

52 48 48 44 40 

53 49 49 45 41 

54 50 50 46 42 

55 51 51 47 43 

56 52 52 48 44 

57 53 53 49 45 

58 54 54 50 46 

59 55 55 51 47 

60 56 56 52 48 

61 57 57 53 49 

62 58 58 54 50 

63 59 59 55 51 

64 60 60 56 52 

65 61 61 57 53 

66 62 62 58   

67 63 63 59   

68 64 64 60   

69 65 65 61   

70 66 66 62   

71 67 67 63   

72 68 68 64   

73 69 69 65   

74 70 70 66   

75 71 71 67   

76 72 72 68   

77 73 73 69   
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78 74 74 70   

79 75 75 71   

80 76 76 72   

81 77 77 73   

82 78 78 74   

83 79 79 75   

84 80 80 76   

85 81 81 77   

86 82 82     

87 83 83     

88 84 84     

89 85 85     

90 86 86     

91 87 87     

92 88 88     

93 89 89     

94 90 90     

95 91 91     

96 92 92     

97 93 93     

98 94 94     

99 95 95     

100 96 96     

101 97 97     

102 98 98     

103 99 99     

104 100 100     

105 101 101     

106 102       

107 103       

108 104       

109 105       

110 106       

111 107       

112 108       

113 109       

 イ 医療職給料表（２） 

旧号給 
新   号   給 

３級 ４級 ５級 ６級 

1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 

6 2 2 1 1 

7 3 3 1 1 

39



 
 

8 4 4 1 1 

9 5 5 1 1 

10 6 6 2 1 

11 7 7 3 1 

12 8 8 4 1 

13 9 9 5 1 

14 10 10 6 2 

15 11 11 7 3 

16 12 12 8 4 

17 13 13 9 5 

18 14 14 10 6 

19 15 15 11 7 

20 16 16 12 8 

21 17 17 13 9 

22 18 18 14 10 

23 19 19 15 11 

24 20 20 16 12 

25 21 21 17 13 

26 22 22 18 14 

27 23 23 19 15 

28 24 24 20 16 

29 25 25 21 17 

30 26 26 22 18 

31 27 27 23 19 

32 28 28 24 20 

33 29 29 25 21 

34 30 30 26 22 

35 31 31 27 23 

36 32 32 28 24 

37 33 33 29 25 

38 34 34 30 26 

39 35 35 31 27 

40 36 36 32 28 

41 37 37 33 29 

42 38 38 34 30 

43 39 39 35 31 

44 40 40 36 32 

45 41 41 37 33 

46 42 42 38 34 

47 43 43 39 35 

48 44 44 40 36 

49 45 45 41 37 

50 46 46 42 38 

51 47 47 43 39 

52 48 48 44 40 

53 49 49 45 41 

40



 
 

54 50 50 46 42 

55 51 51 47 43 

56 52 52 48 44 

57 53 53 49 45 

58 54 54 50 46 

59 55 55 51 47 

60 56 56 52 48 

61 57 57 53 49 

62 58 58 54 50 

63 59 59 55 51 

64 60 60 56 52 

65 61 61 57 53 

66 62 62 58 54 

67 63 63 59 55 

68 64 64 60 56 

69 65 65 61 57 

70 66 66 62   

71 67 67 63   

72 68 68 64   

73 69 69 65   

74 70 70 66   

75 71 71 67   

76 72 72 68   

77 73 73 69   

78 74 74 70   

79 75 75 71   

80 76 76 72   

81 77 77 73   

82 78 78 74   

83 79 79 75   

84 80 80 76   

85 81 81 77   

86 82 82 78   

87 83 83 79   

88 84 84 80   

89 85 85 81   

90 86 86 82   

91 87 87 83   

92 88 88 84   

93 89 89 85   

94 90 90     

95 91 91     

96 92 92     

97 93 93     

98 94 94     

99 95 95     
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100 96 96     

101 97 97     

102 98 98     

103 99 99     

104 100 100     

105 101 101     

106 102 102     

107 103 103     

108 104 104     

109 105 105     

110 106 106     

111 107 107     

112 108 108     

113 109 109     

114 110       

115 111       

116 112       

117 113       

118 114       

119 115       

120 116       

121 117       

122 118       

123 119       

124 120       

125 121       

付則別表第４（付則第２項関係） 

 幼児教育職給料表 

旧号給 
新   号   給 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 

6 2 2 1 1 1 

7 3 3 1 1 1 

8 4 4 1 1 1 

9 5 5 1 1 1 

10 6 6 2 1 1 

11 7 7 3 1 1 

12 8 8 4 2 1 

13 9 9 5 3 1 

14 10 10 6 4 2 

15 11 11 7 5 3 
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16 12 12 8 6 4 

17 13 13 9 7 5 

18 14 14 10 8 6 

19 15 15 11 9 7 

20 16 16 12 10 8 

21 17 17 13 11 9 

22 18 18 14 12 10 

23 19 19 15 13 11 

24 20 20 16 14 12 

25 21 21 17 15 13 

26 22 22 18 16 14 

27 23 23 19 17 15 

28 24 24 20 18 16 

29 25 25 21 19 17 

30 26 26 22 20 18 

31 27 27 23 21 19 

32 28 28 24 22 20 

33 29 29 25 23 21 

34 30 30 26 24 22 

35 31 31 27 25 23 

36 32 32 28 26 24 

37 33 33 29 27 25 

38 34 34 30 28 26 

39 35 35 31 29 27 

40 36 36 32 30 28 

41 37 37 33 31 29 

42 38 38 34 32 30 

43 39 39 35 33 31 

44 40 40 36 34 32 

45 41 41 37 35 33 

46 42 42 38 36 34 

47 43 43 39 37 35 

48 44 44 40 38 36 

49 45 45 41 39 37 

50 46 46 42 40 38 

51 47 47 43 41 39 

52 48 48 44 42 40 

53 49 49 45 43 41 

54 50 50 46 44 42 

55 51 51 47 45 43 

56 52 52 48 46 44 

57 53 53 49 47 45 

58 54 54 50 48 46 

59 55 55 51 49 47 

60 56 56 52 50 48 

61 57 57 53 51 49 

43



 
 

62 58 58 54 52 50 

63 59 59 55 53 51 

64 60 60 56 54 52 

65 61 61 57 55 53 

66 62 62 58 56 54 

67 63 63 59 57 55 

68 64 64 60 58 56 

69 65 65 61 59 57 

70 66 66 62 60 58 

71 67 67 63 61 59 

72 68 68 64 62 60 

73 69 69 65 63 61 

74 70 70 66 64 62 

75 71 71 67 65 63 

76 72 72 68 66 64 

77 73 73 69 67 65 

78 74 74 70 68 66 

79 75 75 71 69 67 

80 76 76 72 70 68 

81 77 77 73 71 69 

82 78 78 74 72 70 

83 79 79 75 73 71 

84 80 80 76 74 72 

85 81 81 77 75 73 

86 82 82 78     

87 83 83 79     

88 84 84 80     

89 85 85 81     

90 86 86 82     

91 87 87 83     

92 88 88 84     

93 89 89 85     

94 90         

95 91         

96 92         

97 93         

98 94         

99 95         

100 96         

101 97         

102 98         

103 99         

104 100         

105 101         

106 102         

107 103         
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108 104         

109 105         

110 106         

111 107         

112 108         

113 109         

114 110         

115 111         

116 112         

117 113         

118 114         

119 115         

120 116         

121 117         

 

45



改正後

別添１－１

別表第１（第３条第１号関係）

職務
の級

183,500 230,000 265,300 298,800 321,300 355,200 408,300

184,600 231,500 266,300 300,300 323,100 356,900 410,200

185,800 233,000 267,300 301,800 324,900 358,500 412,100

186,900 234,500 268,300 303,200 326,600 360,100 413,900

188,000 236,000 269,300 304,600 328,300 361,700 415,700

189,700 237,500 270,300 305,700 330,000 363,500 417,500

191,300 239,000 271,300 306,700 331,700 365,000 419,300

192,900 240,500 272,300 307,900 333,400 366,600 421,100

194,500 242,000 273,300 309,100 335,000 368,000 422,700

196,200 243,400 274,300 310,700 336,700 369,600 424,200

197,800 244,800 275,300 312,300 338,400 371,200 425,700

199,400 246,200 276,400 313,900 340,000 372,700 427,200

201,000 247,400 277,400 315,400 341,500 374,600 428,700

202,700 248,600 278,700 317,000 343,100 376,500 430,000

204,400 249,800 280,000 318,600 344,700 378,400 431,300

206,100 251,000 281,200 320,200 346,200 380,200 432,500

207,400 252,100 282,500 321,700 347,600 381,700 433,700

209,000 253,200 283,800 323,400 349,300 383,500 435,000

210,600 254,300 285,000 325,000 350,900 385,200 436,300

212,100 255,400 286,200 326,600 352,500 386,800 437,500

213,600 256,400 287,300 328,000 353,700 388,500 438,700

215,200 257,400 288,500 329,700 355,200 389,900 439,500

216,800 258,400 289,800 331,400 356,700 391,300 440,300

218,400 259,400 291,100 333,000 358,200 392,700 441,100

220,000 260,400 292,400 334,200 359,900 394,100 441,700

221,700 261,300 293,400 336,100 361,700 395,300 442,300

223,000 262,200 294,400 337,800 363,400 396,500 442,900

224,300 263,100 295,500 339,400 365,100 397,500 443,500

225,600 263,900 296,600 340,900 366,500 398,600 444,200

226,700 264,700 297,800 342,500 367,800 399,800 445,000

227,800 265,500 298,900 344,100 369,000 400,900 445,400

228,900 266,300 300,100 345,700 370,400 402,000 446,100

230,000 267,000 301,300 347,400 371,500 402,700 446,600

231,100 267,800 302,600 349,200 372,400 403,400 447,000

232,200 268,600 303,900 351,000 373,400 404,100 447,400

233,300 269,300 305,200 352,800 374,500 404,800 447,800

234,400 270,000 306,500 354,300 375,300 405,400 448,200

235,400 270,800 307,800 355,700 376,200 406,000 448,600

236,400 271,600 309,100 357,100 377,100 406,500 449,000

237,300 272,300 310,400 358,500 377,900 406,900 449,300

238,200 273,000 311,700 360,000 378,700 407,300 449,600

一　般　行　政　職　給　料　表

38

39

26

19

32

27

28

29

30

23

24

25

31

6

7

8

9

22

15

16

17

18

13

14

20

21

給 料 月 額 給 料 月 額

11

12

1

2

3

4

5

10

号  給

４ 級

給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額

２ 級 ５ 級 ６ 級

給 料 月 額

１ 級

33

３ 級

（単位　円）

７ 級

給 料 月 額

37

40

35

36

34

41

46



改正前

別添１－２

別表第１（第３条第１号関係）

（単位　円）
職務
の級

183,500 230,000 261,300 287,300 309,800 335,000 373,400

184,600 231,500 262,300 288,900 311,500 336,900 376,000

185,800 233,000 263,300 290,400 313,200 338,700 378,300

186,900 234,500 264,300 291,900 314,700 340,500 380,500

188,000 236,000 265,300 293,400 316,100 342,200 382,400

189,700 237,500 266,300 294,900 317,400 343,900 384,700

191,300 239,000 267,300 296,300 318,700 345,500 386,800

192,900 240,500 268,300 297,600 320,000 347,200 388,800

194,500 242,000 269,300 298,800 321,300 348,800 390,800

196,200 243,400 270,300 300,300 323,100 350,500 393,100

197,800 244,800 271,300 301,800 324,900 352,100 395,300

199,400 246,200 272,300 303,200 326,600 353,700 397,500

201,000 247,400 273,300 304,600 328,300 355,200 399,700

202,700 248,600 274,300 305,700 330,000 356,900 402,000

204,400 249,800 275,300 306,700 331,700 358,500 404,200

206,100 251,000 276,400 307,900 333,400 360,100 406,500

207,400 252,100 277,400 309,100 335,000 361,700 408,300

209,000 253,200 278,700 310,700 336,700 363,500 410,200

210,600 254,300 280,000 312,300 338,400 365,000 412,100

212,100 255,400 281,200 313,900 340,000 366,600 413,900

213,600 256,400 282,500 315,400 341,500 368,000 415,700

215,200 257,400 283,800 317,000 343,100 369,600 417,500

216,800 258,400 285,000 318,600 344,700 371,200 419,300

218,400 259,400 286,200 320,200 346,200 372,700 421,100

220,000 260,400 287,300 321,700 347,600 374,600 422,700

221,700 261,300 288,500 323,400 349,300 376,500 424,200

223,000 262,200 289,800 325,000 350,900 378,400 425,700

224,300 263,100 291,100 326,600 352,500 380,200 427,200

225,600 263,900 292,400 328,000 353,700 381,700 428,700

226,700 264,700 293,400 329,700 355,200 383,500 430,000

227,800 265,500 294,400 331,400 356,700 385,200 431,300

228,900 266,300 295,500 333,000 358,200 386,800 432,500

230,000 267,000 296,600 334,200 359,900 388,500 433,700

231,100 267,800 297,800 336,100 361,700 389,900 435,000

232,200 268,600 298,900 337,800 363,400 391,300 436,300

233,300 269,300 300,100 339,400 365,100 392,700 437,500

234,400 270,000 301,300 340,900 366,500 394,100 438,700

235,400 270,800 302,600 342,500 367,800 395,300 439,500

236,400 271,600 303,900 344,100 369,000 396,500 440,300

237,300 272,300 305,200 345,700 370,400 397,500 441,100

238,200 273,000 306,500 347,400 371,500 398,600 441,70041

38

39

40

35

36

37

32

33

34

29

30

31

26

27

28

23

24

25

20

21

22

17

18

19

14

15

16

11

12

13

8

9

10

5

6

7

3

4

給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額

1

2

号  給

１ 級

給 料 月 額

３ 級

給 料 月 額 給 料 月 額給 料 月 額

４ 級２ 級

一　般　行　政　職　給　料　表

５ 級 ６ 級 ７ 級

47



改正後

239,100 273,800 313,000 360,800 379,500 407,500 450,000

239,900 274,600 314,300 361,800 380,300 407,800 450,300

240,700 275,300 315,400 362,800 381,000 408,100 450,600

241,400 276,000 316,300 363,700 381,700 408,400 450,900

242,000 276,700 317,600 364,800 382,400 408,700

242,600 277,400 318,900 365,700 383,100 409,000

243,200 278,100 320,200 366,700 383,800 409,300

243,800 278,800 321,400 367,600 384,300 409,500

244,400 279,500 322,700 368,300 384,900 409,800

245,000 280,200 323,900 369,000 385,500 410,100

245,500 280,900 325,100 369,600 386,200 410,400

246,000 281,500 326,400 370,000 386,600 410,600

246,400 282,200 327,500 370,600 387,200 410,900

246,700 282,800 328,600 371,300 387,800 411,200

247,000 283,500 329,700 372,000 388,300 411,500

247,300 284,100 330,400 372,300 388,700 411,700

247,600 284,800 331,300 373,000 389,300 412,000

247,900 285,400 332,000 373,700 389,900 412,300

248,200 286,100 332,800 374,300 390,400 412,500

248,500 286,700 333,600 374,600 390,800 412,700

248,800 287,400 334,000 375,100 391,300 413,000

249,100 288,000 334,600 375,700 391,800 413,300

249,400 288,500 335,300 376,300 392,400 413,500

249,700 289,000 336,100 376,600 392,700 413,700

250,000 289,600 336,800 377,200 393,100 414,000

250,300 290,100 337,500 377,900 393,500 414,300

250,600 290,700 338,100 378,500 393,900 414,500

250,900 291,200 338,600 378,900 394,200 414,700

251,200 291,700 339,200 379,400 394,500 415,000

251,500 292,300 339,700 380,000 394,800 415,300

251,800 292,900 340,300 380,500 395,000 415,500

252,100 293,400 340,600 381,000 395,200 415,700

252,400 293,900 341,100 381,600 395,500

252,700 294,300 341,500 382,100 395,800

253,000 294,600 341,900 382,400 396,000

253,300 294,800 342,300 382,800 396,200

253,600 295,100 342,800 383,300 396,500

253,900 295,300 343,300 383,700 396,800

254,200 295,600 343,800 384,100 397,000

254,500 295,800 344,100 384,500 397,200

254,800 296,000 344,500 385,000 397,500

255,100 296,300 344,900 385,400 397,800

255,400 296,500 345,300 385,800 398,000

255,700 296,800 345,600 386,100 398,200

256,000 297,100 346,000

256,300 297,400 346,400

256,600 297,700 346,800

256,900 298,000 347,000

55

52

53

54

45

46

50

51

63

64

56

47

48

42

43

44

49

57

58

59

60

61

62

79

80

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

81

82

83

84

85

86

87

88

89
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改正前

239,100 273,800 307,800 349,200 372,400 399,800 442,300

239,900 274,600 309,100 351,000 373,400 400,900 442,900

240,700 275,300 310,400 352,800 374,500 402,000 443,500

241,400 276,000 311,700 354,300 375,300 402,700 444,200

242,000 276,700 313,000 355,700 376,200 403,400 445,000

242,600 277,400 314,300 357,100 377,100 404,100 445,400

243,200 278,100 315,400 358,500 377,900 404,800 446,100

243,800 278,800 316,300 360,000 378,700 405,400 446,600

244,400 279,500 317,600 360,800 379,500 406,000 447,000

245,000 280,200 318,900 361,800 380,300 406,500 447,400

245,500 280,900 320,200 362,800 381,000 406,900 447,800

246,000 281,500 321,400 363,700 381,700 407,300 448,200

246,400 282,200 322,700 364,800 382,400 407,500 448,600

246,700 282,800 323,900 365,700 383,100 407,800 449,000

247,000 283,500 325,100 366,700 383,800 408,100 449,300

247,300 284,100 326,400 367,600 384,300 408,400 449,600

247,600 284,800 327,500 368,300 384,900 408,700 450,000

247,900 285,400 328,600 369,000 385,500 409,000 450,300

248,200 286,100 329,700 369,600 386,200 409,300 450,600

248,500 286,700 330,400 370,000 386,600 409,500 450,900

248,800 287,400 331,300 370,600 387,200 409,800

249,100 288,000 332,000 371,300 387,800 410,100

249,400 288,500 332,800 372,000 388,300 410,400

249,700 289,000 333,600 372,300 388,700 410,600

250,000 289,600 334,000 373,000 389,300 410,900

250,300 290,100 334,600 373,700 389,900 411,200

250,600 290,700 335,300 374,300 390,400 411,500

250,900 291,200 336,100 374,600 390,800 411,700

251,200 291,700 336,800 375,100 391,300 412,000

251,500 292,300 337,500 375,700 391,800 412,300

251,800 292,900 338,100 376,300 392,400 412,500

252,100 293,400 338,600 376,600 392,700 412,700

252,400 293,900 339,200 377,200 393,100 413,000

252,700 294,300 339,700 377,900 393,500 413,300

253,000 294,600 340,300 378,500 393,900 413,500

253,300 294,800 340,600 378,900 394,200 413,700

253,600 295,100 341,100 379,400 394,500 414,000

253,900 295,300 341,500 380,000 394,800 414,300

254,200 295,600 341,900 380,500 395,000 414,500

254,500 295,800 342,300 381,000 395,200 414,700

254,800 296,000 342,800 381,600 395,500 415,000

255,100 296,300 343,300 382,100 395,800 415,300

255,400 296,500 343,800 382,400 396,000 415,500

255,700 296,800 344,100 382,800 396,200 415,700

256,000 297,100 344,500 383,300 396,500

256,300 297,400 344,900 383,700 396,800

256,600 297,700 345,300 384,100 397,000

256,900 298,000 345,600 384,500 397,20089

86

87

88

83

84

85

80

81

82

77

78

79

74

75

76

71

72

73

68

69

70

65

66

67

62

63

64

59

60

61

56

57

58

53

54

55

50

51

52

47

48

49

44

45

46

42

43

49



改正後

257,200 298,300 347,400

257,500 298,600 347,800

257,800 299,000 348,200

258,100 299,200 348,400

299,400 348,800

299,700 349,200

300,100 349,500

300,300 349,800

300,600 350,200

301,000 350,600

301,400 351,000

301,600 351,500

301,900 351,900

302,200 352,300

302,500 352,700

302,700 353,200

303,000 353,600

303,300 353,900

303,600 354,200

303,800 354,700

304,200

304,600

304,900

305,100

305,300

305,600

306,000

306,200

306,400

306,700

307,000

307,400

307,600

307,900

308,200

308,500

備考　

　１～２　≪現行どおり≫

　 （単位　円）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

≪現行どお
り≫

≪現行どお
り≫

≪現行どお
り≫

≪現行どお
り≫

≪現行どお
り≫

≪現行どお
り≫

≪現行どお
り≫

職務の級

基準給料
月額

95

96

90

91

92

93

94

113

97

98

99

100

101

102

103

104

124

119

105

106

107

108

109

110

111

112

120

114

115

125

121

122

123

116

117

118

50



改正前

257,200 298,300 346,000 385,000 397,500

257,500 298,600 346,400 385,400 397,800

257,800 299,000 346,800 385,800 398,000

258,100 299,200 347,000 386,100 398,200

299,400 347,400

299,700 347,800

300,100 348,200

300,300 348,400

300,600 348,800

301,000 349,200

301,400 349,500

301,600 349,800

301,900 350,200

302,200 350,600

302,500 351,000

302,700 351,500

303,000 351,900

303,300 352,300

303,600 352,700

303,800 353,200

304,200 353,600

304,600 353,900

304,900 354,200

305,100 354,700

305,300

305,600

306,000

306,200

306,400

306,700

307,000

307,400

307,600

307,900

308,200

308,500

備考　

　１～２　≪省略≫

（単位　円）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

≪省略≫ ≪省略≫ ≪省略≫ ≪省略≫ ≪省略≫ ≪省略≫ ≪省略≫

職務の級

基準給料
月額

123

124

119

125

120

121

122

116

117

118

113

114

115

110

111

112

107

108

109

104

105

106

101

102

103

98

99

100

95

96

97

92

93

94

90

91

51



改正後

別添２－１

別表第２（第３条第２号関係）

（単位　円）
職務
の級

199,900 220,700 356,200 435,700

202,200 223,100 357,700 437,000

204,500 225,500 359,200 438,200

206,700 227,900 360,700 439,500

208,900 230,300 362,100 440,600

211,200 232,700 363,500 441,700

213,400 235,100 364,900 442,900

215,600 237,500 366,300 444,100

217,800 239,900 367,700 445,400

220,000 241,500 369,000 446,600

222,200 243,100 370,300 447,600

224,400 244,700 371,600 448,700

226,600 246,300 372,800 449,900

228,700 247,800 374,100 450,700

230,800 249,200 375,300 451,500

232,900 250,600 376,500 452,400

235,000 252,000 377,700 453,300

236,800 253,200 378,900 453,800

238,500 254,400 380,100 454,300

240,200 255,600 381,200 454,800

241,900 257,000 382,300 455,300

243,200 258,200 383,500

244,500 259,500 384,700

245,800 260,800 385,800

247,000 262,100 386,900

248,100 264,000 388,100

249,200 265,800 389,300

250,300 267,600 390,400

251,500 269,300 391,500

252,800 271,500 392,700

254,000 273,700 393,900

255,200 275,900 395,000

256,300 278,100 396,100

257,500 280,300 397,300

258,700 282,500 398,500

259,900 284,600 399,700

261,100 286,600 400,900

262,300 288,500 402,200

263,500 290,400 403,400

教  育  職  給  料  表

１ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級

号  給 給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

52



改正前

別添２－２

別表第２（第３条第２号関係）

（単位　円）
職務
の級

199,900 220,700 323,900 413,600

202,200 223,100 326,000 415,100

204,500 225,500 328,100 416,600

206,700 227,900 330,200 418,000

208,900 230,300 332,200 419,300

211,200 232,700 334,300 420,700

213,400 235,100 336,400 422,100

215,600 237,500 338,500 423,500

217,800 239,900 340,500 424,900

220,000 241,500 342,600 426,300

222,200 243,100 344,700 427,700

224,400 244,700 346,700 429,000

226,600 246,300 348,700 430,300

228,700 247,800 350,200 431,700

230,800 249,200 351,700 433,100

232,900 250,600 353,200 434,500

235,000 252,000 354,600 435,700

236,800 253,200 356,000 437,000

238,500 254,400 357,400 438,200

240,200 255,600 358,800 439,500

241,900 257,000 360,200 440,600

243,200 258,200 361,500 441,700

244,500 259,500 362,800 442,900

245,800 260,800 364,100 444,100

247,000 262,100 365,300 445,400

248,100 264,000 366,600 446,600

249,200 265,800 367,800 447,600

250,300 267,600 369,000 448,700

251,500 269,300 370,200 449,900

252,800 271,500 371,400 450,700

254,000 273,700 372,600 451,500

255,200 275,900 373,700 452,400

256,300 278,100 374,800 453,300

257,500 280,300 376,000 453,800

258,700 282,500 377,200 454,300

259,900 284,600 378,300 454,800

261,100 286,600 379,400 455,300

262,300 288,500 380,600

263,500 290,400 381,80039

36

37

38

33

34

35

30

31

32

27

28

29

24

25

26

21

22

23

18

19

20

15

16

17

12

13

14

9

10

11

6

7

8

3

4

5

給 料 月 額 給 料 月 額

1

2

３ 級 ４ 級

号  給 給 料 月 額 給 料 月 額

教  育  職  給  料  表

１ 級 ２ 級

53



改正後

264,700 292,200 404,600

265,900 294,000 405,800

267,000 295,900 407,100

268,100 297,700 408,100

269,200 299,400 409,200

270,200 301,100 410,400

271,000 302,900 411,600

271,800 304,600 412,800

272,600 306,200 414,000

273,300 307,800 415,100

274,100 309,500 416,100

274,800 311,300 417,400

275,500 313,000 418,600

276,300 314,300 419,800

277,100 316,200 420,900

277,900 318,000 422,000

278,600 319,700 423,100

279,300 321,400 424,100

280,100 323,300 425,300

280,900 325,000 426,500

281,600 326,700 427,700

282,200 328,400 428,300

282,900 330,200 429,100

283,600 332,000 429,800

284,200 333,700 430,300

284,900 335,400 430,600

285,600 336,700 430,900

286,300 338,000 431,300

287,000 339,300 431,700

287,700 340,800 432,000

288,500 342,300 432,400

289,200 343,800 432,700

289,900 345,300 433,000

290,400 346,700 433,300

291,100 348,200 433,700

291,800 349,700 434,000

292,400 351,200 434,300

293,000 352,600 434,600

293,700 354,100 434,900

294,300 355,600 435,200

294,900 357,100 435,400

295,500 358,500 435,600

296,100 359,800

296,700 361,100

297,300 362,300

297,800 363,500

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

54



改正前

264,700 292,200 382,900

265,900 294,000 384,000

267,000 295,900 385,200

268,100 297,700 386,400

269,200 299,400 387,500

270,200 301,100 388,600

271,000 302,900 389,800

271,800 304,600 391,000

272,600 306,200 392,200

273,300 307,800 393,400

274,100 309,500 394,700

274,800 311,300 395,900

275,500 313,000 397,100

276,300 314,300 398,300

277,100 316,200 399,600

277,900 318,000 400,600

278,600 319,700 401,700

279,300 321,400 402,900

280,100 323,300 404,100

280,900 325,000 405,300

281,600 326,700 406,500

282,200 328,400 407,600

282,900 330,200 408,600

283,600 332,000 409,900

284,200 333,700 411,100

284,900 335,400 412,300

285,600 336,700 413,400

286,300 338,000 414,500

287,000 339,300 415,600

287,700 340,800 416,600

288,500 342,300 417,800

289,200 343,800 419,000

289,900 345,300 420,200

290,400 346,700 420,800

291,100 348,200 421,600

291,800 349,700 422,300

292,400 351,200 422,800

293,000 352,600 423,100

293,700 354,100 423,400

294,300 355,600 423,800

294,900 357,100 424,200

295,500 358,500 424,500

296,100 359,800 424,900

296,700 361,100 425,200

297,300 362,300 425,500

297,800 363,500 425,800

84

85

81

82

83

78

79

80

75

76

77

72

73

74

69

70

71

66

67

68

63

64

65

60

61

62

57

58

59

54

55

56

51

52

53

48

49

50

45

46

47

42

43

44

40

41

55



改正後

298,300 364,700

298,800 365,900

299,300 367,000

299,700 368,100

300,300 369,200

300,800 370,300

301,300 371,400

301,600 372,500

302,100 373,700

302,600 374,800

303,000 375,900

303,400 376,900

303,900 377,900

304,400 378,800

304,800 379,700

305,200 380,500

305,600 381,500

306,000 382,400

306,300 383,300

306,500 384,100

306,800 385,000

307,100 385,900

307,300 386,800

307,500 387,600

307,700 388,600

308,000 389,500

308,300 390,400

308,500 391,000

308,700 391,900

308,900 392,800

309,200 393,700

309,500 394,500

309,700 395,200

310,000 396,000

310,300 396,800

310,500 397,400

310,700 398,100

310,900 398,800

311,200 399,400

311,500 400,000

400,700

401,200

401,800

402,400

403,000

403,500

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

56



改正前

298,300 364,700 426,200

298,800 365,900 426,500

299,300 367,000 426,800

299,700 368,100 427,100

300,300 369,200 427,400

300,800 370,300 427,700

301,300 371,400 427,900

301,600 372,500 428,100

302,100 373,700

302,600 374,800

303,000 375,900

303,400 376,900

303,900 377,900

304,400 378,800

304,800 379,700

305,200 380,500

305,600 381,500

306,000 382,400

306,300 383,300

306,500 384,100

306,800 385,000

307,100 385,900

307,300 386,800

307,500 387,600

307,700 388,600

308,000 389,500

308,300 390,400

308,500 391,000

308,700 391,900

308,900 392,800

309,200 393,700

309,500 394,500

309,700 395,200

310,000 396,000

310,300 396,800

310,500 397,400

310,700 398,100

310,900 398,800

311,200 399,400

311,500 400,000

400,700

401,200

401,800

402,400

403,000

403,500

129

130

131

126

127

128

123

124

125

120

121

122

117

118

119

114

115

116

111

112

113

108

109

110

105

106

107

102

103

104

99

100

101

96

97

98

93

94

95

90

91

92

87

88

89

86

57



改正後

404,000

404,300

404,600

404,900

405,200

405,500

405,800

406,100

406,400

406,700

407,000

407,300

407,600

407,800

408,100

408,400

408,600

408,800

409,100

409,400

409,600

409,800

410,100

410,400

410,600

410,800

備考　

　１～２　≪現行どおり≫

（単位　円）

１級 ２級 ３級 ４級

≪現行どおり
≫

≪現行どおり
≫

337,500
≪現行どおり

≫

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

職務の級

基準給料月額

155

156

157

58



改正前

404,000

404,300

404,600

404,900

405,200

405,500

405,800

406,100

406,400

406,700

407,000

407,300

407,600

407,800

408,100

408,400

408,600

408,800

409,100

409,400

409,600

409,800

410,100

410,400

410,600

410,800

備考　

　１～２　≪省略≫

（単位　円）

１級 ２級 ３級 ４級

≪省略≫ ≪省略≫ 330,000 ≪省略≫

職務の級

基準給料月額

156

157

153

154

155

150

151

152

147

148

149

144

145

146

141

142

143

138

139

140

135

136

137

132

133

134

59



改正後

別添３－１

別表第３（第３条第３号関係）

ア  医療職給料表(1) （単位　円）
職務
の級

188,600 227,400 263,000 281,800 315,000 360,700

190,700 228,700 263,800 282,600 316,400 362,400

192,800 230,000 264,600 283,400 317,800 364,000

194,900 231,300 265,400 284,100 319,200 365,600

196,900 232,500 266,200 284,800 320,600 367,200

198,900 233,600 267,000 285,500 322,200 368,800

200,900 234,600 267,800 286,200 323,700 370,400

202,700 235,600 268,600 287,000 325,200 372,000

204,500 236,700 269,400 287,800 326,700 373,600

206,400 237,900 270,200 288,600 328,300 375,600

208,300 239,200 271,000 289,400 329,800 377,600

210,400 240,500 271,800 290,100 331,300 379,600

212,100 241,800 272,600 290,800 332,800 381,000

214,100 243,100 273,400 291,900 334,400 382,700

216,300 244,400 274,200 293,000 335,900 384,400

218,400 245,600 275,000 294,200 337,400 386,100

220,500 246,800 275,800 295,400 338,900 387,800

221,600 248,000 276,600 296,600 340,500 389,300

222,700 249,200 277,400 297,800 342,100 390,800

223,800 250,400 278,200 299,000 343,600 392,300

224,900 251,500 279,000 300,200 344,900 393,600

225,800 252,400 279,900 301,400 346,400 394,900

226,700 253,200 280,800 302,600 347,900 396,200

227,600 254,000 281,600 303,800 349,400 397,300

228,500 254,800 282,400 305,000 350,900 398,400

229,400 255,600 283,300 306,200 352,400 399,500

230,300 256,400 284,200 307,300 353,900 400,600

231,200 257,200 285,000 308,500 355,300 401,700

232,100 258,000 285,800 309,800 356,700 402,500

233,000 258,800 286,900 311,000 358,300 403,300

233,900 259,600 287,900 312,200 359,800 404,100

234,800 260,400 288,900 313,400 361,300 404,900

235,600 261,200 289,900 314,600 362,500 405,300

236,400 262,000 291,000 315,700 363,600 405,900

237,200 262,700 292,000 316,900 364,800 406,400

給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額

４ 級 ５ 級 ６ 級

医　療　職　給　料　表

１ 級 ２ 級 ３ 級

給 料 月 額

1

2

号  給 給 料 月 額 給 料 月 額

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

60



改正前

別添３－２

別表第３（第３条第３号関係）

ア  医療職給料表(1) （単位　円）
職務
の級

188,600 227,400 258,500 278,600 303,500 341,100

190,700 228,700 259,700 279,400 305,000 342,800

192,800 230,000 260,800 280,200 306,500 344,500

194,900 231,300 261,900 281,000 308,000 346,100

196,900 232,500 263,000 281,800 309,500 347,700

198,900 233,600 263,800 282,600 310,900 349,400

200,900 234,600 264,600 283,400 312,300 351,000

202,700 235,600 265,400 284,100 313,700 352,600

204,500 236,700 266,200 284,800 315,000 354,200

206,400 237,900 267,000 285,500 316,400 355,900

208,300 239,200 267,800 286,200 317,800 357,600

210,400 240,500 268,600 287,000 319,200 359,200

212,100 241,800 269,400 287,800 320,600 360,700

214,100 243,100 270,200 288,600 322,200 362,400

216,300 244,400 271,000 289,400 323,700 364,000

218,400 245,600 271,800 290,100 325,200 365,600

220,500 246,800 272,600 290,800 326,700 367,200

221,600 248,000 273,400 291,900 328,300 368,800

222,700 249,200 274,200 293,000 329,800 370,400

223,800 250,400 275,000 294,200 331,300 372,000

224,900 251,500 275,800 295,400 332,800 373,600

225,800 252,400 276,600 296,600 334,400 375,600

226,700 253,200 277,400 297,800 335,900 377,600

227,600 254,000 278,200 299,000 337,400 379,600

228,500 254,800 279,000 300,200 338,900 381,000

229,400 255,600 279,900 301,400 340,500 382,700

230,300 256,400 280,800 302,600 342,100 384,400

231,200 257,200 281,600 303,800 343,600 386,100

232,100 258,000 282,400 305,000 344,900 387,800

233,000 258,800 283,300 306,200 346,400 389,300

233,900 259,600 284,200 307,300 347,900 390,800

234,800 260,400 285,000 308,500 349,400 392,300

235,600 261,200 285,800 309,800 350,900 393,600

236,400 262,000 286,900 311,000 352,400 394,900

237,200 262,700 287,900 312,200 353,900 396,200

33

34

35

30

31

32

27

28

29

24

25

26

21

22

23

18

19

20

15

16

17

12

13

14

9

10

11

6

7

8

3

4

5

給 料 月 額 給 料 月 額

1

2

号  給 給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額

１ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級

医　療　職　給　料　表

61



改正後

238,000 263,500 293,000 318,100 365,900 406,800

238,800 264,400 294,000 319,300 366,900 407,200

239,600 265,200 295,000 320,600 367,700 407,400

240,400 266,000 296,000 321,900 368,700 407,700

241,200 266,800 297,000 323,100 369,800 408,000

241,800 267,600 298,000 324,000 370,800 408,300

242,400 268,400 299,200 325,200 371,800 408,600

243,000 269,200 300,300 326,400 372,800 408,900

243,500 270,000 301,400 327,600 373,700 409,200

244,000 270,700 302,500 328,700 374,500 409,400

244,600 271,500 303,600 329,700 375,300 409,700

245,100 272,300 304,700 330,700 376,200 410,000

245,500 273,100 305,800 331,600 377,000 410,300

245,900 273,800 306,900 332,500 377,500 410,500

246,400 274,600 308,000 333,500 378,300 410,800

246,900 275,300 309,100 334,500 379,100 411,100

247,400 276,000 310,200 335,400 379,900 411,400

247,700 276,700 311,200 335,900 380,300 411,600

248,000 277,400 312,200 336,800 381,000

248,300 278,100 313,200 337,500 381,700

248,600 278,800 314,200 338,400 382,300

248,900 279,500 315,200 339,100 382,700

249,200 280,200 316,200 339,400 383,200

249,500 280,900 317,200 339,900 383,800

249,800 281,500 318,100 340,500 384,400

250,100 282,100 319,000 341,100 384,800

250,400 282,800 319,800 341,800 385,300

250,700 283,500 320,500 342,500 385,800

251,000 284,100 321,200 343,100 386,300

251,300 284,700 321,800 343,800 386,900

251,600 285,400 322,500 344,300 387,400

251,900 286,100 323,100 344,900 388,000

252,200 286,700 323,700 345,500 388,600

252,500 287,300 324,300 345,800 389,100

252,800 288,000 324,500 346,400 389,600

253,100 288,700 325,000 346,900 390,100

253,300 289,300 325,500 347,400 390,600

253,500 289,900 326,100 347,900 390,900

253,800 290,400 326,600 348,400 391,400

254,100 290,800 327,100 348,900 391,800

254,300 291,200 327,500 349,300 392,200

254,500 291,600 328,100 349,600 392,600

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

62



改正前

238,000 263,500 288,900 313,400 355,300 397,300

238,800 264,400 289,900 314,600 356,700 398,400

239,600 265,200 291,000 315,700 358,300 399,500

240,400 266,000 292,000 316,900 359,800 400,600

241,200 266,800 293,000 318,100 361,300 401,700

241,800 267,600 294,000 319,300 362,500 402,500

242,400 268,400 295,000 320,600 363,600 403,300

243,000 269,200 296,000 321,900 364,800 404,100

243,500 270,000 297,000 323,100 365,900 404,900

244,000 270,700 298,000 324,000 366,900 405,300

244,600 271,500 299,200 325,200 367,700 405,900

245,100 272,300 300,300 326,400 368,700 406,400

245,500 273,100 301,400 327,600 369,800 406,800

245,900 273,800 302,500 328,700 370,800 407,200

246,400 274,600 303,600 329,700 371,800 407,400

246,900 275,300 304,700 330,700 372,800 407,700

247,400 276,000 305,800 331,600 373,700 408,000

247,700 276,700 306,900 332,500 374,500 408,300

248,000 277,400 308,000 333,500 375,300 408,600

248,300 278,100 309,100 334,500 376,200 408,900

248,600 278,800 310,200 335,400 377,000 409,200

248,900 279,500 311,200 335,900 377,500 409,400

249,200 280,200 312,200 336,800 378,300 409,700

249,500 280,900 313,200 337,500 379,100 410,000

249,800 281,500 314,200 338,400 379,900 410,300

250,100 282,100 315,200 339,100 380,300 410,500

250,400 282,800 316,200 339,400 381,000 410,800

250,700 283,500 317,200 339,900 381,700 411,100

251,000 284,100 318,100 340,500 382,300 411,400

251,300 284,700 319,000 341,100 382,700 411,600

251,600 285,400 319,800 341,800 383,200

251,900 286,100 320,500 342,500 383,800

252,200 286,700 321,200 343,100 384,400

252,500 287,300 321,800 343,800 384,800

252,800 288,000 322,500 344,300 385,300

253,100 288,700 323,100 344,900 385,800

253,300 289,300 323,700 345,500 386,300

253,500 289,900 324,300 345,800 386,900

253,800 290,400 324,500 346,400 387,400

254,100 290,800 325,000 346,900 388,000

254,300 291,200 325,500 347,400 388,600

254,500 291,600 326,100 347,900 389,100

75

76

77

72

73

74

69

70

71

66

67

68

63

64

65

60

61

62

57

58

59

54

55

56

51

52

53

48

49

50

45

46

47

42

43

44

39

40

41

36

37

38

63



改正後

254,800 291,900 328,600 349,900

255,100 292,200 329,000 350,100

255,300 292,500 329,500 350,400

255,500 292,800 330,000 350,900

255,800 293,100 330,400 351,200

256,100 293,400 330,600 351,500

256,300 293,700 330,900 351,800

256,500 293,900 331,300 352,200

294,100 331,700 352,500

294,300 332,000 352,800

294,500 332,300 353,100

294,900 332,600 353,500

295,100 332,800 353,800

295,300 333,200 354,100

295,500 333,500 354,400

295,900 333,700 354,700

296,100 334,000 355,100

296,300 334,300 355,500

296,600 334,600 355,900

296,900 334,800 356,400

297,100 335,100 356,800

297,300 335,400 357,200

297,600 335,600 357,600

297,900 335,800 358,100

298,100 336,000

298,300 336,400

298,600 336,600

298,900 336,800

337,200

337,600

338,000

338,200

337,200

337,600

338,000

338,200

備考　

　１～２　≪現行どおり≫

（単位　円）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

≪現行どお
り≫

≪現行どお
り≫

≪現行どお
り≫

≪現行どお
り≫

≪現行どお
り≫

≪現行どお
り≫

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

職務の級

基準給料
月額

111

112

113

64



改正前

254,800 291,900 326,600 348,400 389,600

255,100 292,200 327,100 348,900 390,100

255,300 292,500 327,500 349,300 390,600

255,500 292,800 328,100 349,600 390,900

255,800 293,100 328,600 349,900 391,400

256,100 293,400 329,000 350,100 391,800

256,300 293,700 329,500 350,400 392,200

256,500 293,900 330,000 350,900 392,600

294,100 330,400 351,200

294,300 330,600 351,500

294,500 330,900 351,800

294,900 331,300 352,200

295,100 331,700 352,500

295,300 332,000 352,800

295,500 332,300 353,100

295,900 332,600 353,500

296,100 332,800 353,800

296,300 333,200 354,100

296,600 333,500 354,400

296,900 333,700 354,700

297,100 334,000 355,100

297,300 334,300 355,500

297,600 334,600 355,900

297,900 334,800 356,400

298,100 335,100 356,800

298,300 335,400 357,200

298,600 335,600 357,600

298,900 335,800 358,100

336,000

336,400

336,600

336,800

337,200

337,600

338,000

338,200

備考　

　１～２　≪省略≫

（単位　円）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

≪省略≫ ≪省略≫ ≪省略≫ ≪省略≫ ≪省略≫ ≪省略≫

職務の級

基準給料
月額

111

112

113

108

109

110

105

106

107

102

103

104

99

100

101

96

97

98

93

94

95

90

91

92

87

88

89

84

85

86

81

82

83

78

79

80

65



改正後

イ  医療職給料表(2) （単位　円）
職務
の級

207,700 240,600 281,800 295,200 319,300 362,000

209,600 242,800 282,300 295,800 320,300 363,700

211,400 245,000 282,800 296,400 321,300 365,400

213,100 247,200 283,300 296,900 322,300 367,100

214,800 249,400 283,800 297,400 323,300 368,900

216,700 250,400 284,300 298,000 324,500 370,900

218,500 251,300 284,800 298,600 325,700 372,900

220,200 252,200 285,300 299,100 326,900 374,900

221,900 253,100 285,800 299,600 328,000 376,600

223,900 254,300 286,300 300,200 329,200 378,700

225,800 255,400 286,800 300,800 330,300 380,800

227,700 256,300 287,300 301,300 331,400 382,800

229,600 257,100 287,800 301,800 332,500 384,700

231,600 257,800 288,300 302,500 333,700 386,300

233,600 258,500 288,800 303,200 334,800 388,100

235,600 259,400 289,300 303,900 335,900 389,900

237,600 260,500 289,800 304,600 337,000 391,600

239,600 261,600 290,300 305,500 338,200 393,300

241,700 262,700 290,800 306,400 339,300 395,200

243,700 263,800 291,300 307,300 340,400 396,900

245,600 264,900 291,800 308,100 341,500 398,600

246,800 266,000 292,300 309,000 342,700 400,300

248,000 267,100 292,800 309,900 343,800 402,100

249,100 268,200 293,300 310,800 344,900 403,800

250,200 269,200 293,800 311,600 346,000 405,400

251,100 270,300 294,400 312,500 347,300 407,100

252,000 271,400 295,200 313,400 348,600 408,900

252,900 272,400 296,000 314,300 349,900 410,700

253,700 273,400 296,700 315,100 351,100 412,200

254,500 274,100 297,500 316,200 352,600 413,700

255,200 274,800 298,300 317,300 354,100 415,200

255,900 275,500 299,100 318,400 355,600 416,500

256,700 276,200 299,800 319,500 356,800 417,600

257,500 276,800 300,600 320,600 358,300 418,700

258,300 277,300 301,400 321,700 359,700 419,800

259,000 277,800 302,100 322,800 361,100 421,000

259,700 278,300 302,900 323,900 362,500 422,300

６ 級１ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級

号  給 給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額

1

2

給 料 月 額

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

66



改正前

イ  医療職給料表(2) （単位　円）
職務
の級

207,700 240,600 277,600 293,000 310,300 342,200

209,600 242,800 278,700 293,600 311,500 343,900

211,400 245,000 279,800 294,200 312,700 345,600

213,100 247,200 280,800 294,700 313,800 347,300

214,800 249,400 281,800 295,200 314,900 349,000

216,700 250,400 282,300 295,800 316,000 350,700

218,500 251,300 282,800 296,400 317,100 352,400

220,200 252,200 283,300 296,900 318,200 354,000

221,900 253,100 283,800 297,400 319,300 355,500

223,900 254,300 284,300 298,000 320,300 357,200

225,800 255,400 284,800 298,600 321,300 358,900

227,700 256,300 285,300 299,100 322,300 360,600

229,600 257,100 285,800 299,600 323,300 362,000

231,600 257,800 286,300 300,200 324,500 363,700

233,600 258,500 286,800 300,800 325,700 365,400

235,600 259,400 287,300 301,300 326,900 367,100

237,600 260,500 287,800 301,800 328,000 368,900

239,600 261,600 288,300 302,500 329,200 370,900

241,700 262,700 288,800 303,200 330,300 372,900

243,700 263,800 289,300 303,900 331,400 374,900

245,600 264,900 289,800 304,600 332,500 376,600

246,800 266,000 290,300 305,500 333,700 378,700

248,000 267,100 290,800 306,400 334,800 380,800

249,100 268,200 291,300 307,300 335,900 382,800

250,200 269,200 291,800 308,100 337,000 384,700

251,100 270,300 292,300 309,000 338,200 386,300

252,000 271,400 292,800 309,900 339,300 388,100

252,900 272,400 293,300 310,800 340,400 389,900

253,700 273,400 293,800 311,600 341,500 391,600

254,500 274,100 294,400 312,500 342,700 393,300

255,200 274,800 295,200 313,400 343,800 395,200

255,900 275,500 296,000 314,300 344,900 396,900

256,700 276,200 296,700 315,100 346,000 398,600

257,500 276,800 297,500 316,200 347,300 400,300

258,300 277,300 298,300 317,300 348,600 402,100

259,000 277,800 299,100 318,400 349,900 403,800

259,700 278,300 299,800 319,500 351,100 405,400

１ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級

号  給 給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

67



改正後

260,600 278,900 303,700 325,100 363,500 423,400

261,500 279,400 304,500 326,200 364,900 424,600

262,300 279,900 305,300 327,300 366,200 425,700

263,100 280,300 306,000 328,100 367,500 426,900

264,000 280,800 307,000 329,200 368,900 427,900

264,800 281,300 308,000 330,300 370,200 429,000

265,600 281,800 308,900 331,300 371,500 430,100

266,400 282,300 309,800 332,300 373,000 431,100

267,100 282,800 310,800 333,300 374,200 431,600

267,800 283,300 311,800 334,300 375,300 432,200

268,400 283,800 312,700 335,300 376,500 432,600

269,000 284,300 313,600 336,500 377,600 433,200

269,500 284,800 314,600 337,800 378,500 433,700

270,000 285,300 315,600 339,000 379,500 434,100

270,400 285,800 316,600 340,200 380,400 434,600

270,800 286,300 317,400 341,100 381,000 435,100

271,300 286,800 318,400 342,300 381,800 435,500

271,800 287,300 319,400 343,400 382,600 435,800

272,200 287,800 320,300 344,700 383,400 436,100

272,600 288,300 321,200 345,700 384,100 436,500

273,000 289,100 322,200 346,600 384,800

273,400 289,900 323,200 347,700 385,500

273,800 290,600 324,100 348,900 386,100

274,200 291,300 325,000 350,000 386,700

274,600 292,200 326,200 351,200 387,300

275,000 293,100 327,400 352,400 388,000

275,400 293,900 328,600 353,400 388,600

275,800 294,700 329,300 354,400 389,300

276,200 295,600 330,400 355,400 389,800

276,600 296,400 331,500 356,500 390,400

277,000 297,200 332,400 357,600 390,900

277,400 298,000 333,500 358,400 391,300

277,900 298,900 334,200 359,500 391,900

278,400 299,800 335,300 360,600 392,400

278,800 300,700 336,400 361,600 392,700

279,200 301,600 337,500 362,300 393,000

279,800 302,500 338,700 363,100 393,500

280,400 303,400 339,800 363,900 393,900

280,900 304,300 340,900 364,600 394,200

281,400 305,100 342,000 365,200 394,500

282,000 306,100 343,100 365,700 395,000

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

68



改正前

260,600 278,900 300,600 320,600 352,600 407,100

261,500 279,400 301,400 321,700 354,100 408,900

262,300 279,900 302,100 322,800 355,600 410,700

263,100 280,300 302,900 323,900 356,800 412,200

264,000 280,800 303,700 325,100 358,300 413,700

264,800 281,300 304,500 326,200 359,700 415,200

265,600 281,800 305,300 327,300 361,100 416,500

266,400 282,300 306,000 328,100 362,500 417,600

267,100 282,800 307,000 329,200 363,500 418,700

267,800 283,300 308,000 330,300 364,900 419,800

268,400 283,800 308,900 331,300 366,200 421,000

269,000 284,300 309,800 332,300 367,500 422,300

269,500 284,800 310,800 333,300 368,900 423,400

270,000 285,300 311,800 334,300 370,200 424,600

270,400 285,800 312,700 335,300 371,500 425,700

270,800 286,300 313,600 336,500 373,000 426,900

271,300 286,800 314,600 337,800 374,200 427,900

271,800 287,300 315,600 339,000 375,300 429,000

272,200 287,800 316,600 340,200 376,500 430,100

272,600 288,300 317,400 341,100 377,600 431,100

273,000 289,100 318,400 342,300 378,500 431,600

273,400 289,900 319,400 343,400 379,500 432,200

273,800 290,600 320,300 344,700 380,400 432,600

274,200 291,300 321,200 345,700 381,000 433,200

274,600 292,200 322,200 346,600 381,800 433,700

275,000 293,100 323,200 347,700 382,600 434,100

275,400 293,900 324,100 348,900 383,400 434,600

275,800 294,700 325,000 350,000 384,100 435,100

276,200 295,600 326,200 351,200 384,800 435,500

276,600 296,400 327,400 352,400 385,500 435,800

277,000 297,200 328,600 353,400 386,100 436,100

277,400 298,000 329,300 354,400 386,700 436,500

277,900 298,900 330,400 355,400 387,300

278,400 299,800 331,500 356,500 388,000

278,800 300,700 332,400 357,600 388,600

279,200 301,600 333,500 358,400 389,300

279,800 302,500 334,200 359,500 389,800

280,400 303,400 335,300 360,600 390,400

280,900 304,300 336,400 361,600 390,900

281,400 305,100 337,500 362,300 391,300

282,000 306,100 338,700 363,100 391,900

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

69



改正後

282,600 307,100 344,100 366,200 395,500

283,100 308,000 345,200 366,700 395,900

283,600 308,500 346,100 367,300 396,200

284,100 309,400 347,100 367,800 396,600

284,600 310,300 348,000 368,300 397,100

285,100 311,100 349,000 368,800 397,500

285,600 311,900 349,900 369,200 397,900

286,100 312,900 350,700 369,600

286,600 313,900 351,500 370,200

287,100 314,900 352,300 370,700

287,600 315,800 352,900 371,000

288,100 316,900 353,500 371,500

288,600 317,900 354,100 371,900

289,100 318,900 354,700 372,200

289,600 319,700 355,100 372,800

290,200 320,400 355,500 373,300

290,800 321,100 356,000 373,800

291,400 321,700 356,400 374,300

292,000 322,200 356,900 374,900

292,500 322,500 357,300 375,400

293,000 323,100 357,800 375,900

293,500 323,700 358,200 376,300

294,000 324,100 358,500 376,900

294,500 324,700 359,000 377,400

295,000 325,300 359,400 377,900

295,400 325,800 359,700 378,400

295,800 326,200 360,100 379,000

296,300 326,700 360,600 379,400

296,800 327,200 361,100 379,900

297,100 327,700 361,600 380,400

297,300 328,100 362,100 381,000

297,600 328,500 362,600

297,800 328,800 363,100

298,100 329,100 363,500

298,400 329,400 363,900

298,600 329,800 364,300

298,900 330,100 364,800

299,100 330,400 365,300

299,400 330,600 365,700

299,700 330,900 366,200

300,000 331,200 366,700

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

70



改正前

282,600 307,100 339,800 363,900 392,400

283,100 308,000 340,900 364,600 392,700

283,600 308,500 342,000 365,200 393,000

284,100 309,400 343,100 365,700 393,500

284,600 310,300 344,100 366,200 393,900

285,100 311,100 345,200 366,700 394,200

285,600 311,900 346,100 367,300 394,500

286,100 312,900 347,100 367,800 395,000

286,600 313,900 348,000 368,300 395,500

287,100 314,900 349,000 368,800 395,900

287,600 315,800 349,900 369,200 396,200

288,100 316,900 350,700 369,600 396,600

288,600 317,900 351,500 370,200 397,100

289,100 318,900 352,300 370,700 397,500

289,600 319,700 352,900 371,000 397,900

290,200 320,400 353,500 371,500

290,800 321,100 354,100 371,900

291,400 321,700 354,700 372,200

292,000 322,200 355,100 372,800

292,500 322,500 355,500 373,300

293,000 323,100 356,000 373,800

293,500 323,700 356,400 374,300

294,000 324,100 356,900 374,900

294,500 324,700 357,300 375,400

295,000 325,300 357,800 375,900

295,400 325,800 358,200 376,300

295,800 326,200 358,500 376,900

296,300 326,700 359,000 377,400

296,800 327,200 359,400 377,900

297,100 327,700 359,700 378,400

297,300 328,100 360,100 379,000

297,600 328,500 360,600 379,400

297,800 328,800 361,100 379,900

298,100 329,100 361,600 380,400

298,400 329,400 362,100 381,000

298,600 329,800 362,600

298,900 330,100 363,100

299,100 330,400 363,500

299,400 330,600 363,900

299,700 330,900 364,300

300,000 331,200 364,800

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

71



改正後

300,300 331,400 367,200

300,600 331,600 367,500

301,000 331,900

301,300 332,200

301,600 332,500

301,800 332,700

302,000 333,000

302,300 333,400

302,700 333,600

302,900 333,800

303,200 334,000

303,600 334,400

304,000 334,600

304,200 334,900

304,500 335,300

304,800 335,700

305,100 336,100

305,300 336,400

305,600 336,800

305,900 337,200

306,200 337,600

306,400 337,900

306,800 338,300

307,200 338,600

307,500 339,000

307,700 339,300

307,900 339,700

308,200 340,100

308,600 340,500

308,800 340,800

309,000 341,200

309,300 341,600

309,600 342,000

310,000 342,300

310,200

310,400

310,700

311,000

311,300

311,600

311,900

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

72



改正前

300,300 331,400 365,300

300,600 331,600 365,700

301,000 331,900 366,200

301,300 332,200 366,700

301,600 332,500 367,200

301,800 332,700 367,500

302,000 333,000

302,300 333,400

302,700 333,600

302,900 333,800

303,200 334,000

303,600 334,400

304,000 334,600

304,200 334,900

304,500 335,300

304,800 335,700

305,100 336,100

305,300 336,400

305,600 336,800

305,900 337,200

306,200 337,600

306,400 337,900

306,800 338,300

307,200 338,600

307,500 339,000

307,700 339,300

307,900 339,700

308,200 340,100

308,600 340,500

308,800 340,800

309,000 341,200

309,300 341,600

309,600 342,000

310,000 342,300

310,200

310,400

310,700

311,000

311,300

311,600

311,900

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

73



改正後

312,300

312,600

312,900

313,200

313,600

313,900

314,200

314,500

314,900

備考　

　１～２　≪現行どおり≫

（単位　円）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

≪現行どお
り≫

≪現行どお
り≫

≪現行どお
り≫

≪現行どお
り≫

≪現行どお
り≫

≪現行どお
り≫

161

162

163

職務の級

基準給料
月額

166

167

168

169

164

165

74



改正前

312,300

312,600

312,900

313,200

313,600

313,900

314,200

314,500

314,900

備考　

　１～２　≪省略≫

（単位　円）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

≪省略≫ ≪省略≫ ≪省略≫ ≪省略≫ ≪省略≫ ≪省略≫

161

162

163

164

165

166

167

168

基準給料
月額

169

職務の級

75



改正後

別添４－１

別表第４（第３条第４号関係）

（単位　円）
職務
の級

199,600 254,300 287,800 313,800 334,500 355,200

201,300 255,900 288,800 315,500 336,100 356,900

203,000 257,500 289,700 317,000 337,400 358,500

204,700 258,800 290,600 318,500 339,000 360,100

206,300 260,300 291,500 319,700 340,500 361,700

207,900 261,500 292,400 321,100 342,000 363,500

209,500 262,600 293,300 322,500 343,500 365,000

211,100 263,700 294,200 323,900 345,100 366,600

212,700 264,800 295,000 325,300 346,600 368,000

214,500 265,900 296,000 326,800 348,100 369,600

216,300 267,000 297,200 328,200 349,500 371,200

217,400 268,100 298,300 329,600 351,100 372,700

218,500 269,200 299,500 331,000 352,700 374,600

219,700 270,100 300,600 332,600 354,200 376,500

220,900 271,000 301,700 334,200 355,900 378,400

222,000 271,800 302,800 335,700 357,600 380,200

223,100 272,400 303,900 337,200 359,400 381,700

224,100 273,100 305,000 338,800 361,000 383,500

225,100 273,900 306,100 340,400 362,500 385,200

226,100 274,600 307,100 341,900 364,200 386,800

227,100 275,600 308,100 343,400 365,800 388,500

228,500 276,500 309,100 344,900 367,300 389,900

229,800 277,400 310,100 346,400 368,900 391,300

231,100 278,300 311,100 347,900 370,400 392,700

232,400 279,300 312,100 349,400 371,900 394,100

233,700 280,200 313,100 351,000 373,400 395,300

235,000 281,100 314,100 352,600 374,700 396,500

236,200 282,000 315,100 354,100 376,000 397,500

237,400 282,900 316,100 355,300 377,400 398,600

238,400 283,700 317,200 356,800 378,600 399,800

239,400 284,600 318,300 358,300 379,900 400,900

240,400 285,500 319,400 359,800 381,200 402,000

241,400 286,500 320,500 361,200 382,500 402,700

242,400 287,500 321,600 362,700 383,800 403,400

243,300 288,500 322,700 364,200 384,900 404,100

幼　児　教　育　職　給　料　表

１ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級

号  給 給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額

1

2

給 料 月 額

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

76



改正前

別添４－２

別表第４（第３条第４号関係）

（単位　円）
職務
の級

199,600 246,200 284,700 302,400 318,700 335,000

201,300 248,300 285,500 303,700 320,300 336,900

203,000 250,300 286,300 305,000 321,800 338,700

204,700 252,300 287,100 306,200 323,300 340,500

206,300 254,300 287,800 307,400 324,800 342,200

207,900 255,900 288,800 309,000 326,400 343,900

209,500 257,500 289,700 310,600 328,000 345,500

211,100 258,800 290,600 312,200 329,700 347,200

212,700 260,300 291,500 313,800 331,300 348,800

214,500 261,500 292,400 315,500 333,000 350,500

216,300 262,600 293,300 317,000 334,500 352,100

217,400 263,700 294,200 318,500 336,100 353,700

218,500 264,800 295,000 319,700 337,400 355,200

219,700 265,900 296,000 321,100 339,000 356,900

220,900 267,000 297,200 322,500 340,500 358,500

222,000 268,100 298,300 323,900 342,000 360,100

223,100 269,200 299,500 325,300 343,500 361,700

224,100 270,100 300,600 326,800 345,100 363,500

225,100 271,000 301,700 328,200 346,600 365,000

226,100 271,800 302,800 329,600 348,100 366,600

227,100 272,400 303,900 331,000 349,500 368,000

228,500 273,100 305,000 332,600 351,100 369,600

229,800 273,900 306,100 334,200 352,700 371,200

231,100 274,600 307,100 335,700 354,200 372,700

232,400 275,600 308,100 337,200 355,900 374,600

233,700 276,500 309,100 338,800 357,600 376,500

235,000 277,400 310,100 340,400 359,400 378,400

236,200 278,300 311,100 341,900 361,000 380,200

237,400 279,300 312,100 343,400 362,500 381,700

238,400 280,200 313,100 344,900 364,200 383,500

239,400 281,100 314,100 346,400 365,800 385,200

240,400 282,000 315,100 347,900 367,300 386,800

241,400 282,900 316,100 349,400 368,900 388,500

242,400 283,700 317,200 351,000 370,400 389,900

243,300 284,600 318,300 352,600 371,900 391,300

幼　児　教　育　職　給　料　表

１ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級

給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額

1

2

号  給 給 料 月 額 給 料 月 額

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

77



改正後

244,200 289,400 323,800 365,700 385,900 404,800

245,100 290,300 324,800 367,100 387,000 405,400

246,000 291,300 325,900 368,500 388,000 406,000

246,900 292,300 327,000 369,900 388,800 406,500

247,700 293,200 328,000 371,300 389,700 406,900

248,500 294,100 329,000 372,300 390,400 407,300

249,100 295,100 329,900 373,400 391,100 407,500

249,700 296,100 330,800 374,300 391,700 407,800

250,300 297,000 331,700 375,400 392,100 408,100

250,800 297,900 332,600 376,100 392,600 408,400

251,300 298,800 333,300 376,700 393,100 408,700

251,800 299,700 333,900 377,400 393,700 409,000

252,300 300,600 334,500 378,200 394,200 409,300

252,800 301,400 335,100 379,000 394,700 409,500

253,400 302,300 335,800 379,700 395,200 409,800

253,900 303,200 336,400 380,500 395,700 410,100

254,400 304,000 337,000 381,200 396,200 410,400

254,800 304,900 337,600 382,000 396,700 410,600

255,300 305,900 338,100 382,700 397,200 410,900

255,800 306,900 338,600 383,400 397,400 411,200

256,300 307,800 339,100 384,000 397,900 411,500

256,800 308,700 339,500 384,300 398,300 411,700

257,200 309,700 339,700 384,900 398,800 412,000

257,600 310,600 340,200 385,500 399,100 412,300

258,000 311,500 340,700 386,200 399,600 412,500

258,400 312,400 341,000 386,600 400,100 412,700

258,800 313,300 341,400 387,300 400,500 413,000

259,200 314,200 341,900 387,900 400,800 413,300

259,600 315,000 342,300 388,500 401,200 413,500

260,000 315,700 342,700 388,900 401,600 413,700

260,400 316,600 343,200 389,400 402,000 414,000

260,800 317,400 343,600 390,000 402,300 414,300

261,200 318,200 344,100 390,500 402,700 414,500

261,600 319,000 344,300 390,900 403,100 414,700

262,000 319,500 344,800 391,400 403,400 415,000

262,400 320,000 345,300 391,900 403,800 415,300

262,800 320,500 345,700 392,400 404,100 415,500

263,200 321,000 346,000 392,900 404,500 415,700

263,600 321,600 346,400 393,300 404,800

264,000 322,100 346,900 393,700 405,000

264,400 322,600 347,300 394,100

264,800 322,900 347,500 394,300

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78



改正前

244,200 285,500 319,400 354,100 373,400 392,700

245,100 286,500 320,500 355,300 374,700 394,100

246,000 287,500 321,600 356,800 376,000 395,300

246,900 288,500 322,700 358,300 377,400 396,500

247,700 289,400 323,800 359,800 378,600 397,500

248,500 290,300 324,800 361,200 379,900 398,600

249,100 291,300 325,900 362,700 381,200 399,800

249,700 292,300 327,000 364,200 382,500 400,900

250,300 293,200 328,000 365,700 383,800 402,000

250,800 294,100 329,000 367,100 384,900 402,700

251,300 295,100 329,900 368,500 385,900 403,400

251,800 296,100 330,800 369,900 387,000 404,100

252,300 297,000 331,700 371,300 388,000 404,800

252,800 297,900 332,600 372,300 388,800 405,400

253,400 298,800 333,300 373,400 389,700 406,000

253,900 299,700 333,900 374,300 390,400 406,500

254,400 300,600 334,500 375,400 391,100 406,900

254,800 301,400 335,100 376,100 391,700 407,300

255,300 302,300 335,800 376,700 392,100 407,500

255,800 303,200 336,400 377,400 392,600 407,800

256,300 304,000 337,000 378,200 393,100 408,100

256,800 304,900 337,600 379,000 393,700 408,400

257,200 305,900 338,100 379,700 394,200 408,700

257,600 306,900 338,600 380,500 394,700 409,000

258,000 307,800 339,100 381,200 395,200 409,300

258,400 308,700 339,500 382,000 395,700 409,500

258,800 309,700 339,700 382,700 396,200 409,800

259,200 310,600 340,200 383,400 396,700 410,100

259,600 311,500 340,700 384,000 397,200 410,400

260,000 312,400 341,000 384,300 397,400 410,600

260,400 313,300 341,400 384,900 397,900 410,900

260,800 314,200 341,900 385,500 398,300 411,200

261,200 315,000 342,300 386,200 398,800 411,500

261,600 315,700 342,700 386,600 399,100 411,700

262,000 316,600 343,200 387,300 399,600 412,000

262,400 317,400 343,600 387,900 400,100 412,300

262,800 318,200 344,100 388,500 400,500 412,500

263,200 319,000 344,300 388,900 400,800 412,700

263,600 319,500 344,800 389,400 401,200 413,000

264,000 320,000 345,300 390,000 401,600 413,300

264,400 320,500 345,700 390,500 402,000 413,500

264,800 321,000 346,000 390,900 402,300 413,700

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

79



改正後

265,200 323,200 347,800 394,500

265,600 323,700 348,200 394,800

265,900 324,000 348,600 395,100

266,200 324,300 348,900 395,300

266,600 324,600 349,200 395,600

267,000 324,900 349,600 395,900

267,300 325,200 350,000 396,100

267,600 325,600 350,300 396,300

268,000 326,000 350,700

268,400 326,300 351,100

268,700 326,500 351,300

269,000 327,000 351,600

269,400 327,400

269,800 327,600

270,100 328,000

270,400 328,400

270,800 328,800

271,200 329,200

271,500 329,500

271,800 329,700

272,200 330,000

272,600 330,300

272,900 330,600

273,200 331,000

273,600 331,200

274,000 331,500

274,300 331,900

274,500 332,300

274,700 332,600

275,000 332,900

275,300 333,200

275,600 333,500

275,900 333,900

276,200 334,200

276,400 334,400

276,700 334,600

277,000 334,900

277,300 335,200

277,700 335,500

278,000 335,700

278,300

278,600

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

80



改正前

265,200 321,600 346,400 391,400 402,700 414,000

265,600 322,100 346,900 391,900 403,100 414,300

265,900 322,600 347,300 392,400 403,400 414,500

266,200 322,900 347,500 392,900 403,800 414,700

266,600 323,200 347,800 393,300 404,100 415,000

267,000 323,700 348,200 393,700 404,500 415,300

267,300 324,000 348,600 394,100 404,800 415,500

267,600 324,300 348,900 394,300 405,000 415,700

268,000 324,600 349,200 394,500

268,400 324,900 349,600 394,800

268,700 325,200 350,000 395,100

269,000 325,600 350,300 395,300

269,400 326,000 350,700 395,600

269,800 326,300 351,100 395,900

270,100 326,500 351,300 396,100

270,400 327,000 351,600 396,300

270,800 327,400

271,200 327,600

271,500 328,000

271,800 328,400

272,200 328,800

272,600 329,200

272,900 329,500

273,200 329,700

273,600 330,000

274,000 330,300

274,300 330,600

274,500 331,000

274,700 331,200

275,000 331,500

275,300 331,900

275,600 332,300

275,900 332,600

276,200 332,900

276,400 333,200

276,700 333,500

277,000 333,900

277,300 334,200

277,700 334,400

278,000 334,600

278,300 334,900

278,600 335,200

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

81



改正後

279,000

279,200

279,400

279,800

280,100

280,300

280,600

281,000

281,400

281,600

282,000

282,400

282,700

282,900

283,200

283,600

283,900

284,100

284,400

284,700

285,000

285,200

285,400

285,600

285,900

286,300

286,500

286,800

287,100

287,400

287,600

287,900

288,100

288,400

備考　

　１～２　≪現行どおり≫

（単位　円）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

≪現行どお
り≫

≪現行どお
り≫

≪現行どお
り≫

≪現行どお
り≫

≪現行どお
り≫

≪現行どお
り≫

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

基準給料
月額

153

職務の級

82



改正前

279,000 335,500

279,200 335,700

279,400

279,800

280,100

280,300

280,600

281,000

281,400

281,600

282,000

282,400

282,700

282,900

283,200

283,600

283,900

284,100

284,400

284,700

285,000

285,200

285,400

285,600

285,900

286,300

286,500

286,800

287,100

287,400

287,600

287,900

288,100

288,400

備考　

　１～２　≪省略≫

（単位　円）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

≪省略≫ ≪省略≫ ≪省略≫ ≪省略≫ ≪省略≫ ≪省略≫

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

基準給料
月額

153

職務の級

83



 
 

 

 

 

議第１７号 

 

 

   草津市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和７年２月２７日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 

 

  

84



 
 

草津市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

  草津市職員の退職手当に関する条例（昭和３２年草津市条例第７号）の一部を次の表のよう

に改正する。 

（下線部分は改正部分） 
改正後 改正前 

第１条～第９条 ≪現行どおり≫ 
（失業者の退職手当） 

第１０条 ≪現行どおり≫ 

２～１０ ≪現行どおり≫ 
１１ ≪現行どおり≫ 

 (1)～(3) ≪現行どおり≫ 

 (4) 安定した職業に就いた者 雇用保険法

第５６条の３第３項に規定する就業促進

手当の額に相当する金額 

 (5)～(6) ≪現行どおり≫ 

１２～１３ ≪現行どおり≫ 

１４ 第１１項第４号に掲げる退職手当の支

給があつたときは、第１項、第３項または

第１１項の規定の適用については、雇用保

険法第５６条の３第１項第１号に該当する

者に係る就業促進手当について同条第４項

の規定により基本手当を支給したものとみ

なされる日数に相当する日数分の第１項ま

たは第３項の規定による退職手当の支給が

あつたものとみなす。 

≪改正前を削る≫ 

 

 

 

≪改正前を削る≫ 

 

 

 

 

 

１５～１７ ≪現行どおり≫ 

第１１条～第２０条 ≪現行どおり≫ 

   付 則 

１～６ ≪現行どおり≫ 

７ 令和９年３月３１日以前に退職した職員

に対する第１０条第１０項の規定の適用に

ついては、同項中「第２８条まで」とあるの

は「第２８条までおよび附則第５条」と、同

項第２号中「ロ 雇用保険法第２２条第２項

に規定する厚生労働省令で定める理由によ

第１条～第９条 ≪省略≫ 
（失業者の退職手当） 

第１０条 ≪省略≫ 

２～１０ ≪省略≫ 
１１ ≪省略≫ 

 (1)～(3) ≪省略≫ 

(4) 職業に就いたもの 雇用保険法第５６

条の３第３項に規定する就業促進手当の

額に相当する金額 

(5)～(6) ≪省略≫ 

１２～１３ ≪省略≫ 

１４ 第１１項第４号に掲げる退職手当の支

給があつたときは、第１項、第３項または

第１１項の規定の適用については、次の各

号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定

める日数分の第１項または第３項の規定に

よる退職手当の支給があつたものとみな

す。 

 

 

(1) 雇用保険法第５６条の３第１項第１号

イに該当する者に係る就業促進手当に相

当する退職手当 当該退職手当の支給を

受けた日数に相当する日数 

(2) 雇用保険法第５６条の３第１項第１号

ロに該当する者に係る就業促進手当に相

当する退職手当 当該就業促進手当につ

いて同条第５項の規定により基本手当を

支給したものとみなされる日数に相当す

る日数 

１５～１７ ≪省略≫  

第１１条～第２０条 ≪省略≫ 

付 則 

１～６ ≪省略≫ 

７ 令和７年３月３１日以前に退職した職員

に対する第１０条第１０項の規定の適用に

ついては、同項中「第２８条まで」とあるの

は「第２８条までおよび附則第５条」と、同

項第２号中「ロ 雇用保険法第２２条第２項

に規定する厚生労働省令で定める理由によ
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改正後 改正前 

り就職が困難な者であつて、同法第２４条の

２第１項第２号に掲げる者に相当する者と

して規則で定める者に該当し、かつ、市長が

同項に規定する指導基準に照らして再就職

を促進するために必要な職業安定法第４条

第４項に規定する職業指導を行うことが適

当であると認めたもの」とあるのは「 

ロ 雇用保険法第２２条第２項に規定す

る厚生労働省令で定める理由により就

職が困難な者であつて、同法第２４条の

２第１項第２号に掲げる者に相当する

者として規則で定める者に該当し、か

つ、市長が同項に規定する指導基準に照

らして再就職を促進するために必要な

職業安定法第４条第４項に規定する職

業指導を行うことが適当であると認め

たもの 

ハ 特定退職者であつて、雇用保険法附則

第５条第１項に規定する地域内に居住

し、かつ、市長が同法第２４条の２第１

項に規定する指導基準に照らして再就

職を促進するために必要な職業安定法

第４条第４項に規定する職業指導を行

うことが適当であると認めたもの（イに

掲げる者を除く。） 

」とする。 

８～１５ ≪現行どおり≫ 

り就職が困難な者であつて、同法第２４条の

２第１項第２号に掲げる者に相当する者と

して規則で定める者に該当し、かつ、市長が

同項に規定する指導基準に照らして再就職

を促進するために必要な職業安定法第４条

第４項に規定する職業指導を行うことが適

当であると認めたもの」とあるのは「 

ロ 雇用保険法第２２条第２項に規定す

る厚生労働省令で定める理由により就

職が困難な者であつて、同法第２４条の

２第１項第２号に掲げる者に相当する

者として規則で定める者に該当し、か

つ、市長が同項に規定する指導基準に照

らして再就職を促進するために必要な

職業安定法第４条第４項に規定する職

業指導を行うことが適当であると認め

たもの 

ハ 特定退職者であつて、雇用保険法附則

第５条第１項に規定する地域内に居住

し、かつ、市長が同法第２４条の２第１

項に規定する指導基準に照らして再就

職を促進するために必要な職業安定法

第４条第４項に規定する職業指導を行

うことが適当であると認めたもの（イに

掲げる者を除く。） 

」とする。 

８～１５ ≪省略≫ 

付 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第１８号 

 

 

   草津市税条例の一部を改正する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和７年２月２７日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市税条例の一部を改正する条例 

 草津市税条例（昭和４５年草津市条例第９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条～第１４１条 ≪現行どおり≫ 
（入湯税の課税免除） 

第１４２条 ≪現行どおり≫ 

(1)～(3) ≪現行どおり≫ 

(4) 入浴利用料金が１，５００円未満（消

費税額および地方消費税額を除く。）の

浴場に入湯する者 

（入湯税の税率） 

第１４３条 入湯税の税率は、次の各号に掲

げる区分に応じ、一の鉱泉浴場における入

湯に対し、入湯客１人１日（第１号の場合

にあつては、１泊をもつて１日とする。）

につき、当該各号に掲げる額とする。 

 (1) 宿泊を伴う入湯 １５０円 

 (2) 宿泊を伴わない入湯 ７５円 

第１４４条～第１５５条 ≪現行どおり≫ 

第１条～第１４１条 ≪省略≫ 
（入湯税の課税免除） 

第１４２条 ≪省略≫ 

(1)～(3) ≪省略≫ 

(4) 入浴利用料金が１，０００円未満の浴

場に入湯する者 

 

（入湯税の税率） 

第１４３条 入湯税の税率は、入湯客１人１

日について、１５０円とする。 

 

 

 

≪改正後に新設≫ 

≪改正後に新設≫ 

第１４４条～第１５５条 ≪省略≫ 

付 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第１９号 

 

 

   草津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和７年２月２７日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 草津市国民健康保険税条例（昭和３０年草津市条例第２６号）の一部を次の表のように改正す

る。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条～第２条 ≪現行どおり≫ 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の

属する年の前年の所得に係る地方税法（昭和

２５年法律第２２６号。以下「法」という。）

第３１４条の２第１項に規定する総所得金

額および山林所得金額の合計額から同条第

２項の規定による控除をした後の総所得金

額および山林所得金額の合計額（以下「基礎

控除後の総所得金額等」という。）に１００

分の６．９を乗じて算定する。 

２ ≪現行どおり≫ 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の被保険者均等割額） 

第４条 第２条第２項の被保険者均等割額は、

被保険者１人について２９，０００円とす

る。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の世帯別平等割額） 

第５条 ≪現行どおり≫ 

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民

健康保険法第６条第８号の規定により被

保険者の資格を喪失した者であつて、当該

資格を喪失した日の前日以後継続して同

一の世帯に属する者をいう。以下同じ。）

と同一の世帯に属する被保険者が属する

世帯であつて同日の属する月（以下この号

において「特定月」という。）以後５年を

経過する月までの間にあるもの（当該世帯

に他の被保険者のいない場合に限る。）を

いう。以下同じ。）および特定継続世帯（特

定同一世帯所属者と同一の世帯に属する

被保険者が属する世帯であつて特定月以

後５年を経過する月の翌月から特定月以

後８年を経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がいない場合

に限る。）をいう。）以外の世帯 １世帯

について １９，０００円 

(2) 特定世帯 １世帯について ９，５０

第１条～第２条 ≪省略≫ 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の

属する年の前年の所得に係る地方税法（昭和

２５年法律第２２６号。以下「法」という。）

第３１４条の２第１項に規定する総所得金

額および山林所得金額の合計額から同条第

２項の規定による控除をした後の総所得金

額および山林所得金額の合計額（以下「基礎

控除後の総所得金額等」という。）に１００

分の６．０を乗じて算定する。 

２ ≪省略≫ 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の被保険者均等割額） 

第４条 第２条第２項の被保険者均等割額は、

被保険者１人について２５，１００円とす

る。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の世帯別平等割額） 

第５条 ≪省略≫ 

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民

健康保険法第６条第８号の規定により被

保険者の資格を喪失した者であつて、当該

資格を喪失した日の前日以後継続して同

一の世帯に属する者をいう。以下同じ。）

と同一の世帯に属する被保険者が属する

世帯であつて同日の属する月（以下この号

において「特定月」という。）以後５年を

経過する月までの間にあるもの（当該世帯

に他の被保険者のいない場合に限る。）を

いう。以下同じ。）および特定継続世帯（特

定同一世帯所属者と同一の世帯に属する

被保険者が属する世帯であつて特定月以

後５年を経過する月の翌月から特定月以

後８年を経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がいない場合

に限る。）をいう。）以外の世帯 １世帯

について １７，９００円 

(2) 特定世帯 １世帯について ８，９５
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改正後 改正前 

０円 

(3) 特定継続世帯 １世帯について １

４，２５０円 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の所得割額） 

第５条の２ 第２条第３項の所得割額は、基礎

控除後の総所得金額等に１００分の２．７を

乗じて算出する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額） 

第５条の３ 第２条第３項の被保険者均等割

額は、被保険者１人について１１，２００円

とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の世帯別平等割額） 

第５条の４ ≪現行どおり≫ 

(1) 特定世帯および特定継続世帯以外の世

帯 １世帯について ７，３００円 

(2) 特定世帯 １世帯について ３，６５

０円 

(3) 特定継続世帯 １世帯について ５，

４７５円 

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第５条の５ 第２条第４項の所得割額は、介護

納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総

所得金額等に１００分の２．４を乗じて算定

する。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額） 

第５条の６ 第２条第４項の被保険者均等割

額は、介護納付金課税被保険者１人について

１１，５００円とする。 

（介護納付金課税被保険者に係る世帯別平

等割額） 

第５条の７ 第２条第４項の世帯別平等割額

は、１世帯について６，１００円とする。 

第６条～第１６条 ≪現行どおり≫ 

（国民健康保険税の減額） 

第１７条 ≪現行どおり≫ 

(1) ≪現行どおり≫ 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について ２０，３

００円 

イ ≪現行どおり≫ 

(ア) 特定世帯および特定継続世帯以

０円 

(3) 特定継続世帯 １世帯について １

３，４２５円 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の所得割額） 

第５条の２ 第２条第３項の所得割額は、基礎

控除後の総所得金額等に１００分の２．５を

乗じて算出する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額） 

第５条の３ 第２条第３項の被保険者均等割

額は、被保険者１人について９，３００円と

する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の世帯別平等割額） 

第５条の４ ≪省略≫ 

(1) 特定世帯および特定継続世帯以外の世

帯 １世帯について ７，０００円 

(2) 特定世帯 １世帯について ３，５０

０円 

(3) 特定継続世帯 １世帯について ５，

２５０円 

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第５条の５ 第２条第４項の所得割額は、介護

納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総

所得金額等に１００分の２．１を乗じて算定

する。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額） 

第５条の６ 第２条第４項の被保険者均等割

額は、介護納付金課税被保険者１人について

１０，７００円とする。 

（介護納付金課税被保険者に係る世帯別平

等割額） 

第５条の７ 第２条第４項の世帯別平等割額

は、１世帯について５，５００円とする。 

第６条～第１６条 ≪省略≫ 

（国民健康保険税の減額） 

第１７条 ≪省略≫ 

(1) ≪省略≫ 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について １７，５

７０円 

イ ≪省略≫ 

(ア) 特定世帯および特定継続世帯以
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改正後 改正前 

外の世帯 １世帯について １３，３

００円 

(イ) 特定世帯 １世帯について ６，

６５０円 

(ウ) 特定継続世帯 １世帯について 

９，９７５円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について ７，８４

０円 

エ ≪現行どおり≫ 

(ア) 特定世帯および特定継続世帯以

外の世帯 １世帯について ５，１１

０円 

(イ) 特定世帯 １世帯について ２，

５５５円 

(ウ) 特定継続世帯 １世帯について 

３，８３３円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額 

介護納付金課税被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。）１人につ

いて ８，０５０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額 

１世帯について ４，２７０円 

(2) ≪現行どおり≫ 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について １４，５

００円 

イ ≪現行どおり≫ 

(ア) 特定世帯および特定継続世帯以

外の世帯 １世帯について ９，５０

０円 

(イ) 特定世帯 １世帯について ４，

７５０円 

(ウ) 特定継続世帯 １世帯について 

７，１２５円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について ５，６０

外の世帯 １世帯について １２，５

３０円 

(イ) 特定世帯 １世帯について ６，

２６５円 

(ウ) 特定継続世帯 １世帯について 

９，３９８円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について ６，５１

０円 

エ ≪省略≫ 

(ア) 特定世帯および特定継続世帯以

外の世帯 １世帯について ４，９０

０円 

(イ) 特定世帯 １世帯について ２，

４５０円 

(ウ) 特定継続世帯 １世帯について 

３，６７５円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額 

介護納付金課税被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。）１人につ

いて ７，４９０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額 

１世帯について ３，８５０円 

(2) ≪省略≫ 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について １２，５

５０円 

イ ≪省略≫ 

(ア) 特定世帯および特定継続世帯以

外の世帯 １世帯について ８，９５

０円 

(イ) 特定世帯 １世帯について ４，

４７５円 

(ウ) 特定継続世帯 １世帯について 

６，７１３円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について ４，６５
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改正後 改正前 

０円 

エ ≪現行どおり≫ 

(ア) 特定世帯および特定継続世帯以

外の世帯 １世帯について ３，６５

０円 

(イ) 特定世帯 １世帯について １，

８２５円 

(ウ) 特定継続世帯 １世帯について 

２，７３８円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額 

介護納付金課税被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。）１人につ

いて ５，７５０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額 

１世帯について ３，０５０円 

(3) ≪現行どおり≫ 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について ５，８０

０円 

イ ≪現行どおり≫ 

(ア) 特定世帯および特定継続世帯以

外の世帯 １世帯について ３，８０

０円 

(イ) 特定世帯 １世帯について １，

９００円 

(ウ) 特定継続世帯 １世帯について 

２，８５０円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について ２，２４

０円 

エ ≪現行どおり≫ 

(ア) 特定世帯および特定継続世帯以

外の世帯 １世帯について １，４６

０円 

(イ) 特定世帯 １世帯について ７

３０円 

(ウ) 特定継続世帯 １世帯について 

１，０９５円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額 

０円 

エ ≪省略≫ 

(ア) 特定世帯および特定継続世帯以

外の世帯 １世帯について ３，５０

０円 

(イ) 特定世帯 １世帯について １，

７５０円 

(ウ) 特定継続世帯 １世帯について 

２，６２５円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額 

介護納付金課税被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。）１人につ

いて ５，３５０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額 

１世帯について ２，７５０円 

(3) ≪省略≫ 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について ５，０２

０円 

イ ≪省略≫ 

(ア) 特定世帯および特定継続世帯以

外の世帯 １世帯について ３，５８

０円 

(イ) 特定世帯 １世帯について １，

７９０円 

(ウ) 特定継続世帯 １世帯について 

２，６８５円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について １，８６

０円 

エ ≪省略≫ 

(ア) 特定世帯および特定継続世帯以

外の世帯 １世帯について １，４０

０円 

(イ) 特定世帯 １世帯について ７

００円 

(ウ) 特定継続世帯 １世帯について 

１，０５０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額 
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改正後 改正前 

介護納付金課税被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。）１人につ

いて ２，３００円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額 

１世帯について １，２２０円 

２ ≪現行どおり≫ 

(1) ≪現行どおり≫ 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額

した世帯 ４，３５０円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額

した世帯 ７，２５０円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額

した世帯 １１，６００円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世

帯 １４，５００円 

(2) ≪現行どおり≫ 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額

した世帯 １，６８０円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額

した世帯 ２，８００円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額

した世帯 ４，４８０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世

帯 ５，６００円 

３ ≪現行どおり≫ 

第１７条の２～第２２条 ≪現行どおり≫ 

介護納付金課税被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。）１人につ

いて ２，１４０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額 

１世帯について １，１００円 

２ ≪省略≫ 

(1) ≪省略≫ 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額

した世帯 ３，７６５円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額

した世帯 ６，２７５円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額

した世帯 １０，０４０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世

帯 １２，５５０円 

(2) ≪省略≫ 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額

した世帯 １，３９５円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額

した世帯 ２，３２５円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額

した世帯 ３，７２０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世

帯 ４，６５０円 

３ ≪省略≫ 

第１７条の２～第２２条 ≪省略≫ 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の草津市国民健康保険税条例の規定は、令和７年度以後の年度分の国民健康保険税に

ついて適用し、令和６年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 
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議第２０号 

 

 

   草津市手数料条例の一部を改正する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和７年２月２７日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市手数料条例の一部を改正する条例 

 草津市手数料条例（昭和５３年草津市条例第４号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条～第１０条 ≪現行どおり≫ 

別表（第２条関係） 

１～１３ ≪現行どおり≫ 

１４ ≪現行どおり≫ 

(1) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１

号。以下この項において「法」という。)

第６条第１項（法第８７条第１項において

準用する場合を含む。）の規定に基づく建

築物の確認の申請または法第１８条第２

項（法第８７条第１項において準用する場

合を含む。）の規定に基づく建築物の計画

の通知に対する審査 

建築物に関する確認申請手数料で次に

掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額 

ア イに掲げる場合以外の場合 

床面積の合計 １件についての手数

料の額 

３０平方メートル以内の

もの 

１８，０００円（構

造計算書の添付を要

しないものは、１７，

０００円） 

３０平方メートルを超

え、１００平方メートル

以内のもの 

２７，０００円（構

造計算書の添付を要

しないものは、２６，

０００円） 

１００平方メートルを超

え、２００平方メートル

以内のもの 

４１，０００円（構

造計算書の添付を要

しないものは、３７，

０００円） 

２００平方メートルを超

え、３００平方メートル

以内のもの 

４６，０００円（構

造計算書の添付を要

しないものは、４０，

０００円） 

３００平方メートルを超

え、５００平方メートル

以内のもの 

５５，０００円 

５００平方メートルを超

え、１，０００平方メー

トル以内のもの 

９６，０００円 

１，０００平方メートル

を超え、２，０００平方 

１５０，０００円 

  

第１条～第１０条 ≪省略≫ 

別表（第２条関係） 

１～１３ ≪省略≫ 

１４ ≪省略≫ 

(1) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１

号。以下この項において「法」という。)

第６条第１項（法第８７条第１項において

準用する場合を含む。）の規定に基づく建

築物の確認の申請または法第１８条第２

項（法第８７条第１項において準用する場

合を含む。）の規定に基づく建築物の計画

の通知に対する審査 

建築物に関する確認申請手数料 

 

 

床面積の合計 １件についての手数

料の額 

３０平方メートル以内の

もの 

１７，０００円（構

造計算書の添付を要

しないものは、１２，

０００円） 

３０平方メートルを超

え、１００平方メートル

以内のもの 

２６，０００円（構

造計算書の添付を要

しないものは、１８，

０００円） 

１００平方メートルを超

え、２００平方メートル

以内のもの 

４０，０００円（構

造計算書の添付を要

しないものは、２７，

０００円） 

２００平方メートルを超

え、５００平方メートル

以内のもの 

５３，０００円（構

造計算書の添付を要

しないものは、３５，

０００円） 

≪改正後に新設≫ 

 

 

≪改正後に新設≫ 

５００平方メートルを超

え、１，０００平方メー

トル以内のもの 

９３，０００円 

１，０００平方メートル

を超え、２，０００平方 

１４０，０００円 
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改正後 改正前 
 

メートル以内のもの  

≪現行どおり≫ ≪現行どおり≫ 

５，０００平方メートル

を超え、１０，０００平

方メートル以内のもの 

３００，０００円 

≪現行どおり≫ ≪現行どおり≫ 

５０，０００平方メート

ルを超えるもの 

７９０，０００円 

備考 ≪現行どおり≫ 

１～４ ≪現行どおり≫ 

イ 当該申請または通知（建築物のエネル

ギー消費性能の向上等に関する法律（平

成２７年法律第５３号。以下この項にお

いて「建築物省エネ法」という。）第１

１条第６項に規定する適合性判定通知

書またはその写しの提出がないものに

限る。）に係る建築物が、建築物省エネ

法第１１条第１項ただし書の国土交通

省令で定める特定建築行為（建築物のエ

ネルギー消費性能の向上等に関する法

律施行規則（平成２８年国土交通省令第

５号。以下この項において「建築物省エ

ネ法施行規則」という。）第２条第１項

第１号に掲げる特定建築行為に限る。）

または建築物省エネ法第１２条第２項

ただし書の国土交通省令で定める特定

建築行為（建築物省エネ法施行規則第２

条第１項第１号に掲げる特定建築行為

に限る。）である場合 

アに掲げる床面積の合計の区分に応じ

て定める金額に、次の(ア)または(イ)

に掲げる当該申請または通知に係る建

築物の床面積の合計の区分に応じ、それ

ぞれ当該(ア)または(イ)に定める金額

を加算した金額 

(ア) 一戸建て住宅 

床面積の合計 １件についての手数

料の額 

２００平方メートル未満

のもの 

１６，０００円

２００平方メートル以上

のもの 

１７，０００円

(イ) 共同住宅または長屋住宅 

床面積の合計 １件についての手数

料の額 

３００平方メートル未満 ２７，０００円
  

 

メートル以内のもの  

≪省略≫ ≪省略≫ 

５，０００平方メートル

を超え、１０，０００平

方メートル以内のもの 

２９０，０００円 

≪省略≫ ≪省略≫ 

５０，０００平方メート

ルを超えるもの 

７８０，０００円 

備考 ≪省略≫ 

１～４ ≪省略≫ 

≪改正後に新設≫ 
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改正後 改正前 
  

のもの 

３００平方メートル以

上、２，０００平方メー

トル未満のもの 

４０，０００円

２，０００平方メートル

以上、５，０００平方メ

ートル未満のもの 

６２，０００円

５，０００平方メートル

以上、１０，０００平方

メートル未満のもの 

７９，０００円

１０，０００平方メート

ル以上、２５，０００平

方メートル未満のもの 

１６１，０００円

２５，０００平方メート

ル以上、５０，０００平

方メートル未満のもの 

２９３，０００円

５０，０００平方メート

ル以上のもの 

５５８，０００円

備考 床面積の合計は、次に掲げる場合の区

分に応じ、当該区分に定める面積について

算定する。 

１ 建築物を建築する場合（次号に掲げる

場合および移転する場合を除く。） 当

該建築に係る部分の床面積 

２ 確認を受け、または適合すると認めら

れた建築物の計画の変更をして建築物

を建築する場合（移転する場合を除く。） 

計画の変更に係る部分の床面積の２分

の１（床面積の増加する部分にあつて

は、当該増加する部分の床面積） 

３ 建築物を移転し、その大規模の修繕も

しくは大規模の模様替をし、またはその

用途を変更する場合（この表の備考４に

掲げる場合を除く。） 当該移転、修繕、

模様替または用途の変更に係る部分の

床面積の２分の１ 

４ 計画の変更をして建築物を移転し、そ

の大規模の修繕もしくは大規模の模様

替をし、またはその用途を変更する場合 

当該計画の変更に係る部分の床面積の

２分の１ 

５ 建築物省エネ法第１１条第１項に規

定する建築物エネルギー消費性能適合

性判定が必要な建築物が２以上ある場

合は、建築物ごとの床面積で算定した額

を加えた額とする。 
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改正後 改正前 

(2) ≪現行どおり≫ 

ア 建築設備を設置する場合（イに掲げる

場合を除く。） １の建築設備につき２

７，０００円（小荷物専用昇降機につい

ては、１２，０００円） 

イ 確認を受け、または適合すると認めら

れた建築設備の計画の変更をして建築

設備を設置する場合 １の建築設備に

つき１７，０００円（小荷物専用昇降機

については、６，９００円） 

(3) 法第８８条第１項もしくは第２項にお

いて準用する法第６条第１項の規定に基

づく工作物の確認の申請または法第８８

条第１項もしくは第２項において準用す

る法第１８条第２項の規定に基づく工作

物の計画の通知に対する審査 

工作物に関する確認申請または法第８８

条第１項もしくは第２項において準用す

る法第１８条第２項の規定に基づく工作

物の計画の通知手数料 

ア 工作物を築造する場合（イに掲げる場

合を除く。） １の工作物につき２５，

０００円 

イ 確認を受け、または適合すると認めら

れた工作物の計画の変更をして工作物

を築造する場合 １の工作物につき１

６，０００円 

(4) 法第７条の３第１項の特定工程に係る

建築物以外の建築物に関する法第７条第

１項の規定に基づく建築物の完了検査の

申請または法第１８条第２０項の規定に

基づく完了の通知に対する審査 

ア 建築物省エネ法第１１条第１項に規

定する要確認特定建築行為または同法

第１２条第２項に規定する要通知特定

建築行為に係る建築物である場合以外

の建築物に関する完了検査申請または

法第１８条第２０項の規定に基づく完

了の通知手数料 

 

床面積の合計 １件についての手数

料の額 

３０平方メートル以内の

もの 

１９，０００円 

３０平方メートルを超 ２９，０００円 

  

(2) ≪省略≫ 

ア 建築設備を設置する場合（イに掲げる

場合を除く。） １の建築設備につき２

６，０００円（小荷物専用昇降機につい

ては、１１，０００円） 

イ 確認を受け、または適合すると認めら

れた建築設備の計画の変更をして建築

設備を設置する場合 １の建築設備に

つき１４，０００円（小荷物専用昇降機

については、６，０００円） 

(3) 法第８８条第１項において準用する法

第６条第１項の規定に基づく工作物の確

認の申請または法第８８条第１項におい

て準用する法第１８条第２項の規定に基

づく工作物の計画の通知に対する審査 

工作物に関する確認申請または法第８８

条第１項において準用する法第１８条第

２項の規定に基づく工作物の計画の通知

手数料 

 

ア 工作物を築造する場合（イに掲げる場

合を除く。） １の工作物につき２４，

０００円 

イ 確認を受け、または適合すると認めら

れた工作物の計画の変更をして工作物

を築造する場合 １の工作物につき１

３，０００円 

(4) 法第７条第１項の規定に基づく建築物

の完了検査の申請または法第１８条第２

０項の規定に基づく完了の通知に対する

審査 

 

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律（平成２７年法律第５

３号。以下この項において「建築物省

エネ法」という。）第１１条第１項の

規定が適用される場合以外の建築物に

関する完了検査申請または法第１８条

第２０項の規定に基づく完了の通知手

数料 

床面積の合計 １件についての手数

料の額 

３０平方メートル以内の

もの 

１８，０００円 

３０平方メートルを超 ２７，０００円 
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改正後 改正前 

え、１００平方メートル

以内のもの 

 

１００平方メートルを超

え、２００平方メートル

以内のもの 

３６，０００円 

２００平方メートルを超

え、３００平方メートル

以内のもの 

３９，０００円 

３００平方メートルを超

え、５００平方メートル

以内のもの 

４７，０００円 

５００平方メートルを超

え、１，０００平方メー

トル以内のもの 

６６，０００円 

１，０００平方メートル

を超え、２，０００平方

メートル以内のもの 

８５，０００円 

≪現行どおり≫ ≪現行どおり≫ 

１０，０００平方メート

ルを超え、５０，０００

平方メートル以内のもの 

２９０，０００円 

５０，０００平方メート

ルを超えるもの 

５６０，０００円 

備考 ≪現行どおり≫ 

イ 建築物省エネ法第１１条第１項に規

定する要確認特定建築行為または同法

第１２条第２項に規定する要通知特定

建築行為に係る建築物である場合は、ア

に掲げる床面積の合計の区分に応じて

定める額に、次の(ア)から(ウ)までに掲

げる当該申請または通知に係る建築物

の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ

当該(ア)から(ウ)までに定める額を加

えた額 

建築物省エネ法第１１条第１項の規

定が適用される場合の手数料 

(ア) 当該申請または通知に係る建築

物の全部が住宅の用途以外の用途に

供するものである場合 

床面積の合計 １件についての手数

料の額 

３００平方メートル未満

のもの 

９，４００円 

≪現行どおり≫ ≪現行どおり≫ 
  

え、１００平方メートル

以内のもの 

 

１００平方メートルを超

え、２００平方メートル

以内のもの 

３４，０００円 

２００平方メートルを超

え、５００平方メートル

以内のもの 

４６，０００円 

≪改正後に新設≫ 

 

≪改正後に新設≫ 

 

 

５００平方メートルを超

え、１，０００平方メー

トル以内のもの 

６７，０００円 

１，０００平方メートル

を超え、２，０００平方

メートル以内のもの 

８６，０００円 

≪省略≫ ≪省略≫ 

１０，０００平方メート

ルを超え、５０，０００

平方メートル以内のもの 

３００，０００円 

５０，０００平方メート

ルを超えるもの 

５７０，０００円 

備考 ≪省略≫ 

イ 建築物省エネ法第１１条第１項の規

定が適用される場合は、アに掲げる床面

積の合計の区分に応じて定める額に当

該申請または通知に係る建築物に関す

る建築物エネルギー消費性能適合性判

定部分について次の表により算定した

額を加えた額 

建築物省エネ法第１１条第１項の規

定が適用される場合の手数料 

 

 

 

 

 

 

床面積の合計 １件についての手数

料の額 

３００平方メートル未満

のもの 

９，０００円 

≪省略≫ ≪省略≫ 
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改正後 改正前 
  

１，０００平方メートル

以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

２７，０００円 

２，０００平方メートル

以上５，０００平方メー

トル未満のもの 

８１，０００円 

５，０００平方メートル

以上１０，０００平方メ

ートル未満のもの 

１２７，０００円 

１０，０００平方メート

ル以上２５，０００平方

メートル未満のもの 

１６１，０００円 

２５，０００平方メート

ル以上５０，０００平方

メートル未満のもの 

２０１，０００円 

５０，０００平方メート

ル以上のもの 

２８２，０００円 

備考 床面積の合計は、次に掲げる場合の区

分に応じ、当該区分に定める面積について

算定する。 

 

 

 

 

 

１ 建築物を建築した場合（移転した場合

を除く。）にあつては当該建築に係る部

分の床面積について算定し、建築物を移

転し、またはその大規模の修繕もしくは

大規模の模様替をした場合にあつては

当該移転、修繕または模様替に係る部分

の床面積の２分の１について算定する。 

２ 建築物省エネ法第１１条第１項に規

定する建築物エネルギー消費性能適合

性判定が必要な建築物が２以上ある場

合は、建築物ごとの床面積で算定した額

を加えた額とする。 

３ 床面積の合計は、建築物の増築または

改築をする場合は、当該増築または改築

をする部分の床面積について算定する。 

(イ) 当該申請または通知に係る建築

物の全部が住宅の用途に供するもの

である場合 

a 一戸建て住宅 １件につき４，

７００円 

  

１，０００平方メートル

以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

２６，０００円 

２，０００平方メートル

以上５，０００平方メー

トル未満のもの 

７７，０００円 

５，０００平方メートル

以上１０，０００平方メ

ートル未満のもの 

１２３，０００円 

１０，０００平方メート

ル以上２５，０００平方

メートル未満のもの 

１５５，０００円 

２５，０００平方メート

ル以上５０，０００平方

メートル未満のもの 

１９４，０００円 

５０，０００平方メート

ル以上のもの 

２７１，０００円 

備考 床面積の合計は、建築物省エネ法第１

１条第１項の規定が適用される建築物エ

ネルギー消費性能適合性判定が必要な部

分の建築物の床面積について算定し、申請

中に建築物エネルギー消費性能適合性判

定が必要な建築物が２以上ある場合は、建

築物ごとの床面積で算定した額を加えた

額とする。 

≪改正後に新設≫ 

 

 

 

 

 

 

≪改正後に新設≫ 

 

 

 

 

≪改正後に新設≫ 

 

 

≪改正後に新設≫ 
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改正後 改正前 

b 共同住宅または長屋住宅 

床面積の合計 １件についての手数

料の額 

３００平方メートル未満

のもの 

９，４００円

３００平方メートル以

上、２，０００平方メー

トル未満のもの 

２０，０００円

２，０００平方メートル

以上、５，０００平方メ

ートル未満のもの 

４５，０００円

５，０００平方メートル

以上、１０，０００平方

メートル未満のもの 

８１，０００円

１０，０００平方メート

ル以上、２５，０００平

方メートル未満のもの 

１２９，０００円

２５，０００平方メート

ル以上、５０，０００平

方メートル未満のもの 

１９６，０００円

５０，０００平方メート

ル以上のもの 

２９７，０００円

備考 床面積の合計は、次に掲げる場合の区

分に応じ、当該区分に定める面積について

算定する。 

１ 建築物を建築した場合（移転した場合

を除く。）にあつては当該建築に係る部

分の床面積について算定し、建築物を移

転し、またはその大規模の修繕もしくは

大規模の模様替をした場合にあつては

当該移転、修繕または模様替に係る部分

の床面積の２分の１について算定する。 

２ 建築物省エネ法第１１条第１項に規

定する建築物エネルギー消費性能適合

性判定が必要な建築物が２以上ある場

合は、建築物ごとの床面積で算定した額

を加えた額とする。 

３ 床面積の合計は、建築物の増築または

改築をする場合は、当該増築または改築

をする部分の床面積について算定する。 

(ウ) 当該申請または通知に係る建築

物の一部が住宅の用途に供するもの

である場合 

住宅の用途以外の用途に供する部

分について(ア)に掲げる床面積の合

計の区分に応じて定める金額に、住宅

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
≪改正後に新設≫ 
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改正後 改正前 

の用途に供する部分について(イ)に

掲げる建築物の区分に応じて定める

金額を加算した金額 

(5) 法第８７条の４において準用する法第

７条第１項の規定に基づく建築設備の完

了検査の申請または法第８７条の４にお

いて準用する法第１８条第２０項の規定

に基づく完了の通知に対する審査 

建築設備に関する完了検査申請または法

第８７条の４において準用する法第１８条

第２０項の規定に基づく完了の通知手数料 

１の建築設備につき３２，０００円（小荷

物専用昇降機については、１８，０００円）

(6) 法第８８条第１項もしくは第２項にお

いて準用する法第７条第１項の規定に基

づく工作物の完了検査の申請または法第

８８条第１項もしくは第２項において準

用する法第１８条第２０項の規定に基づ

く完了の通知に対する審査 

工作物に関する完了検査申請または法

第８８条第１項もしくは第２項において

準用する法第１８条第２０項の規定に基

づく完了の通知手数料 １の工作物につ

き２７，０００円 

(7) ≪現行どおり≫ 

ア 建築物省エネ法第１１条第１項に規

定する要確認特定建築行為または同法

第１２条第２項に規定する要通知特定

建築行為に係る建築物である場合以外

の特定工程に係る建築物に関する完了

検査申請または法第１８条第２０項の

規定に基づく完了の通知手数料 

床面積の合計 １件についての手数

料の額 

３０平方メートル以内の

もの 

１６，０００円 

≪現行どおり≫ ≪現行どおり≫ 

１００平方メートルを超

え、２００平方メートル

以内のもの 

３０，０００円 

２００平方メートルを超

え、３００平方メートル

以内のもの 

３５，０００円 

３００平方メートルを超 ４３，０００円 
  

  

 

 

 

(5) 法第８７条の４において準用する法第

７条第１項の規定に基づく建築設備の完

了検査の申請または法第８７条の４にお

いて準用する法第１８条第２０項の規定

に基づく完了の通知に対する審査 

建築設備に関する完了検査申請または法

第８７条の４において準用する法第１８条

第２０項の規定に基づく完了の通知手数料

１の建築設備につき３４，０００円（小荷

物専用昇降機については、１９，０００円）

(6) 法第８８条第１項において準用する法

第７条第１項の規定に基づく工作物の完

了検査の申請または法第８８条第１項に

おいて準用する法第１８条第２０項の規

定に基づく完了の通知に対する審査 

工作物に関する完了検査申請または法

第８８条第１項において準用する法第１

８条第２０項の規定に基づく完了の通知

手数料 １の工作物につき２７，０００円 

 

 

(7) ≪省略≫ 

ア 建築物省エネ法第１１条第１項の規

定が適用される場合以外の特定工程に

係る建築物に関する完了検査申請また

は法第１８条第２０項の規定に基づく

完了の通知手数料 

 

 

床面積の合計 １件についての手数

料の額 

３０平方メートル以内の

もの 

１７，０００円 

≪省略≫ ≪省略≫ 

１００平方メートルを超

え、２００平方メートル

以内のもの 

３１，０００円 

２００平方メートルを超

え、５００平方メートル

以内のもの 

４３，０００円 

≪改正後に新設≫ ≪改正後に新設≫ 
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改正後 改正前 

え、５００平方メートル

以内のもの 

 

５００平方メートルを超

え、１，０００平方メー

トル以内のもの 

６２，０００円 

１，０００平方メートル

を超え、２，０００平方

メートル以内のもの 

７９，０００円 

≪現行どおり≫ ≪現行どおり≫ 

１０，０００平方メート

ルを超え、５０，０００

平方メートル以内のもの 

２８０，０００円 

５０，０００平方メート

ルを超えるもの 

５５０，０００円 

備考 ≪現行どおり≫ 

イ 建築物省エネ法第１１条第１項に規

定する要確認特定建築行為または同法

第１２条第２項に規定する要通知特定

建築行為に係る建築物である場合は、ア

に掲げる床面積の合計の区分に応じて

定める額に当該申請または通知に係る

建築物の床面積の合計の区分に応じ第

４号イの表により算定した額を加えた

額 

(8) 法第８７条の４において準用する法第

７条の３第１項の特定工程に係る建築設

備に関する法第８７条の４において準用

する法第７条第１項の規定に基づく完了

検査の申請または法第８７条の４におい

て準用する法第１８条第２０項の規定に

基づく完了の通知に対する審査 

特定工程に係る建築設備に関する完了

検査申請または法第８７条の４において

準用する法第１８条第２０項の規定に基

づく完了の通知手数料 １の建築設備に

つき３０，０００円（小荷物専用昇降機に

ついては、１８，０００円） 

(9) 法第７条の３第１項の規定に基づく建

築物に関する中間検査の申請または法第

１８条第２８項の規定に基づく通知に対

する審査 

建築物に関する中間検査申請または法

第１８条第２８項の規定に基づく通知手

数料 

中間検査を行う部分の床 １件についての手数 
  

  

 

 

 

５００平方メートルを超

え、１，０００平方メー

トル以内のもの 

６４，０００円 

１，０００平方メートル

を超え、２，０００平方

メートル以内のもの 

８２，０００円 

≪省略≫ ≪省略≫ 

１０，０００平方メート

ルを超え、５０，０００

平方メートル以内のもの 

２９０，０００円 

５０，０００平方メート

ルを超えるもの 

５６０，０００円 

備考 ≪省略≫ 

イ 建築物省エネ法第１１条第１項の規

定が適用される場合は、アに掲げる床面

積の合計の区分に応じて定める額に当

該申請または通知に係る建築物に関す

る建築物エネルギー消費性能適合性判

定部分について第４号イの表により算

定した額を加えた額 

 

 

(8) 法第８７条の４において準用する法第

７条の３第１項の特定工程に係る建築設

備に関する法第８７条の４において準用

する法第７条第１項の規定に基づく完了

検査の申請または法第８７条の４におい

て準用する法第１８条第２０項の規定に

基づく完了の通知に対する審査 

特定工程に係る建築設備に関する完了

検査申請または法第８７条の４において

準用する法第１８条第２０項の規定に基

づく完了の通知手数料 １の建築設備に

つき３２，０００円（小荷物専用昇降機に

ついては、１９，０００円） 

(9) 法第７条の３第１項の規定に基づく建

築物に関する中間検査の申請または法第

１８条第２８項の規定に基づく通知に対

する審査 

建築物に関する中間検査申請または法

第１８条第２８項の規定に基づく通知手

数料 

中間検査を行う部分の床 １件についての手数 
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改正後 改正前 

面積の合計 料の額 

３０平方メートル以内の

もの 

１６，０００円

≪現行どおり≫ ≪現行どおり≫ 

２００平方メートルを超

え、３００平方メートル

以内のもの 

３５，０００円

３００平方メートルを超

え、５００平方メートル

以内のもの 

４１，０００円

５００平方メートルを超

え、１，０００平方メー

トル以内のもの 

６０，０００円

１，０００平方メートル

を超え、２，０００平方

メートル以内のもの 

７７，０００円

≪現行どおり≫ ≪現行どおり≫ 

１０，０００平方メート

ルを超え、５０，０００

平方メートル以内のもの 

２７０，０００円

５０，０００平方メート

ルを超えるもの 

４９０，０００円

(10) 法第８７条の４において準用する法

第７条の３第１項の規定に基づく建築設

備の中間検査の申請または法第８７条の

４において準用する法第１８条第２８項

の規定に基づく通知に対する審査 

建築設備に関する中間検査申請または

法第８７条の４において準用する法第１

８条第２８項の規定に基づく通知手数料 

１の建築設備につき２８，０００円（小荷

物専用昇降機については、１７，０００円） 

(11) 法第８８条第１項において準用する

法第７条の３第１項の規定に基づく工作

物の中間検査の申請または法第８８条第

１項において準用する法第１８条第２８

項の規定に基づく通知に対する審査 

工作物に関する中間検査申請または法

第８８条第１項において準用する法第１

８条第２８項の規定に基づく通知手数料 

１の工作物につき２０，０００円 

(12) 法第７条の６第１項第１号もしくは

第２号または法第１８条第３８項第１号

もしくは第２号（これらの規定を法第８７

条の４または第８８条第１項もしくは第

２項において準用する場合を含む。）の規

面積の合計 料の額 

３０平方メートル以内の

もの 

１７，０００円

≪省略≫ ≪省略≫ 

２００平方メートルを超

え、５００平方メートル

以内のもの 

４２，０００円

≪改正後に新設≫ 

 

 

≪改正後に新設≫ 

５００平方メートルを超

え、１，０００平方メー

トル以内のもの 

６３，０００円

１，０００平方メートル

を超え、２，０００平方

メートル以内のもの 

８０，０００円

≪省略≫ ≪省略≫ 

１０，０００平方メート

ルを超え、５０，０００

平方メートル以内のもの 

２８０，０００円

５０，０００平方メート

ルを超えるもの 

５１０，０００円

(10) 法第８７条の４において準用する法

第７条の３第１項の規定に基づく建築設

備の中間検査の申請または法第８７条の

４において準用する法第１８条第２８項

の規定に基づく通知に対する審査 

建築設備に関する中間検査申請または

法第８７条の４において準用する法第１

８条第２８項の規定に基づく通知手数料 

１の建築設備につき２５，０００円（小荷

物専用昇降機については、１５，０００円） 

(11) 法第８８条第１項において準用する

法第７条の３第１項の規定に基づく工作

物の中間検査の申請または法第８８条第

１項において準用する法第１８条第２８

項の規定に基づく通知に対する審査 

工作物に関する中間検査申請または法

第８８条第１項において準用する法第１

８条第２８項の規定に基づく通知手数料 

１の工作物につき１７，０００円 

(12) 法第７条の６第１項第１号もしくは

第２号または法第１８条第３８項第１号

もしくは第２号（これらの規定を法第８７

条の４または第８８条第１項もしくは第

２項において準用する場合を含む。）の規
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改正後 改正前 

定に基づく仮使用の認定の申請に対する

審査 

検査済証の交付を受ける前における建

築物等の仮使用承認申請手数料 １件に

つき１３０，０００円 

(13) 法第４３条第２項第１号の規定に基

づく建築の認定の申請に対する審査 

建築物の敷地と道路との関係の建築認

定申請手数料 １件につき３２，０００円 

(13)の２ 法第４３条第２項第２号の規定

に基づく建築の許可の申請に対する審査 

建築物の敷地と道路との関係の建築許

可申請手数料 １件につき３７，０００円 

(14) 法第４４条第１項第２号の規定に基

づく建築の許可の申請に対する審査 

公衆便所等の道路内における建築許可

申請手数料 １件につき３７，０００円 

(15) 法第４４条第１項第３号の規定に基

づく建築の認定の申請に対する審査 

道路内における建築認定申請手数料 

１件につき３２，０００円 

(16)～(17) ≪現行どおり≫ 

(18) ≪現行どおり≫ 

ア イまたはウに掲げる場合以外の場合 

１件につき１７０，０００円 

イ 法第４８条第１６項第１号に掲げる

許可をする場合 １件につき１００，０

００円 

ウ 法第４８条第１６項第２号に掲げる

許可をする場合 １件につき１４０，０

００円 

(19) ≪現行どおり≫ 

(19)の２ 法第５２条第６項第３号の規定

に基づく建築物の容積率に関する特例の

認定の申請に対する審査 

建築物の容積率の特例認定申請手数料 

１件につき３２，０００円 

(20) ≪現行どおり≫ 

(20)の２ 法第５３条第５項第４号の規定

に基づく建築物の建蔽率に関する特例の

許可の申請に対する審査 

建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 

１件につき３７，０００円 

(21) 法第５３条第６項第３号の規定に基

づく建築物の建蔽率に関する制限の適用

除外に係る許可の申請に対する審査 

建築物の建蔽率に関する制限の適用除

定に基づく仮使用の認定の申請に対する

審査 

検査済証の交付を受ける前における建

築物等の仮使用承認申請手数料 １件に

つき１２０，０００円 

(13) 法第４３条第２項第１号の規定に基

づく建築の認定の申請に対する審査 

建築物の敷地と道路との関係の建築認

定申請手数料 １件につき２７，０００円 

(13)の２ 法第４３条第２項第２号の規定

に基づく建築の許可の申請に対する審査 

建築物の敷地と道路との関係の建築許

可申請手数料 １件につき３３，０００円 

(14) 法第４４条第１項第２号の規定に基

づく建築の許可の申請に対する審査 

公衆便所等の道路内における建築許可

申請手数料 １件につき３３，０００円 

(15) 法第４４条第１項第３号の規定に基

づく建築の認定の申請に対する審査 

道路内における建築認定申請手数料 

１件につき２７，０００円 

(16)～(17) ≪省略≫ 

(18) ≪省略≫ 

ア イまたはウに掲げる場合以外の場合 

１件につき１８０，０００円 

イ 法第４８条第１６項第１号に掲げる

許可をする場合 １件につき１１０，０

００円 

ウ 法第４８条第１６項第２号に掲げる

許可をする場合 １件につき１３０，０

００円 

(19) ≪省略≫ 

(19)の２ 法第５２条第６項第３号の規定

に基づく建築物の容積率に関する特例の

認定の申請に対する審査 

建築物の容積率の特例認定申請手数料 

１件につき２７，０００円 

(20) ≪省略≫ 

(20)の２ 法第５３条第５項第４号の規定

に基づく建築物の建蔽率に関する特例の

許可の申請に対する審査 

建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 

１件につき３３，０００円 

(21) 法第５３条第６項第３号の規定に基

づく建築物の建蔽率に関する制限の適用

除外に係る許可の申請に対する審査 

建築物の建蔽率に関する制限の適用除
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改正後 改正前 

外に係る許可申請手数料 １件につき３

７，０００円 

(22) ≪現行どおり≫ 

(23) 法第５５条第２項の規定に基づく建

築物の高さに関する特例の認定の申請に

対する審査 

建築物の高さの特例認定申請手数料 

１件につき３２，０００円 

(23)の２～(25) ≪現行どおり≫ 

(26) 法第５７条第１項の規定に基づく建

築物の高さに関する制限の適用除外に係

る認定の申請に対する審査 

高架の工作物内に設ける建築物の高さ

に関する制限の適用除外に係る認定申請

手数料 １件につき３２，０００円 

(27)～(29) ≪現行どおり≫ 

(30) 法第６８条の３第１項の規定に基づ

く建築物の容積率、同条第２項の規定に基

づく建築物の建蔽率または同条第３項の

規定に基づく建築物の高さに関する制限

の適用除外に係る認定の申請に対する審

査 

地区計画または沿道地区計画の区域の

うち再開発等促進区または沿道再開発等

促進区内における建築物の容積率、建築物

の建蔽率または建築物の高さに関する制

限の適用除外に係る認定申請手数料 １

件につき３２，０００円 

(31) ≪現行どおり≫ 

(32) 法第６８条の３第７項の規定に基づ

く建築物の用途に関する制限の適用除外

に係る認定の申請に対する審査 

地区計画の区域のうち開発整備促進区

で地区整備計画が定められているものの

区域内における建築物の用途に関する制

限の適用除外に係る認定申請手数料 １

件につき３２，０００円 

(33) 法第６８条の４の規定に基づく建築

物の容積率に関する制限の適用除外に係

る認定の申請に対する審査 

地区計画、沿道地区計画または防災街区

整備地区計画の区域のうち誘導容積型の

区域内における公共施設の整備の状況に

応じた建築物の容積率に関する制限の適

用除外に係る認定申請手数料 １件につ

き３２，０００円 

(34) 法第６８条の５の２の規定に基づく

外に係る許可申請手数料 １件につき３

３，０００円 

(22) ≪省略≫ 

(23) 法第５５条第２項の規定に基づく建

築物の高さに関する特例の認定の申請に

対する審査 

建築物の高さの特例認定申請手数料 

１件につき２７，０００円 

(23)の２～(25) ≪省略≫ 

(26) 法第５７条第１項の規定に基づく建

築物の高さに関する制限の適用除外に係

る認定の申請に対する審査 

高架の工作物内に設ける建築物の高さ

に関する制限の適用除外に係る認定申請

手数料 １件につき２７，０００円 

(27)～(29) ≪省略≫ 

(30) 法第６８条の３第１項の規定に基づ

く建築物の容積率、同条第２項の規定に基

づく建築物の建蔽率または同条第３項の

規定に基づく建築物の高さに関する制限

の適用除外に係る認定の申請に対する審

査 

地区計画または沿道地区計画の区域の

うち再開発等促進区または沿道再開発等

促進区内における建築物の容積率、建築物

の建蔽率または建築物の高さに関する制

限の適用除外に係る認定申請手数料 １

件につき２７，０００円 

(31) ≪省略≫ 

(32) 法第６８条の３第７項の規定に基づ

く建築物の用途に関する制限の適用除外

に係る認定の申請に対する審査 

地区計画の区域のうち開発整備促進区

で地区整備計画が定められているものの

区域内における建築物の用途に関する制

限の適用除外に係る認定申請手数料 １

件につき２７，０００円 

(33) 法第６８条の４の規定に基づく建築

物の容積率に関する制限の適用除外に係

る認定の申請に対する審査 

地区計画、沿道地区計画または防災街区

整備地区計画の区域のうち誘導容積型の

区域内における公共施設の整備の状況に

応じた建築物の容積率に関する制限の適

用除外に係る認定申請手数料 １件につ

き２７，０００円 

(34) 法第６８条の５の２の規定に基づく
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改正後 改正前 

建築物の容積率に関する制限の適用除外

に係る認定の申請に対する審査 

区域を区分して建築物の容積を適正に

配分する特定建築物地区整備計画等の区

域内における建築物の容積率に関する制

限の適用除外に係る認定申請手数料 １

件につき３２，０００円 

(35) ≪現行どおり≫ 

(36) 法第６８条の５の５第１項の規定に

基づく建築物の容積率に関する制限の適

用除外に係る認定の申請に対する審査 

地区計画、沿道地区計画または防災街区

整備地区計画の区域のうち街並み誘導型

の区域内における前面道路の幅員に応じ

た建築物の容積率に関する制限の適用除

外に係る認定申請手数料 １件につき３

２，０００円 

(37) 法第６８条の５の５第２項の規定に

基づく建築物の各部分の高さの認定の申

請に対する審査 

地区計画、沿道地区計画または防災街区

整備地区計画の区域のうち街並み誘導型

の区域内における建築物の各部分の高さ

に関する制限の適用除外に係る認定申請

手数料１件につき３２，０００円 

(38) 法第６８条の５の６の規定に基づく

建築物の建蔽率に関する認定に対する審

査 

地区計画区域内における建築物の建築

面積の適用除外に係る認定申請手数料 

１件につき３２，０００円 

(39) ≪現行どおり≫ 

(40) 法第８５条第６項の規定に基づく仮

設建築物の建築の許可の申請に対する審

査 

仮設建築物建築許可申請手数料 １件

につき１４０，０００円 

(40)の２ ≪現行どおり≫ 

(41) 法第８６条第１項の規定に基づく１

または２以上の建築物に関する特例の認

定の申請に対する審査 

一団地の特例認定申請手数料 建築物

の数が１または２である場合にあつては

８５，０００円、建築物の数が３以上であ

る場合にあつては８５，０００円に２を超

える建築物の数に２６，０００円を乗じて

得た額を加算した額 

建築物の容積率に関する制限の適用除外

に係る認定の申請に対する審査 

区域を区分して建築物の容積を適正に

配分する特定建築物地区整備計画等の区

域内における建築物の容積率に関する制

限の適用除外に係る認定申請手数料 １

件につき２７，０００円 

(35) ≪省略≫ 

(36) 法第６８条の５の５第１項の規定に

基づく建築物の容積率に関する制限の適

用除外に係る認定の申請に対する審査 

地区計画、沿道地区計画または防災街区

整備地区計画の区域のうち街並み誘導型

の区域内における前面道路の幅員に応じ

た建築物の容積率に関する制限の適用除

外に係る認定申請手数料 １件につき２

７，０００円 

(37) 法第６８条の５の５第２項の規定に

基づく建築物の各部分の高さの認定の申

請に対する審査 

地区計画、沿道地区計画または防災街区

整備地区計画の区域のうち街並み誘導型

の区域内における建築物の各部分の高さ

に関する制限の適用除外に係る認定申請

手数料１件につき２７，０００円 

(38) 法第６８条の５の６の規定に基づく

建築物の建蔽率に関する認定に対する審

査 

地区計画区域内における建築物の建築

面積の適用除外に係る認定申請手数料 

１件につき２７，０００円 

(39) ≪省略≫ 

(40) 法第８５条第６項の規定に基づく仮

設建築物の建築の許可の申請に対する審

査 

仮設建築物建築許可申請手数料 １件

につき１２０，０００円 

(40)の２ ≪省略≫ 

(41) 法第８６条第１項の規定に基づく１

または２以上の建築物に関する特例の認

定の申請に対する審査 

一団地の特例認定申請手数料 建築物

の数が１または２である場合にあつては

７８，０００円、建築物の数が３以上であ

る場合にあつては７８，０００円に２を超

える建築物の数に２８，０００円を乗じて

得た額を加算した額 
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(42) 法第８６条第２項の規定に基づく２

以上の建築物に関する特例の認定の申請

に対する審査 

既存建築物を含めた一団地の特例認定

申請手数料 建築物（建築等をするものに

限る。以下この号において同じ。）の数が

１である場合にあつては８５，０００円、

建築物の数が２以上である場合にあつて

は８５，０００円に１を超える建築物の数

に２６，０００円を乗じて得た額を加算し

た額 

(43) 法第８６条第３項の規定に基づく１

または２以上の建築物に関する特例の許

可の申請に対する審査 

一団地の特例ならびに建築物の容積率

または各部分の高さの特例許可申請手数

料 建築物の数が１または２である場合

にあつては２２０，０００円、建築物の数

が３以上である場合にあつては２２０，０

００円に２を超える建築物の数に２６，０

００円を乗じて得た額を加算した額 

(44) 法第８６条第４項の規定に基づく２

以上の建築物に関する特例の許可の申請

に対する審査 

既存建築物を含めた一団地の特例なら

びに建築物の容積率または各部分の高さ

の特例許可申請手数料 建築物（建築等を

するものに限る。以下この号において同

じ。）の数が１である場合にあつては２２

０，０００円、建築物の数が２以上である

場合にあつては２２０，０００円に１を超

える建築物の数に２６，０００円を乗じて

得た額を加算した額 

(45) 法第８６条の２第１項の規定に基づ

く一敷地内認定建築物以外の建築物の新

築または一敷地内認定建築物の増築等の

認定の申請に対する審査 

一敷地内認定建築物以外の建築物の新

築または一敷地内認定建築物の増築等の

認定申請手数料 建築物（一敷地内認定建

築物以外の建築物の新築または一敷地内

認定建築物の増築等に係る建築物に限る。

以下この号において同じ。）の数が１であ

る場合にあつては８５，０００円、建築物

の数が２以上である場合にあつては８５，

０００円に１を超える建築物の数に２６，

０００円を乗じて得た額を加算した額 

(42) 法第８６条第２項の規定に基づく２

以上の建築物に関する特例の認定の申請

に対する審査 

既存建築物を含めた一団地の特例認定

申請手数料 建築物（建築等をするものに

限る。以下この号において同じ。）の数が

１である場合にあつては７８，０００円、

建築物の数が２以上である場合にあつて

は７８，０００円に１を超える建築物の数

に２８，０００円を乗じて得た額を加算し

た額 

(43) 法第８６条第３項の規定に基づく１

または２以上の建築物に関する特例の許

可の申請に対する審査 

一団地の特例ならびに建築物の容積率

または各部分の高さの特例許可申請手数

料 建築物の数が１または２である場合

にあつては２２０，０００円、建築物の数

が３以上である場合にあつては２２０，０

００円に２を超える建築物の数に２８，０

００円を乗じて得た額を加算した額 

(44) 法第８６条第４項の規定に基づく２

以上の建築物に関する特例の許可の申請

に対する審査 

既存建築物を含めた一団地の特例なら

びに建築物の容積率または各部分の高さ

の特例許可申請手数料 建築物（建築等を

するものに限る。以下この号において同

じ。）の数が１である場合にあつては２２

０，０００円、建築物の数が２以上である

場合にあつては２２０，０００円に１を超

える建築物の数に２８，０００円を乗じて

得た額を加算した額 

(45) 法第８６条の２第１項の規定に基づ

く一敷地内認定建築物以外の建築物の新

築または一敷地内認定建築物の増築等の

認定の申請に対する審査 

一敷地内認定建築物以外の建築物の新

築または一敷地内認定建築物の増築等の

認定申請手数料 建築物（一敷地内認定建

築物以外の建築物の新築または一敷地内

認定建築物の増築等に係る建築物に限る。

以下この号において同じ。）の数が１であ

る場合にあつては７８，０００円、建築物

の数が２以上である場合にあつては７８，

０００円に１を超える建築物の数に２８，

０００円を乗じて得た額を加算した額 
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(46) 法第８６条の２第２項の規定に基づ

く一敷地内認定建築物以外の建築物の新

築または一敷地内認定建築物の増築等の

許可の申請に対する審査 

一敷地内認定建築物以外の建築物の容

積率または各部分の高さの特例許可申請

手数料 建築物（一敷地内認定建築物以外

の建築物の新築または一敷地内認定建築

物の増築等に係る建築物に限る。以下この

号において同じ。）の数が１である場合に

あつては２２０，０００円、建築物の数が

２以上である場合にあつては２２０，００

０円に１を超える建築物の数に２６，００

０円を乗じて得た額を加算した額 

(47) 法第８６条の２第３項の規定に基づ

く一敷地内許可建築物以外の建築物の新

築または一敷地内認定建築物の増築等の

許可の申請に対する審査 

一敷地内許可建築物以外の建築物の容

積率または各部分の高さの特例許可申請

手数料 建築物（一敷地内許可建築物以外

の建築物の新築または一敷地内認定建築

物の増築等に係る建築物に限る。以下この

号において同じ。）の数が１である場合に

あつては２２０，０００円、建築物の数が

２以上である場合にあつては２２０，００

０円に１を超える建築物の数に２６，００

０円を乗じて得た額を加算した額 

(48) 法第８６条の５第１項の規定に基づ

く１または２以上の建築物の認定または

許可の取消しの申請に対する審査 

１または２以上の建築物の認定または

許可の取消し申請手数料 ７，０００円に

現に存する建築物の数に１２，０００円を

乗じて得た額を加算した額 

(49) 法第８６条の６第２項の規定に基づ

く建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距

離または高さに関する制限の適用除外に

係る認定の申請に対する審査 

一団地の住宅施設に関する都市計画に

基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後

退距離または高さに関する制限の適用除

外に係る認定申請手数料 １件につき３

２，０００円 

(50) 法第８６条の８第１項の規定に基づ

く法第３条第２項に該当する建築物で２

以上の工事に分けて増築等を行う場合の

(46) 法第８６条の２第２項の規定に基づ

く一敷地内認定建築物以外の建築物の新

築または一敷地内認定建築物の増築等の

許可の申請に対する審査 

一敷地内認定建築物以外の建築物の容

積率または各部分の高さの特例許可申請

手数料 建築物（一敷地内認定建築物以外

の建築物の新築または一敷地内認定建築

物の増築等に係る建築物に限る。以下この

号において同じ。）の数が１である場合に

あつては２２０，０００円、建築物の数が

２以上である場合にあつては２２０，００

０円に１を超える建築物の数に２８，００

０円を乗じて得た額を加算した額 

(47) 法第８６条の２第３項の規定に基づ

く一敷地内許可建築物以外の建築物の新

築または一敷地内認定建築物の増築等の

許可の申請に対する審査 

一敷地内許可建築物以外の建築物の容

積率または各部分の高さの特例許可申請

手数料 建築物（一敷地内許可建築物以外

の建築物の新築または一敷地内認定建築

物の増築等に係る建築物に限る。以下この

号において同じ。）の数が１である場合に

あつては２２０，０００円、建築物の数が

２以上である場合にあつては２２０，００

０円に１を超える建築物の数に２８，００

０円を乗じて得た額を加算した額 

(48) 法第８６条の５第１項の規定に基づ

く１または２以上の建築物の認定または

許可の取消しの申請に対する審査 

１または２以上の建築物の認定または

許可の取消し申請手数料 ６，４００円に

現に存する建築物の数に１２，０００円を

乗じて得た額を加算した額 

(49) 法第８６条の６第２項の規定に基づ

く建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距

離または高さに関する制限の適用除外に

係る認定の申請に対する審査 

一団地の住宅施設に関する都市計画に

基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後

退距離または高さに関する制限の適用除

外に係る認定申請手数料 １件につき２

７，０００円 

(50) 法第８６条の８第１項の規定に基づ

く法第３条第２項に該当する建築物で２

以上の工事に分けて増築等を行う場合の
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全体計画に係る認定の申請に対する審査 

法第３条第２項に該当する建築物で２

以上の工事に分けて増築等を行う場合の

全体計画に係る認定申請手数料 １件に

つき３２，０００円 

(51) 法第８６条の８第３項（法第８７条の

２第２項において準用する場合を含む。以

下この号において同じ。）の規定に基づく

同条第１項の全体計画の変更認定申請に

対する審査 

法第８６条の８第３項の規定に基づく

同条第１項の全体計画の変更認定申請手

数料 

 １件につき３２，０００円 

(51)の２ 法第８７条の２第１項の規定に

基づく法第３条第２項に該当する建築物

で２以上の工事に分けて用途の変更を行

う場合の全体計画に係る認定の申請に対

する審査 

法第３条第２項に該当する建築物で２

以上の工事に分けて用途の変更を行う場

合の全体計画に係る認定申請手数料 １

件につき３２，０００円 

(51)の３ 法第８７条の３第６項の規定に

基づく興行場等の使用の許可の申請に対

する審査 

興行場等使用許可申請手数料 １件に

つき１４０，０００円 

(51)の４ ≪現行どおり≫ 

(52) 建築基準法施行令（昭和２５年政令第

３３８号。以下この項において「政令」と

いう。）第１３７条の１２第６項または第

７項の規定に基づく建築物の大規模の修

繕または大規模の模様替の認定の申請に

対する審査 

建築物の大規模の修繕または大規模の

模様替の認定申請手数料 １件につき３

２，０００円 

(52)の２ 政令第１３７条の１６第２号の

規定に基づく建築物の移転の認定の申請

に対する審査 

建築物の移転の認定申請手数料 １件

につき３２，０００円 

(53)～(58) ≪現行どおり≫ 

１５～２９ ≪現行どおり≫ 

３０ 家族等から十分な支援を受けられない

場合において、出産日（流産または死産の日

全体計画に係る認定の申請に対する審査 

法第３条第２項に該当する建築物で２

以上の工事に分けて増築等を行う場合の

全体計画に係る認定申請手数料 １件に

つき２７，０００円 

(51) 法第８６条の８第３項（法第８７条の

２第２項において準用する場合を含む。以

下この号において同じ。）の規定に基づく

同条第１項の全体計画の変更認定申請に

対する審査 

法第８６条の８第３項の規定に基づく

同条第１項の全体計画の変更認定申請手

数料 

１件につき２７，０００円 

(51)の２ 法第８７条の２第１項の規定に

基づく法第３条第２項に該当する建築物

で２以上の工事に分けて用途の変更を行

う場合の全体計画に係る認定の申請に対

する審査 

法第３条第２項に該当する建築物で２

以上の工事に分けて用途の変更を行う場

合の全体計画に係る認定申請手数料 １

件につき２７，０００円 

(51)の３ 法第８７条の３第６項の規定に

基づく興行場等の使用の許可の申請に対

する審査 

興行場等使用許可申請手数料 １件に

つき１２０，０００円 

(51)の４ ≪省略≫ 

(52) 建築基準法施行令（昭和２５年政令第

３３８号。以下この項において「政令」と

いう。）第１３７条の１２第６項または第

７項の規定に基づく建築物の大規模の修

繕または大規模の模様替の認定の申請に

対する審査 

建築物の大規模の修繕または大規模の

模様替の認定申請手数料 １件につき２

７，０００円 

(52)の２ 政令第１３７条の１６第２号の

規定に基づく建築物の移転の認定の申請

に対する審査 

建築物の移転の認定申請手数料 １件

につき２７，０００円 

(53)～(58) ≪省略≫ 

１５～２９ ≪省略≫ 

３０ 家族等から十分な支援を受けられない

場合において、出産日（流産または死産の日
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改正後 改正前 

を含む。）から１年以内（早産児および出産

予定日より早く生まれた低出生体重児にあ

つては、出産日から出産予定日の前日までお

よび当該予定日から１年以内）の女子および

乳児を対象に産後ケア事業として実施する

サービスの利用手数料は、次のとおりとす

る。 

 

(1) 母子を医療機関等に宿泊させて行うサ

ービス １日（１泊）につき６，６００円 

(2) 母子を医療機関等に通所させて行うサ

ービス １日につき３，４００円 

(3) 助産師が母子の家庭を訪問して行うサ

ービス １回につき１，６００円 

３１～３６ ≪現行どおり≫ 

３７ １歳未満のこどもを養育する家庭を対

象に、家事や育児を支援するためのホームヘ

ルパーを派遣する草津っ子サポート事業の

利用手数料は、１時間当たり５００円とす

る。 

３８～４１ ≪現行どおり≫ 

４２ 低炭素建築物新築等計画の認定の審査

に係る手数料は、次の各号の区分に応じ当該

各号に定める額とする。なお、この項におい

て「誘導性能基準」とは、建築物エネルギー

消費性能基準等を定める省令（平成２８年経

済産業省・国土交通省令第１号。以下「基準

省令」という。）第１０条第２号イ（1）お

よびロ（1）に掲げる基準を、「誘導仕様基

準」とは、基準省令第１０条第２号イ（2）

およびロ（2）に掲げる基準を、「誘導併用

基準」とは、基準省令第１０条第２号イ（1）

およびロ（2）に掲げる基準または同号イ（2）

およびロ（1）に掲げる基準をいう。 

(1) ≪現行どおり≫ 

ア ≪現行どおり≫ 

(ア) 誘導性能基準に適合するものと

して認定を受けようとするとき 

区分 １件についての手数料の額 

床面積の合計

が２００平方

メートル未満

のもの 

４７，０００円（評価書面（住

宅の品質確保の促進等に関す

る法律第５条第１項に規定す

る登録住宅性能評価機関（住宅

の用途に供する部分に限る。）、

建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第１４

を含む。）から起算して１年を経過する日の

前日まで（早産児および出産予定日より早く

生まれた低出生体重児にあつては、出産日か

ら起算して出産予定日の前日までおよび当

該予定日から起算して１年を経過する日の

前日まで）の女子および乳児を対象に産後ケ

ア事業として実施するサービスの利用手数

料は、次のとおりとする。 

(1) 母子を医療機関に宿泊させて行うサー

ビス １日（１泊）につき９，６００円 

≪改正後に新設≫ 

 

(2) 助産師が母子の家庭を訪問して行うサ

ービス １回につき２，１００円 

３１～３６ ≪省略≫ 

３７ １歳未満の子どもを養育する家庭を対

象に、家事や育児を支援するためのホームヘ

ルパーを派遣する草津っ子サポート事業の

利用手数料は、１時間当たり５００円とす

る。 

３８～４１ ≪省略≫ 

４２ 低炭素建築物新築等計画の認定の審査

に係る手数料は、次の各号の区分に応じ当該

各号に定める額とする。なお、この項におい

て「性能基準」および「仕様基準」とは、そ

れぞれ建築物エネルギー消費性能基準等を

定める省令（平成２８年経済産業省・国土交

通省令第１号）の規定に基づき定められた基

準をいう。 

 

 

 

 

 

(1) ≪省略≫ 

ア ≪省略≫ 

(ア) 性能基準に適合するものとして

認定を受けようとするとき 

区分 １件についての手数料の額 

床面積の合計

が２００平方

メートル未満

のもの 

４５，０００円（評価書面（住

宅の品質確保の促進等に関す

る法律第５条第１項に規定す

る登録住宅性能評価機関（住宅

の認定に限る。）、建築基準法

第７７条の２１第１項に規定

する指定確認検査機関その他
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条第１項に規定する登録建築

物エネルギー消費性能判定機

関、建築基準法第７７条の２１

第１項に規定する指定確認検

査機関その他市長が認める機

関が認定の申請の区分に応じ

て認定の申請に係る建築物の

性能を適正と評価した書面を

いう。以下この項において同

じ。）の添付がなされたものに

あつては、８，７００円） 

床面積の合計

が２００平方

メートル以上

のもの 

５０，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、

８，７００円） 

(イ) 誘導仕様基準に適合するものと

して認定を受けようとするとき 

区分 １件についての手数料の額 

床面積の合計

が２００平方

メートル未満

のもの 

２５，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、

８，７００円） 

床面積の合計

が２００平方

メートル以上

のもの 

２６，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、

８，７００円） 

(ウ) 誘導併用基準に適合するものと

して認定を受けようとするとき 

区分 １件についての手数料の額 

床面積の合計

が２００平方

メートル未満

のもの 

３６，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、

８，７００円） 

床面積の合計

が２００平方

メートル以上

のもの 

３８，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、

８，７００円） 

イ ≪現行どおり≫ 

(ア) 誘導性能基準に適合するものと

して認定を受けようとするとき 

区分 １件についての手数料の額 

床面積の合計

が３００平方

メートル未満

のもの 

８２，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、

１４，０００円） 

  

  

市長が認める機関が認定の申

請の区分に応じて認定の申請

に係る建築物の性能を適正と

評価した書面をいう。以下この

項において同じ。）の添付がな

されたものにあつては、８，０

００円） 

 

 

 

 

床面積の合計

が２００平方

メートル以上

のもの 

４８，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、

８，０００円） 

(イ) 仕様基準に適合するものとして

認定を受けようとするとき 

区分 １件についての手数料の額 

床面積の合計

が２００平方

メートル未満

のもの 

２４，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、

８，０００円） 

床面積の合計

が２００平方

メートル以上

のもの 

２５，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、

８，０００円） 

≪改正後に新設≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
イ ≪省略≫ 

(ア) 性能基準に適合するものとして

認定を受けようとするとき 

区分 １件についての手数料の額 

床面積の合計

が３００平方

メートル未満

のもの 

７７，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、

１３，０００円） 
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床面積の合計

が３００平方

メートル以上

２，０００平方

メートル未満

のもの 

１２８，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、２４，０００円） 

床面積の合計 

が２，０００平

方メートル以

上５，０００平

方メートル未

満のもの 

２０９，０００円（評価書面の 

添付がなされたものにあつては 

は、４９，０００円） 

床面積の合計

が５，０００平

方メートル以

上１０，０００

平方メートル

未満のもの 

２９５，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、８５，０００円） 

床面積の合計

が１０，０００

平方メートル

以上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

５６８，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、１３４，０００円） 

床面積の合計

が２５，０００

平方メートル

以上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

９９４，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、２００，０００円） 

床面積の合計

が５０，０００

平方メートル

以上のもの 
 

１，８１７，０００円（評価書

面の添付がなされたものにあつ

ては、３０１，０００円） 

(イ) 誘導仕様基準に適合するものと

して認定を受けようとするとき 

区分 １件についての手数料の額 

床面積の合計

が３００平方

メートル未満

のもの 

４０，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、

１４，０００円） 

床面積の合計

が３００平方

メートル以上

２，０００平方

６４，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、

２４，０００円） 

  

  

  

床面積の合計

が３００平方

メートル以上

２，０００平方

メートル未満

のもの 

１２１，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、２３，０００円） 

床面積の合計 

が２，０００平

方メートル以

上５，０００平

方メートル未

満のもの 

１９７，０００円（評価書面の 

添付がなされたものにあつては 

は、４６，０００円） 

床面積の合計

が５，０００平

方メートル以

上１０，０００

平方メートル

未満のもの 

２７８，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、８０，０００円） 

床面積の合計

が１０，０００

平方メートル

以上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

５３４，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、１２６，０００円） 

床面積の合計

が２５，０００

平方メートル

以上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

９３６，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、１８８，０００円） 

床面積の合計

が５０，０００

平方メートル

以上のもの 
 

１，７０９，０００円（評価書

面の添付がなされたものにあつ

ては、２８３，０００円） 

(イ) 仕様基準に適合するものとして

認定を受けようとするとき 

区分 １件についての手数料の額 

床面積の合計

が３００平方

メートル未満

のもの 

３８，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、

１３，０００円） 

床面積の合計

が３００平方

メートル以上

２，０００平方

６１，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、

２３，０００円） 

  

  

114



 

 

改正後 改正前 

メートル未満

のもの 

 

床面積の合計

が２，０００平

方メートル以

上５，０００平

方メートル未

満のもの 

１１１，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、４９，０００円） 

床面積の合計

が５，０００平

方メートル以

上１０，０００

平方メートル

未満のもの 

１６４，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、８５，０００円） 

床面積の合計

が１０，０００

平方メートル

以上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

２９４，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、１３４，０００円） 

床面積の合計

が２５，０００

平方メートル

以上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

４９３，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、２００，０００円） 

床面積の合計

が５０，０００

平方メートル

以上のもの 

８５９，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、３０１，０００円） 

(ウ) 誘導性能基準と誘導仕様基準の

併用の基準に適合するものとして認

定を受けようとするとき 

区分 １件についての手数料の額 

床面積の合計

が３００平方

メートル未満

のもの 

６１，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、

１４，０００円） 

床面積の合計

が３００平方

メートル以上

２，０００平

方メートル未

満のもの 

９６，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、

２４，０００円） 

床面積の合計 １６０，０００円（評価書面の 
  

  

メートル未満

のもの 

 

床面積の合計

が２，０００平

方メートル以

上５，０００平

方メートル未

満のもの 

１０４，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、４６，０００円） 

床面積の合計

が５，０００平

方メートル以

上１０，０００

平方メートル

未満のもの 

１５４，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、８０，０００円） 

床面積の合計

が１０，０００

平方メートル

以上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

２７７，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、１２６，０００円） 

床面積の合計

が２５，０００

平方メートル

以上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

４６４，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、１８８，０００円） 

床面積の合計

が５０，０００

平方メートル

以上のもの 

８０８，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、２８３，０００円） 

≪改正後に新設≫ 
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が２，０００

平方メートル

以上５，００

０平方メート

ル未満のもの 

添付がなされたものにあつて

は、４９，０００円） 

床面積の合計

が５，０００

平方メートル

以上１０，０

００平方メー

トル未満のも

の 

２２９，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、８５，０００円） 

床面積の合計

が１０，００

０平方メート

ル以上２５，

０００平方メ

ートル未満の

もの 

４３２，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、１３４，０００円） 

床面積の合計

が２５，００

０平方メート

ル以上５０，

０００平方メ

ートル未満の

もの 

７４５，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、２００，０００円） 

床面積の合計

が５０，００

０平方メート

ル以上のもの 

１，３３８，０００円（評価書

面の添付がなされたものにあ

つては、３０１，０００円） 

ウ ≪現行どおり≫ 

(ア) (イ)に掲げるもの以外のもの 

区分 １件についての手数料の額 

床面積の合計

が３００平方

メートル未満

のもの 

２４４，０００円（評価書面の 

添付がなされたものにあつて

は、１４，０００円） 

床面積の合計

が３００平方

メートル以上

１，０００平方

メートル未満

のもの 

３０２，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、２１，０００円） 

床面積の合計

が１，０００平

３８５，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ウ ≪省略≫ 

(ア) (イ)に掲げるもの以外のもの 

区分 １件についての手数料の額 

床面積の合計

が３００平方

メートル未満

のもの 

２３１，０００円（評価書面の 

添付がなされたものにあつて

は、１４，０００円） 

床面積の合計

が３００平方

メートル以上

１，０００平方

メートル未満

のもの 

２９２，０００円（評価書面の 

添付がなされたものにあつて

は、２０，０００円） 

床面積の合計

が１，０００平

３６４，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて 
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改正後 改正前 

方メートル以

上２，０００平

方メートル未

満のもの 

は、３２，０００円） 

床面積の合計

が２，０００平

方メートル以

上５，０００平

方メートル未

満のもの 

５４３，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、８５，０００円） 

床面積の合計

が５，０００平

方メートル以

上１０，０００

平方メートル

未満のもの 

６６５，０００円（評価書面の 

添付がなされたものにあつて

は、１３２，０００円） 

床面積の合計

が１０，０００

平方メートル

以上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

７８３，０００円（評価書面の 

添付がなされたものにあつて

は、１６６，０００円） 

床面積の合計

が２５，０００

平方メートル

以上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

８９１，０００円（評価書面の 

添付がなされたものにあつて

は、２０６，０００円） 

床面積の合計

が５０，０００

平方メートル

以上のもの 

１，１０７，０００円（評価書 

面の添付がなされたものにあつ

ては、２８６，０００円） 

(イ) モデル建物法（基準省令第１条第

１項第１号ロならびに第１０条第１

号イ（2）およびロ（2）の規定による

評価する方法をいう。以下同じ。）の

評価によるもの 

 

区分 １件についての手数料の額 

床面積の合計

が３００平方

メートル未満

のもの 

９６，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、

１４，０００円） 

床面積の合計

が３００平方

メートル以上 

１２０，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつては

は、２１，０００円） 
  

  

方メートル以

上２，０００平

方メートル未

満のもの 

は、３０，０００円） 

床面積の合計

が２，０００平

方メートル以

上５，０００平

方メートル未

満のもの 

５１２，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、８１，０００円） 

床面積の合計

が５，０００平

方メートル以

上１０，０００

平方メートル

未満のもの 

６２７，０００円（評価書面の 

添付がなされたものにあつて

は、１２５，０００円） 

床面積の合計

が１０，０００

平方メートル

以上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

７３８，０００円（評価書面の 

添付がなされたものにあつて

は、１５６，０００円） 

床面積の合計

が２５，０００

平方メートル

以上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

８４０，０００円（評価書面の 

添付がなされたものにあつて

は、１９４，０００円） 

床面積の合計

が５０，０００

平方メートル

以上のもの 

１，０４３，０００円（評価書 

面の添付がなされたものにあつ

ては、２７０，０００円） 

(イ) モデル建物法（建築物のエネルギ

ー消費性能基準等を定める省令第１

条第１項第１号ロならびに第１０条

第１号イ（2）およびロ（2）の規定に

よる評価する方法をいう。以下同じ。）

の評価によるもの 

区分 １件についての手数料の額 

床面積の合計

が３００平方

メートル未満

のもの 

９１，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、

１４，０００円） 

床面積の合計

が３００平方

メートル以上 

１１６，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつては

は、２０，０００円） 
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改正後 改正前 

１，０００平方

メートル未満

のもの 

 

床面積の合計

が１，０００平

方メートル以

上２，０００平

方メートル未

満のもの 

１５５，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて 

は、３２，０００円） 

床面積の合計

が２，０００平

方メートル以

上５，０００平

方メートル未

満のもの 

２４６，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、８５，０００円） 

床面積の合計

が５，０００平

方メートル以

上１０，０００

平方メートル

未満のもの 

３１８，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、１３２，０００円） 

床面積の合計

が１０，０００

平方メートル

以上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

３８０，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、１６６，０００円） 

床面積の合計

が２５，０００

平方メートル

以上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

４４５，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、２０６，０００円） 

床面積の合計

が５０，０００

平方メートル

以上のもの 

５７４，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、２８６，０００円） 

エ ≪現行どおり≫ 

(2) ≪現行どおり≫ 

(3) 法第５５条第１項の規定に基づく低炭

素建築物新築等計画の変更の認定の申請

（法第５５条第２項において準用する法

第５４条第２項の規定による申出がない

場合に限る。）に対する審査 認定を受け

た低炭素建築物新築等計画の変更に係る

部分の床面積の合計の２分の１の面積を

１，０００平方

メートル未満

のもの 

 

床面積の合計

が１，０００平

方メートル以

上２，０００平

方メートル未

満のもの 

１４７，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて 

は、３０，０００円） 

床面積の合計

が２，０００平

方メートル以

上５，０００平

方メートル未

満のもの 

２３２，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、８１，０００円） 

床面積の合計

が５，０００平

方メートル以

上１０，０００

平方メートル

未満のもの 

３００，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、１２５，０００円） 

床面積の合計

が１０，０００

平方メートル

以上２５，００

０平方メート

ル未満のもの 

３５９，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、１５６，０００円） 

床面積の合計

が２５，０００

平方メートル

以上５０，００

０平方メート

ル未満のもの 

４１９，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、１９４，０００円） 

床面積の合計

が５０，０００

平方メートル

以上のもの 

５４０，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、２７０，０００円） 

エ ≪省略≫ 

(2) ≪省略≫ 

(3) 法第５５条第１項の規定に基づく低炭

素建築物新築等計画の変更の認定の申請

（法第５５条第２項において準用する法

第５４条第２項の規定による申出がない

場合に限る。）に対する審査 認定を受け

た低炭素建築物新築等計画の変更に係る

部分の床面積の合計の２分の１の面積を
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改正後 改正前 

第１号に定める建築物の種類に応じて規

定されている床面積の合計として同号の

規定により算定した額（法第５３条第２項

第３号に掲げる事項のみを変更する場合

にあつては、４，８００円） 

(4)～(5) ≪現行どおり≫ 

４３～４６ ≪現行どおり≫ 

４７ 建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律（以下この項において「法」と

いう。）の認定の審査および適合性判定に係

る手数料は、次の各号の区分に応じ当該各号

に定める額とする。なお、この項において「仕

様基準」とは、基準省令第１条第１項第２号

イ（2）およびロ（2）に掲げる基準（同号イ

ただし書の国土交通大臣が定める基準に適

合する住宅にあつては、同号ロ（2）に掲げ

る基準）を、「併用基準」とは、基準省令第

１条第１項第２号イ（1）およびロ（2）に掲

げる基準または同号イ（2）およびロ（1）に

掲げる基準を、「誘導性能基準」とは、基準

省令第１０条第２号イ（1）およびロ（1）に

掲げる基準を、「誘導仕様基準」とは、基準

省令第１０条第２号イ（2）およびロ（2）に

掲げる基準を、「誘導併用基準」とは、基準

省令第１０条第２号イ（1）およびロ（2）に

掲げる基準または同号イ（2）およびロ（1）

に掲げる基準をいう。 

(1) 法第１１条第１項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能確保計画の判定ま

たは法第１２条第２項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能確保計画の通知

の判定に対する審査 次に掲げる場合に

応じ、それぞれ次に定める額 

ア イからエまでに掲げる場合以外の場

合 

 

 

 

(ア) (イ)に掲げるもの以外のもの 

区分 １件についての手数

料の額 

床面積の合計が３００

平方メートル未満のも

の 

２４２，０００円 

床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０ 

３００，０００円 

第１号に定める建築物の種類に応じて規

定されている床面積の合計として同号の

規定により算定した額（法第５３条第２項

第３号に掲げる事項のみを変更する場合

にあつては、５，０００円） 

(4)～(5) ≪省略≫ 

４３～４６ ≪省略≫ 

４７ 建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律（以下この項において「法」と

いう。）の認定の審査および適合性判定に係

る手数料は、次の各号の区分に応じ当該各号

に定める額とする。なお、この項において「性

能基準」および「仕様基準」とは、それぞれ

建築物エネルギー消費性能基準等を定める

省令の規定に基づき定められた基準をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 法第１２条第１項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能確保計画の判定ま

たは法第１３条第２項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能確保計画の通知

の判定に対する審査 次に掲げる場合に

応じ、それぞれ次に定める額 

ア 判定を受けようとする建築物の全部

が工場等（工場、倉庫、卸売市場、火葬

場その他エネルギーの使用の状況に関

してこれらに類する建築物。以下同じ。）

の用途以外の場合 

(ア) (イ)に掲げるもの以外のもの 

区分 １件についての手数

料の額 

床面積の合計が３００

平方メートル未満のも

の 

２３０，０００円 

床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０ 

２９０，０００円 
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改正後 改正前 

００平方メートル未満

のもの 

 

床面積の合計が１，００

０平方メートル以上２，

０００平方メートル未

満のもの 

３８３，０００円 

床面積の合計が２，００

０平方メートル以上５，

０００平方メートル未

満のもの 

５４１，０００円 

床面積の合計が５，００

０平方メートル以上１

０，０００平方メートル

未満のもの 

６６３，０００円 

床面積の合計が１０，０

００平方メートル以上

２５，０００平方メート

ル未満のもの 

７８１，０００円 

床面積の合計が２５，０

００平方メートル以上

５０，０００平方メート

ル未満のもの 

８８９，０００円 

床面積の合計が５０，０

００平方メートル以上

のもの 

１，１０５，０００円 

備考 建築物を新築し、増築し、または改築

しようとする場合の床面積の合計 当該

建築物の床面積（建築物の増築または改築

をする場合は、当該増築または改築をする

部分の床面積） 

 

 

(イ) モデル建物法の評価によるもの 

区分 １件についての手数

料の額 

床面積の合計が３００

平方メートル未満のも

の 

９４，０００円 

床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満

のもの 

１１８，０００円 

床面積の合計が１，００

０平方メートル以上２，

０００平方メートル未 

１５３，０００円 

００平方メートル未満

のもの 

 

床面積の合計が１，００

０平方メートル以上２，

０００平方メートル未

満のもの 

３６２，０００円 

床面積の合計が２，００

０平方メートル以上５，

０００平方メートル未

満のもの 

５１０，０００円 

床面積の合計が５，００

０平方メートル以上１

０，０００平方メートル

未満のもの 

６２５，０００円 

床面積の合計が１０，０

００平方メートル以上

２５，０００平方メート

ル未満のもの 

７３６，０００円 

床面積の合計が２５，０

００平方メートル以上

５０，０００平方メート

ル未満のもの 

８３８，０００円 

床面積の合計が５０，０

００平方メートル以上

のもの 

１，０４１，０００円 

備考 建築物を新築し、増築し、または改築

しようとする場合の床面積の合計 当該

建築物の非住宅部分の床面積（増築し、ま

たは改築しようとする場合で、既存部分の

建築物エネルギー消費性能に係る計算そ

の他の計算を要しない場合の既存部分の

床面積は除く。） 

(イ) モデル建物法の評価によるもの 

区分 １件についての手数

料の額 

床面積の合計が３００

平方メートル未満のも

の 

８９，０００円

床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満

のもの 

１１４，０００円

床面積の合計が１，００

０平方メートル以上２，

０００平方メートル未 

１４５，０００円
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改正後 改正前 

満のもの  

床面積の合計が２，００

０平方メートル以上５，

０００平方メートル未

満のもの 

２４４，０００円 

床面積の合計が５，００

０平方メートル以上１

０，０００平方メートル

未満のもの 

３１６，０００円 

床面積の合計が１０，０

００平方メートル以上

２５，０００平方メート

ル未満のもの 

３７８，０００円 

床面積の合計が２５，０

００平方メートル以上

５０，０００平方メート

ル未満のもの 

４４３，０００円 

床面積の合計が５０，０

００平方メートル以上

のもの 

５７２，０００円 

備考 建築物を新築し、増築し、または改築

しようとする場合の床面積の合計 当該

建築物の床面積（建築物の増築または改築

をする場合は、当該増築または改築をする

部分の床面積） 

 

 

イ 判定を受けようとする建築物の全部

が工場等（工場、倉庫、卸売市場、火葬

場その他エネルギーの使用の状況に関

してこれらに類する建築物。以下同じ。）

の用途の場合 

(ア) (イ)に掲げるもの以外のもの 

区分 １件についての手数

料の額 

≪現行どおり≫ ≪現行どおり≫ 

床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満

のもの 

３４，０００円 

床面積の合計が１，００

０平方メートル以上２，

０００平方メートル未

満のもの 

４６，０００円 

床面積の合計が２，００

０平方メートル以上５，

１０５，０００円 

満のもの 

床面積の合計が２，００

０平方メートル以上５，

０００平方メートル未

満のもの 

２３０，０００円

床面積の合計が５，００

０平方メートル以上１

０，０００平方メートル

未満のもの 

２９８，０００円

床面積の合計が１０，０

００平方メートル以上

２５，０００平方メート

ル未満のもの 

３５７，０００円

床面積の合計が２５，０

００平方メートル以上

５０，０００平方メート

ル未満のもの 

４１７，０００円

床面積の合計が５０，０

００平方メートル以上

のもの 

５３８，０００円

備考 建築物を新築し、増築し、または改築

しようとする場合の床面積の合計 当該

建築物の非住宅部分の床面積（増築し、ま

たは改築しようとする場合で、既存部分の

建築物エネルギー消費性能に係る計算そ

の他の計算を要しない場合の既存部分の

床面積は除く。） 

イ 判定を受けようとする建築物の全部

が工場等の用途の場合 

 

 

 

(ア) (イ)に掲げるもの以外のもの 

区分 １件についての手数

料の額 

≪省略≫ ≪省略≫ 

床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満

のもの 

３３，０００円 

床面積の合計が１，００

０平方メートル以上２，

０００平方メートル未

満のもの 

４５，０００円 

床面積の合計が２，００

０平方メートル以上５，

１０２，０００円 
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改正後 改正前 

０００平方メートル未

満のもの 

 

床面積の合計が５，００

０平方メートル以上１

０，０００平方メートル

未満のもの 

１５４，０００円 

床面積の合計が１０，０

００平方メートル以上

２５，０００平方メート

ル未満のもの 

１９０，０００円 

床面積の合計が２５，０

００平方メートル以上

５０，０００平方メート

ル未満のもの 

２３４，０００円 

床面積の合計が５０，０

００平方メートル以上

のもの 

３２３，０００円 

備考 建築物を新築し、増築し、または改築

しようとする場合の床面積の合計 当該

建築物の床面積（建築物の増築または改築

をする場合は、当該増築または改築をする

部分の床面積） 

 

 

(イ) モデル建物法の評価によるもの 

区分 １件についての手数

料の額 

床面積の合計が３００

平方メートル未満のも

の 

２２，０００円 

床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満

のもの 

２９，０００円 

床面積の合計が１，００

０平方メートル以上２，

０００平方メートル未

満のもの 

４１，０００円 

床面積の合計が２，００

０平方メートル以上５，

０００平方メートル未

満のもの 

９８，０００円 

床面積の合計が５，００

０平方メートル以上１

０，０００平方メートル

未満のもの 

１４７，０００円 

  

  

０００平方メートル未

満のもの 

 

床面積の合計が５，００

０平方メートル以上１

０，０００平方メートル

未満のもの 

１４９，０００円 

床面積の合計が１０，０

００平方メートル以上

２５，０００平方メート

ル未満のもの 

１８３，０００円 

床面積の合計が２５，０

００平方メートル以上

５０，０００平方メート

ル未満のもの 

２２６，０００円 

床面積の合計が５０，０

００平方メートル以上

のもの 

３１１，０００円 

備考 建築物を新築し、増築し、または改築

しようとする場合の床面積の合計 当該

建築物の非住宅部分の床面積（増築し、ま

たは改築しようとする場合で、既存部分の

建築物エネルギー消費性能に係る計算そ

の他の計算を要しない場合の既存部分の

床面積は除く。） 

(イ) モデル建物法の評価によるもの 

区分 １件についての手数

料の額 

床面積の合計が３００

平方メートル未満のも

の 

２１，０００円 

床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満

のもの 

２８，０００円 

床面積の合計が１，００

０平方メートル以上２，

０００平方メートル未

満のもの 

４０，０００円 

床面積の合計が２，００

０平方メートル以上５，

０００平方メートル未

満のもの 

９５，０００円 

床面積の合計が５，００

０平方メートル以上１

０，０００平方メートル

未満のもの 

１４２，０００円 
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改正後 改正前 

床面積の合計が１０，０

００平方メートル以上

２５，０００平方メート

ル未満のもの 

１８２，０００円 

床面積の合計が２５，０

００平方メートル以上

５０，０００平方メート

ル未満のもの 

２２４，０００円 

床面積の合計が５０，０

００平方メートル以上

のもの 

３１１，０００円 

備考 建築物を新築し、増築し、または改築

しようとする場合の床面積の合計 当該

建築物の床面積（建築物の増築または改築

をする場合は、当該増築または改築をする

部分の床面積） 

 

 

ウ 判定を受けようとする建築物の全部

が住宅の用途に供するものである場合 

(ア) (イ)および(ウ)に掲げるもの以

外によるもの 

a 一戸建て住宅 

区分 １件についての手数

料の額 

床面積の合計が２００

平方メートル未満のも

の 

４４，０００円 

床面積の合計が２００

平方メートル以上のも

の 

４８，０００円 

b 共同住宅または長屋住宅 

区分 １件についての手数

料の額 

床面積の合計が３００

平方メートル未満のも

の 

８０，０００円 

床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０

００平方メートル未満

のもの 

１２６，０００円 

床面積の合計が２，００ ２０７，０００円 

０平方メートル以上５，

０００平方メートル未

満のもの 

 

  

床面積の合計が１０，０

００平方メートル以上

２５，０００平方メート

ル未満のもの 

１７５，０００円 

床面積の合計が２５，０

００平方メートル以上

５０，０００平方メート

ル未満のもの 

２１６，０００円 

床面積の合計が５０，０

００平方メートル以上

のもの 

３００，０００円 

備考 建築物を新築し、増築し、または改築

しようとする場合の床面積の合計 当該

建築物の非住宅部分の床面積（増築し、ま

たは改築しようとする場合で、既存部分の

建築物エネルギー消費性能に係る計算そ

の他の計算を要しない場合の既存部分の

床面積は除く。） 

≪改正後に新設≫ 
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改正後 改正前 

床面積の合計が５，００

０平方メートル以上１

０，０００平方メートル

未満のもの 

２９３，０００円 

床面積の合計が１０，０

００平方メートル以上

２５，０００平方メート

ル未満のもの 

５６６，０００円 

床面積の合計が２５，０

００平方メートル以上

５０，０００平方メート

ル未満のもの 

９９２，０００円 

床面積の合計が５０，０

００平方メートル以上

のもの 

１，８１５，０００円 

備考 建築物を新築し、増築し、または改築

しようとする場合の床面積の合計 当該

建築物の床面積（建築物の増築または改築

をする場合は、当該増築または改築をする

部分の床面積） 

(イ) 仕様基準に適合するものとして

判定を受けようとするとき 

a 一戸建て住宅 

区分 １件についての手数

料の額 

床面積の合計が２００

平方メートル未満のも

の 

２３，０００円 

床面積の合計が２００

平方メートル以上のも

の 

２４，０００円 

b 共同住宅または長屋住宅 

区分 １件についての手数

料の額 

床面積の合計が３００

平方メートル未満のも

の 

３８，０００円 

床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０

００平方メートル未満

のもの 

６２，０００円 

床面積の合計が２，００

０平方メートル以上５，

０００平方メートル未 

１０９，０００円 
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改正後 改正前 

満のもの  

床面積の合計が５，００

０平方メートル以上１

０，０００平方メートル

未満のもの 

１６２，０００円 

床面積の合計が１０，０

００平方メートル以上

２５，０００平方メート

ル未満のもの 

２９２，０００円 

床面積の合計が２５，０

００平方メートル以上

５０，０００平方メート

ル未満のもの 

４９１，０００円 

床面積の合計が５０，０

００平方メートル以上

のもの 

８５７，０００円 

備考 建築物を新築し、増築し、または改築

しようとする場合の床面積の合計 当該

建築物の床面積（建築物の増築または改築

をする場合は、当該増築または改築をする

部分の床面積） 

(ウ) 併用基準に適合するものとして

判定を受けようとするとき 

a 一戸建て住宅 

区分 １件についての手数

料の額 

床面積の合計が２００

平方メートル未満のも

の 

３４，０００円 

床面積の合計が２００

平方メートル以上のも

の 

３６，０００円 

b 共同住宅または長屋住宅 

区分 １件についての手数

料の額 

床面積の合計が３００

平方メートル未満のも

の 

５９，０００円 

床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０

００平方メートル未満

のもの 

９４，０００円 

床面積の合計が２，００

０平方メートル以上５，

０００平方メートル未 

１５８，０００円 
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改正後 改正前 

満のもの  

床面積の合計が５，００

０平方メートル以上１

０，０００平方メートル

未満のもの 

２２７，０００円 

床面積の合計が１０，０

００平方メートル以上

２５，０００平方メート

ル未満のもの 

４３０，０００円 

床面積の合計が２５，０

００平方メートル以上

５０，０００平方メート

ル未満のもの 

７４３，０００円 

床面積の合計が５０，０

００平方メートル以上

のもの 

１，３３６，０００円 

備考 建築物を新築し、増築し、または改築

しようとする場合の床面積の合計 当該

建築物の床面積（建築物の増築または改築

をする場合は、当該増築または改築をする

部分の床面積） 

エ 判定を受けようとする建築物の一部

が住宅の用途に供するものである場合 

住宅の用途以外の用途に供する部分

についてアまたはイに掲げる区分に応

じて定める金額に、住宅の用途に供する

部分について次に掲げる区分に応じて

定める金額を加算した金額 

(ア) (イ)および(ウ)に掲げるもの以

外によるもの 

a 一戸建て住宅 

区分 １件についての手数

料の額 

床面積の合計が２００

平方メートル未満のも

の 

４４，０００円（評価

書面（建築物のエネル

ギー消費性能の向上

等に関する法律施行

規則（平成２８年国土

交通省令第５号）第２

条第１項第２号また

は第３号の規定に適

合することの確認に

必要な図書。以下この

号において同じ。）の

添付がなされたもの

にあつては、６，６０ 
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改正後 改正前 

 ０円） 

床面積の合計が２００

平方メートル以上のも

の 

４８，０００円（評価

書面の添付がなされ

たものにあつては、

６，６００円） 

b 共同住宅または長屋住宅 

区分 １件についての手数

料の額 

床面積の合計が３００

平方メートル未満のも

の 

８０，０００円（評価

書面の添付がなされ

たものにあつては、１

１，０００円） 

床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０

００平方メートル未満

のもの 

１２６，０００円（評

価書面の添付がなさ

れたものにあつては、

２２，０００円） 

床面積の合計が２，００

０平方メートル以上５，

０００平方メートル未

満のもの 

２０７，０００円（評

価書面の添付がなさ

れたものにあつては、

４７，０００円） 

床面積の合計が５，００

０平方メートル以上１

０，０００平方メートル

未満のもの 

２９３，０００円（評

価書面の添付がなさ

れたものにあつては、

８３，０００円） 

床面積の合計が１０，０５６６，０００円（評 

００平方メートル以上

２５，０００平方メート

ル未満のもの 

価書面の添付がなさ

れたものにあつては、

１３２，０００円） 

床面積の合計が２５，０

００平方メートル以上

５０，０００平方メート

ル未満のもの 

９９２，０００円（評

価書面の添付がなさ

れたものにあつては、

１９８，０００円） 

床面積の合計が５０，０

００平方メートル以上

のもの 

１，８１５，０００円

（評価書面の添付が

なされたものにあつ

ては、２９９，０００

円） 

備考 建築物を新築し、増築し、または改築

しようとする場合の床面積の合計 当該

建築物の床面積（建築物の増築または改築

をする場合は、当該増築または改築をする

部分の床面積） 

(イ) 仕様基準に適合するものとして

判定を受けようとするとき 

a 一戸建て住宅 
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改正後 改正前 

区分 １件についての手数

料の額 

床面積の合計が２００

平方メートル未満のも

の 

２３，０００円（評価

書面の添付がなされ

たものにあつては、

６，６００円） 

床面積の合計が２００

平方メートル以上のも

の 

２４，０００円（評価

書面の添付がなされ

たものにあつては、

６，６００円） 

b 共同住宅または長屋住宅 

区分 １件についての手数

料の額 

床面積の合計が３００

平方メートル未満のも

の 

３８，０００円（評価

書面の添付がなされ

たものにあつては、１

１，０００円） 

床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０

００平方メートル未満

のもの 

６２，０００円（評価

書面の添付がなされ

たものにあつては、２

２，０００円） 

床面積の合計が２，００

０平方メートル以上５，

０００平方メートル未

満のもの 

１０９，０００円（評

価書面の添付がなさ

れたものにあつては、

４７，０００円） 

床面積の合計が５，００ 

０平方メートル以上１

０，０００平方メートル

未満のもの 

１６２，０００円（評 

価書面の添付がなさ

れたものにあつては、

８３，０００円） 

床面積の合計が１０，０

００平方メートル以上

２５，０００平方メート

ル未満のもの 

２９２，０００円（評

価書面の添付がなさ

れたものにあつては、

１３２，０００円） 

床面積の合計が２５，０

００平方メートル以上

５０，０００平方メート

ル未満のもの 

４９１，０００円（評

価書面の添付がなさ

れたものにあつては、

１９８，０００円） 

床面積の合計が５０，０

００平方メートル以上

のもの 

８５７，０００円（評

価書面の添付がなさ

れたものにあつては、

２９９，０００円） 

備考 建築物を新築し、増築し、または改築

しようとする場合の床面積の合計 当該

建築物の床面積（建築物の増築または改築

をする場合は、当該増築または改築をする
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改正後 改正前 

部分の床面積） 

(ウ) 併用基準に適合するものとして

判定を受けようとするとき 

a 一戸建て住宅 

区分 １件についての手数

料の額 

床面積の合計が２００

平方メートル未満のも

の 

３４，０００円（評価

書面の添付がなされ

たものにあつては、

６，６００円） 

床面積の合計が２００

平方メートル以上のも

の 

３６，０００円（評価

書面の添付がなされ

たものにあつては、

６，６００円） 

b 共同住宅または長屋住宅 

区分 １件についての手数

料の額 

床面積の合計が３００

平方メートル未満のも

の 

５９，０００円（評価

書面の添付がなされ

たものにあつては、１

１，０００円） 

床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０

００平方メートル未満

のもの 

９４，０００円（評価

書面の添付がなされ

たものにあつては、２

２，０００円） 

床面積の合計が２，００

０平方メートル以上５，

０００平方メートル未

満のもの 

１５８，０００円（評

価書面の添付がなさ

れたものにあつては、

４７，０００円） 

床面積の合計が５，００

０平方メートル以上１

０，０００平方メートル

未満のもの 

２２７，０００円（評

価書面の添付がなさ

れたものにあつては、

８３，０００円） 

床面積の合計が１０，０

００平方メートル以上

２５，０００平方メート

ル未満のもの 

４３０，０００円（評

価書面の添付がなさ

れたものにあつては、

１３２，０００円） 

床面積の合計が２５，０

００平方メートル以上

５０，０００平方メート

ル未満のもの 

７４３，０００円（評

価書面の添付がなさ

れたものにあつては、

１９８，０００円） 

床面積の合計が５０，０

００平方メートル以上

のもの 

１，３３６，０００円

（評価書面の添付が

なされたものにあつ

ては、２９９，０００

円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129



 

 

改正後 改正前 

備考 建築物を新築し、増築し、または改築

しようとする場合の床面積の合計 当該

建築物の床面積（建築物の増築または改築

をする場合は、当該増築または改築をする

部分の床面積） 

(2) 法第１１条第２項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能確保計画の変更の

判定または法第１２条第３項の規定に基

づく建築物エネルギー消費性能確保計画

の変更通知の判定に対する審査 判定を

受けた建築物エネルギー消費性能確保計

画の変更に係る部分の床面積の合計の２

分の１の面積（床面積の増加する部分にあ

つては当該増加する部分の床面積）を第１

号に定める建築物の種類に応じて規定さ

れている床面積の合計として同号の規定

により算定した額 

(3) 建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律施行規則（平成２８年国土交

通省令第５号。以下この項において「規則」

という。）第１３条の規定に基づく軽微な

変更に関する証明書の交付に対する審査 

判定を受けた建築物エネルギー消費性能

確保計画の変更に係る部分の床面積の合

計の２分の１の面積（床面積の増加する部

分にあつては当該増加する部分の床面積）

を第１号に定める建築物の種類に応じて

規定されている床面積の合計として同号

の規定により算定した額 

(4) 法第２９条第１項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能向上計画の認定の

申請（法第３０条第２項の規定による申出

がない場合に限る。） 次に掲げる場合に

応じ、それぞれ次に定める額 

ア 法第２９条第３項に規定する申請建

築物（以下この表において「申請建築

物」という。）または同項に規定する

他の建築物（以下この表において「他

の建築物」という。）が一戸建て住宅

の場合 

(ア) 誘導性能基準に適合するものと

して認定を受けようとするとき 

区分 １件についての手数料の額（複数

建築物の計画の認定に限り一の

建築物単位の額） 

床面積の合計

が２００平方 

４４，０００円（評価書面（住宅

の品質確保の促進等に関する法 

 

 

 

 

 

(2) 法第１２条第２項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能確保計画の変更の

判定または法第１３条第３項の規定に基

づく建築物エネルギー消費性能確保計画

の変更通知の判定に対する審査 判定を

受けた建築物エネルギー消費性能確保計

画の変更に係る部分の床面積の合計の２

分の１の面積（床面積の増加する部分にあ

つては当該増加する部分の床面積）を第１

号に定める建築物の種類に応じて規定さ

れている床面積の合計として同号の規定

により算定した額 

(3) 建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律施行規則（平成２８年国土交

通省令第５号。以下この項において「規則」

という。）第１１条の規定に基づく軽微な

変更に関する証明書の交付に対する審査 

判定を受けた建築物エネルギー消費性能

確保計画の変更に係る部分の床面積の合

計の２分の１の面積（床面積の増加する部

分にあつては当該増加する部分の床面積）

を第１号に定める建築物の種類に応じて

規定されている床面積の合計として同号

の規定により算定した額 

(4) 法第３４条第１項の規定に基づく建築 

物エネルギー消費性能向上計画の認定の

申請（法第３５条第２項の規定による申出

がない場合に限る。） 次に掲げる場合に

応じ、それぞれ次に定める額 

ア 法第３４条第３項に規定する申請建

築物（以下この表において「申請建築

物」という。）または同項に規定する

他の建築物（以下この表において「他

の建築物」という。）が一戸建て住宅

の場合 

(ア) 性能基準に適合するものとして

認定を受けようとするとき 

区分 １件についての手数料の額（複数

建築物の計画の認定に限り一の

建築物単位の額） 

床面積の合計

が２００平方 

４３，０００円（評価書面（住宅

の品質確保の促進等に関する法 
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改正後 改正前 

メートル未満

のもの 

律第５条第１項に規定する登録

住宅性能評価機関（住宅の用途に

供する部分に限る。）、法第１４

条第１項に規定する登録建築物

エネルギー消費性能判定機関、建

築基準法第７７条の２１第１項

に規定する指定確認検査機関そ

の他市長が認める機関が認定の

申請の区分に応じて認定の申請

に係る建築物の性能を適正と評

価した書面をいう。以下この項に

おいて同じ。）の添付がなされた

ものにあつては、６，６００円）

床面積の合計

が２００平方

メートル以上

のもの 

４８，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあつては、６，

６００円） 

(イ) 誘導仕様基準に適合するものと

して認定を受けようとするとき 

区分 １件についての手数料の額（複数

建築物の計画の認定に限り一の

建築物単位の額） 

床面積の合計

が２００平方

メートル未満

のもの 

２３，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあつては、６，

６００円） 

床面積の合計

が２００平方

メートル以上

のもの 

２４，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあつては、６，

６００円） 

(ウ) 誘導併用基準に適合するものと

して認定を受けようとするとき 

区分 １件についての手数料の額（複数

建築物の計画の認定に限り一の

建築物単位の額） 

床面積の合計

が２００平方

メートル未満

のもの 

３４，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあつては、６，

６００円） 

床面積の合計

が２００平方

メートル以上

のもの 

３６，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあつては、６，

６００円） 

イ ≪現行どおり≫ 

(ア) 誘導性能基準に適合するものと

して認定を受けようとするとき 

メートル未満

のもの 

律第５条第１項に規定する登録

住宅性能評価機関（住宅の認定に

限る。）、法第１５条第１項に規

定する登録建築物エネルギー消

費性能判定機関、建築基準法第７

７条の２１第１項に規定する指

定確認検査機関その他市長が認

める機関が認定の申請の区分に

応じて認定の申請に係る建築物

の性能を適正と評価した書面を

いう。以下この項において同じ。）

の添付がなされたものにあつて

は、６，０００円） 

床面積の合計

が２００平方

メートル以上

のもの 

４７，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあつては、６，

０００円） 

(イ) 仕様基準に適合するものとして

認定を受けようとするとき 

区分 １件についての手数料の額（複数

建築物の計画の認定に限り一の

建築物単位の額） 

床面積の合計

が２００平方

メートル未満

のもの 

２２，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあつては、６，

０００円） 

床面積の合計

が２００平方

メートル以上

のもの 

２３，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあつては、６，

０００円） 

≪改正後に新設≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
イ ≪省略≫ 

(ア) 性能基準に適合するものとして

認定を受けようとするとき 

131



 

 

改正後 改正前 

区分 １件についての手数料の額（複数

建築物の計画の認定に限り一の

建築物単位の額） 

床面積の合計

が３００平方

メートル未満

のもの 

８０，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあつては、１

１，０００円） 

床面積の合計

が３００平方

メートル以上

２，０００平

方メートル未

満のもの 

１２６，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、２

２，０００円） 

床面積の合計

が２，０００

平方メートル

以上５，００

０平方メート

ル未満のもの 

２０７，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、４

７，０００円） 

床面積の合計

が５，０００

平方メートル

以上１０，０

００平方メー

トル未満のも

の 

２９３，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、８

３，０００円） 

床面積の合計

が１０，００

０平方メート

ル以上２５，

０００平方メ

ートル未満の

もの 

５６６，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、１

３２，０００円） 

床面積の合計

が２５，００

０平方メート

ル以上５０，

０００平方メ

ートル未満の

もの 

９９２，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、１

９８，０００円） 
 

床面積の合計

が５０，００

０平方メート

ル以上のもの 

１，８１５，０００円（評価書面

の添付がなされたものにあつて

は、２９９，０００円） 

(イ) 誘導仕様基準に適合するものと

して認定を受けようとするとき 

区分 １件についての手数料の額（複数

建築物の計画の認定に限り一の

建築物単位の額） 

床面積の合計

が３００平方

メートル未満

のもの 

７６，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあつては、１

１，０００円） 

床面積の合計

が３００平方

メートル以上

２，０００平

方メートル未

満のもの 

１１９，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、２

１，０００円） 

床面積の合計

が２，０００

平方メートル

以上５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１９５，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、４

４，０００円） 

床面積の合計

が５，０００

平方メートル

以上１０，０

００平方メー

トル未満のも

の 

２７６，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、７

８，０００円） 

床面積の合計

が１０，００

０平方メート

ル以上２５，

０００平方メ

ートル未満の

もの 

５３２，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、１

２４，０００円） 

床面積の合計

が２５，００

０平方メート

ル以上５０，

０００平方メ

ートル未満の

もの 

９３４，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、１

８６，０００円） 
 

床面積の合計

が５０，００

０平方メート

ル以上のもの 

１，７０７，０００円（評価書面

の添付がなされたものにあつて

は、２８２，０００円） 

(イ) 仕様基準に適合するものとして

認定を受けようとするとき 
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改正後 改正前 

区分 １件についての手数料の額（複数

建築物の計画の認定に限り一の

建築物単位の額） 

床面積の合計

が３００平方

メートル未満

のもの 

３８，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあつては、１

１，０００円） 

床面積の合計

が３００平方

メートル以上

２，０００平

方メートル未

満のもの 

６２，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあつては、２

２，０００円） 

床面積の合計

が２，０００

平方メートル

以上５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１０９，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、４

７，０００円） 

床面積の合計

が５，０００

平方メートル

以上１０，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１６２，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、８

３，０００円） 

床面積の合計

が１０，００

０平方メート

ル以上２５，

０００平方メ

ートル未満の 

もの 

２９２，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、１

３２，０００円） 

床面積の合計

が２５，００

０平方メート

ル以上５０，

０００平方メ

ートル未満の

もの 

４９１，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、１

９８，０００円） 

床面積の合計

が５０，００

０平方メート

ル以上のもの 

８５７，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、２

９９，０００円） 

  

(ウ) 誘導併用基準に適合するものと

して認定を受けようとするとき 

区分 １件についての手数料の額（複数

建築物の計画の認定に限り一の

建築物単位の額） 

床面積の合計

が３００平方

メートル未満

のもの 

３６，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあつては、１

１，０００円） 

床面積の合計

が３００平方

メートル以上

２，０００平

方メートル未

満のもの 

５９，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあつては、２

１，０００円） 

床面積の合計

が２，０００

平方メートル

以上５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１０２，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、４

４，０００円） 

床面積の合計

が５，０００

平方メートル

以上１０，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１５２，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、７

８，０００円） 

床面積の合計

が１０，００

０平方メート

ル以上２５，

０００平方メ

ートル未満の 

もの 

２７５，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、１

２４，０００円） 

床面積の合計

が２５，００

０平方メート

ル以上５０，

０００平方メ

ートル未満の

もの 

４６２，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、１

８６，０００円） 

床面積の合計

が５０，００

０平方メート

ル以上のもの 

８０７，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、２

８２，０００円） 

  

≪改正後に新設≫ 
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改正後 改正前 

区分 １件についての手数料の額（複数

建築物の計画の認定に限り一の

建築物単位の額） 

床面積の合計

が３００平方

メートル未満

のもの 

５９，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあつては、１

１，０００円） 

床面積の合計

が３００平方

メートル以上

２，０００平

方メートル未

満のもの 

９４，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあつては、２

２，０００円） 

床面積の合計

が２，０００

平方メートル

以上５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１５８，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、４

７，０００円） 

床面積の合計

が５，０００

平方メートル

以上１０，０

００平方メー

トル未満のも

の 

２２７，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、８

３，０００円） 

床面積の合計

が１０，００ 

４３０，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、１

０平方メート

ル以上２５，

０００平方メ

ートル未満の

もの 

３２，０００円） 

床面積の合計

が２５，００ 

７４３，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、１

０平方メート

ル以上５０，

０００平方メ

ートル未満の

もの 

９８，０００円） 

床面積の合計

が５０，００

０平方メート

ル以上のもの 

１，３３６，０００円（評価書面

の添付がなされたものにあつて

は、２９９，０００円） 

ウ ≪現行どおり≫ 

(ア) (イ)に掲げるもの以外のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ウ ≪省略≫ 

(ア) (イ)に掲げるもの以外のもの 
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改正後 改正前 

区分 １件についての手数料の額（複数

建築物の計画の認定に限り一の

建築物単位の額） 

床面積の合計

が３００平方

メートル未満

のもの 

２４２，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、１

２，０００円） 

床面積の合計

が３００平方

メートル以上

１，０００平

方メートル未

満のもの 

３００，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、１

９，０００円） 

床面積の合計

が１，０００

平方メートル

以上２，００

０平方メート

ル未満のもの 

３８３，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、３

０，０００円） 

床面積の合計

が２，０００

平方メートル

以上５，００

０平方メート

ル未満のもの 

５４１，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、８

３，０００円） 

床面積の合計

が５，０００

平方メートル

以上２１０，

０００平方メ

ートル未満の

もの 

６６３，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、１

３０，０００円） 

床面積の合計

が１０，００

０平方メート 

７８１，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、１

６４，０００円） 

ル以上２５，

０００平方メ

ートル未満の

もの 

 

床面積の合計

が２５，００

０平方メート

ル以上５０，

０００平方メ 

８８９，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、２

０４，０００円） 

ートル未満の

もの 

 

  

区分 １件についての手数料の額（複数

建築物の計画の認定に限り一の

建築物単位の額） 

床面積の合計

が３００平方

メートル未満

のもの 

２３０，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、１

２，０００円） 

床面積の合計

が３００平方

メートル以上

１，０００平

方メートル未

満のもの 

２９０，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、１

８，０００円） 

床面積の合計

が１，０００

平方メートル

以上２，００

０平方メート

ル未満のもの 

３６２，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、２

８，０００円） 

床面積の合計

が２，０００

平方メートル

以上５，００

０平方メート

ル未満のもの 

５１０，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、７

９，０００円） 

床面積の合計

が５，０００

平方メートル

以上２１０，

０００平方メ

ートル未満の

もの 

６２５，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、１

２３，０００円） 

床面積の合計

が１０，００

０平方メート 

７３６，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、１

５４，０００円） 

ル以上２５，

０００平方メ

ートル未満の

もの 

 

床面積の合計

が２５，００

０平方メート

ル以上５０，

０００平方メ 

８３８，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、１

９２，０００円） 

ートル未満の

もの 
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改正後 改正前 

床面積の合計

が５０，００

０平方メート

ル以上のもの 

１，１０５，０００円（評価書面

の添付がなされたものにあつて

は、２８４，０００円） 

(イ) モデル建物法の評価によるもの 

区分 １件についての手数料の額（複数

建築物の計画の認定に限り一の

建築物単位の額） 

床面積の合計

が３００平方

メートル未満

のもの 

９４，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあつては、１

２，０００円） 

床面積の合計

が３００平方

メートル以上

１，０００平

方メートル未

満のもの 

１１８，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、１

９，０００円） 

床面積の合計

が１，０００

平方メートル

以上２，００

０平方メート

ル未満のもの 

１５３，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、３

０，０００円） 

床面積の合計

が２，０００

平方メートル

以上５，００

０平方メート

ル未満のもの 

２４４，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、８

３，０００円） 

床面積の合計

が５，０００

平方メートル

以上２１０， 

３１６，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、１

３０，０００円） 

０００平方メ

ートル未満の

もの 

 

床面積の合計

が１０，００

０平方メート

ル以上２５，

０００平方メ

ートル未満の

もの 

３７８，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、１

６４，０００円） 

床面積の合計

が２５，００ 

４４３，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、２

床面積の合計

が５０，００

０平方メート

ル以上のもの 

１，０４１，０００円（評価書面

の添付がなされたものにあつて

は、２６８，０００円） 

(イ) モデル建物法の評価によるもの 

区分 １件についての手数料の額（複数

建築物の計画の認定に限り一の

建築物単位の額） 

床面積の合計

が３００平方

メートル未満

のもの 

８９，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあつては、１

２，０００円） 

床面積の合計

が３００平方

メートル以上

１，０００平

方メートル未

満のもの 

１１４，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、１

８，０００円） 

床面積の合計

が１，０００

平方メートル

以上２，００

０平方メート

ル未満のもの 

１４５，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、２

８，０００円） 

床面積の合計

が２，０００

平方メートル

以上５，００

０平方メート

ル未満のもの 

２３０，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、７

９，０００円） 

床面積の合計

が５，０００

平方メートル

以上２１０， 

２９８，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、１

２３，０００円） 

０００平方メ

ートル未満の

もの 

 

床面積の合計

が１０，００

０平方メート

ル以上２５，

０００平方メ

ートル未満の

もの 

３５７，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、１

５４，０００円） 

床面積の合計

が２５，００ 

４１７，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、１
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改正後 改正前 

０平方メート

ル以上５０，

０００平方メ

ートル未満の

もの 

０４，０００円） 

床面積の合計

が５０，００

０平方メート

ル以上のもの 

５７２，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、２

８４，０００円） 

エ 申請建築物または他の建築物の一部

が住宅の用途に供するものである場合 

住宅の用途に供する部分についてアま

たはイに掲げる住宅の種類に応じて定

める額および住宅の用途以外の用途に

供する部分についてウに掲げる評価の

方法の区分に応じて定める額の合計額 

(5) 法第２９条第１項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能向上計画の認定の

申請（法第３０条第２項の規定による申出

がある場合に限る。）に対する審査 第４

号の規定により算定した額に別表第１４

項第１号の規定により算定した額を加え

た額 

(6) 法第３１条第１項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能向上計画の変更の

認定の申請（同条第２項において準用する

法第３０条第２項の規定による申出がな

い場合に限る。）に対する審査 認定を受

けた建築物エネルギー消費性能向上計画

の変更に係る部分の床面積の合計の２分

の１の面積を第４号に定める建築物の種

類に応じて規定されている床面積の合計

として同号の規定により算定した額（法第

２９条第２項第３号に掲げる事項のみを

変更する場合にあつては、４，８００円） 

(7) 法第３１条第１項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能向上計画の変更の

認定の申請（同条第２項において準用する

法第３０条第２項の規定による申出があ

る場合に限る。）に対する審査 認定を受

けた建築物エネルギー消費性能向上計画

の変更に係る部分の床面積の合計の２分

の１の面積を第４号に定める建築物の種

類に応じて規定されている床面積の合計

として同号の規定により算定した額に別

表第１４項第１号の規定により算定した

額を加えた額 

０平方メート

ル以上５０，

０００平方メ

ートル未満の

もの 

９２，０００円） 

床面積の合計

が５０，００

０平方メート

ル以上のもの 

５３８，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、２

６８，０００円） 

エ 認定を受けようとする建築物の一部

が住宅の用途に供するものである場合 

住宅の用途に供する部分についてアま

たはイに掲げる住宅の種類に応じて定

める額および住宅の用途以外の用途に

供する部分についてウに掲げる評価の

方法の区分に応じて定める額の合計額 

(5) 法第３４条第１項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能向上計画の認定の

申請（法第３５条第２項の規定による申出

がある場合に限る。）に対する審査 第４

号の規定により算定した額に別表第１４

項第１号の規定により算定した額を加え

た額 

(6) 法第３６条第１項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能向上計画の変更の

認定の申請（同条第２項において準用する

法第３５条第２項の規定による申出がな

い場合に限る。）に対する審査 認定を受

けた建築物エネルギー消費性能向上計画

の変更に係る部分の床面積の合計の２分

の１の面積を第４号に定める建築物の種

類に応じて規定されている床面積の合計

として同号の規定により算定した額（法第

３４条第２項第３号に掲げる事項のみを

変更する場合にあつては、４，８００円） 

(7) 法第３６条第１項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能向上計画の変更の

認定の申請（同条第２項において準用する

法第３５条第２項の規定による申出があ

る場合に限る。）に対する審査 認定を受

けた建築物エネルギー消費性能向上計画

の変更に係る部分の床面積の合計の２分

の１の面積を第４号に定める建築物の種

類に応じて規定されている床面積の合計

として同号の規定により算定した額に別

表第１４項第１号の規定により算定した

額を加えた額 
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改正後 改正前 

(8) 規則第２８条の規定に基づく軽微な変

更に関する証明書の交付に対する審査 

認定を受けた建築物エネルギー消費性能

向上計画の変更に係る部分の床面積の合

計の２分の１の面積（床面積の増加する部

分にあつては当該増加する部分の床面積）

を第４号に定める建築物の種類に応じて

規定されている床面積の合計として同号

の規定により算定した額 

≪改正前を削る≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 規則第２９条の規定に基づく軽微な変

更に関する証明書の交付に対する審査 

認定を受けた建築物エネルギー消費性能

向上計画の変更に係る部分の床面積の合

計の２分の１の面積（床面積の増加する部

分にあつては当該増加する部分の床面積）

を第１号に定める建築物の種類に応じて

規定されている床面積の合計として同号

の規定により算定した額 

(9) 法第４１条第１項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能に係る認定の申請

に対する審査 

ア 認定を受けようとする建築物が一戸

建て住宅の場合 次の表のとおり 

(ア) 性能基準の評価によるもの 

区分 １件についての手数料の額 

床面積の合計

が２００平方

メートル未満

のもの 

４３，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあつては、６，

０００円） 

床面積の合計

が２００平方

メートル以上

のもの 

４７，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあつては、６，

０００円） 

(イ) 仕様基準の評価によるもの 

区分 １件についての手数料の額 

床面積の合計

が２００平方

メートル未満 

のもの 

２２，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあつては、６，

０００円） 

 

床面積の合計

が２００平方

メートル以上

のもの 

２３，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあつては、６，

０００円） 

イ 認定を受けようとする建築物が共同

住宅または長屋住宅の場合 次の表の

とおり 

(ア) 性能基準の評価によるもの 

区分 １件についての手数料の額 

床面積の合計

が３００平方

メートル未満

のもの 

７６，０００円（評価書面の添付

がなされたものにあつては、１

１，０００円） 

床面積の合計

が３００平方

メートル以上 

１１９，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、２

１，０００円） 
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改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２，０００平

方メートル未

満のもの 

 

床面積の合計

が２，０００

平方メートル

以上５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１９５，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、４

４，０００円） 

床面積の合計

が５，０００

平方メートル

以上１０，０

００平方メー

トル未満のも

の 

２７６，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、７

８，０００円） 

床面積の合計

が１０，００

０平方メート

ル以上２５，

０００平方メ

ートル未満の

もの 

５３２，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、１

２４，０００円） 

床面積の合計

が２５，００

０平方メート

ル以上５０，

０００平方メ

ートル未満の

もの 

９３４，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、１

８６，０００円） 

床面積の合計

が５０，００

０平方メート

ル以上のもの 

１，７０７，０００円（評価書面

の添付がなされたものにあつて

は、２８２，０００円） 

(イ) 仕様基準の評価によるもの 

区分 １件についての手数料の額 

床面積の合計

が３００平方

メートル未満

のもの 

３６，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、

１１，０００円） 

床面積の合計

が３００平方

メートル以上 

５９，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、

２１，０００円） 

２，０００平

方メートル未

満のもの 
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改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

床面積の合計

が２，０００

平方メートル

以上５，００

０平方メート

ル未満のもの 

１０２，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、４４，０００円） 

床面積の合計

が５，０００

平方メートル

以上１０，０

００平方メー

トル未満のも

の 

１５２，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、７８，０００円） 

床面積の合計

が１０，００

０平方メート

ル以上２５，

０００平方メ

ートル未満の

もの 

２７５，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、１２４，０００円） 

床面積の合計

が２５，００

０平方メート

ル以上５０，

０００平方メ

ートル未満の

もの 

４６２，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、１８６，０００円） 

床面積の合計

が５０，００

０平方メート

ル以上のもの 

８０７，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、２８２，０００円） 

ウ 認定を受けようとする建築物の全部

が住宅の用途以外の用途に供するもの

である場合 

(ア) (イ)に掲げるもの以外のもの 

区分 １件についての手数料の額 

床面積の合計

が３００平方

メートル未満

のもの 

２３０，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、１２，０００円） 

床面積の合計

が３００平方

メートル以上 

２９０，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、１８，０００円） 

１，０００平

方メートル未

満のもの 
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改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

床面積の合計

が１，０００

平方メートル

以上２，００

０平方メート

ル未満のもの 

３６２，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、２８，０００円） 

床面積の合計

が２，０００

平方メートル

以上５，００

０平方メート

ル未満のもの 

５１０，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、７９，０００円） 

床面積の合計

が５，０００

平方メートル

以上１０，０

００平方メー

トル未満のも

の 

６２５，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、１２３，０００円） 

床面積の合計 

が１０，００

０平方メート

ル以上２５，

０００平方メ

ートル未満の

もの 

７３６，０００円（評価書面の 

添付がなされたものにあつて

は、１５４，０００円） 

床面積の合計

が２５，００

０平方メート

ル以上５０，

０００平方メ

ートル未満の

もの 

８３８，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、１９２，０００円） 

床面積の合計

が５０，００

０平方メート

ル以上のもの 

１，０４１，０００円（評価書

面の添付がなされたものにあつ

ては、２６８，０００円） 

(イ) モデル建物法の評価によるもの 

区分 １件についての手数料の額 

床面積の合計

が３００平方

メートル未満

のもの 

８９，０００円（評価書面の添

付がなされたものにあつては、

１２，０００円） 

床面積の合計

が３００平方

メートル以上 

１１４，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、１８，０００円） 
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改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１，０００平

方メートル未

満のもの 

 

床面積の合計

が１，０００

平方メートル

以上２，００

０平方メート

ル未満のもの 

１４５，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、２８，０００円） 

床面積の合計

が２，０００

平方メートル

以上５，００

０平方メート

ル未満のもの 

２３０，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、７９，０００円） 

床面積の合計

が５，０００

平方メートル

以上１０，０

００平方メー 

トル未満のも

の 

２９８，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、１２３，０００円） 

床面積の合計

が１０，００

０平方メート

ル以上２５，

０００平方メ

ートル未満の

もの 

３５７，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、１５４，０００円） 

床面積の合計

が２５，００

０平方メート

ル以上５０，

０００平方メ 

ートル未満の

もの 

４１７，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、１９２，０００円） 

床面積の合計

が５０，００

０平方メート

ル以上のもの 

５３８，０００円（評価書面の

添付がなされたものにあつて

は、２６８，０００円） 

エ 認定を受けようとする建築物の一部

が住宅の用途に供するものである場合 

住宅の用途に供する部分についてアま

たはイに掲げる住宅の種類に応じて定

める額および住宅の用途以外の用途に

供する部分についてウに掲げる評価の
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改正後 改正前 

 

≪改正前を削る≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４８～４９ ≪現行どおり≫ 

方法の区分に応じて定める額の合計額 

(10) 建築物エネルギー消費性能適合性判

定を受けようとする建築物の一部が工場

等の用途に供するものである場合にあつ

ては、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次

に定める額（第２号、第３号および第８号

において算定する場合を含む。） 

ア 当該建築物の建築物エネルギー消費

性能適合性判定に係る評価がモデル建

物法によるものであつて、当該建築物の

工場等の用途に供する部分以外の部分

（非住宅部分に限る。）の床面積の合計

が、当該建築物の非住宅部分の床面積の

５分の１未満であり、かつ、３００平方

メートル未満である建築物の場合 第

１号のイに定める建築物の種類に応じ

て規定されている床面積の合計として

同号の規定により算定した額 

イ ア以外の場合 第１号のアに定める

建築物の種類に応じて規定されている

床面積の合計として同号の規定により

算定した額 

４８～４９ ≪省略≫ 

付 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第２１号 

 

 

    草津市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め 

   る条例および草津市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例 

の一部を改正する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和７年２月２７日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める 

条例および草津市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例  

（草津市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一

部改正） 

第１条 草津市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成２６年草津市条例第３０号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条～第２条 ≪現行どおり≫ 

（一般原則） 

第３条 特定教育・保育施設および特定地域型

保育事業者（以下「特定教育・保育施設等」

という。）は、良質かつ適切であり、かつ、

こどもの保護者の経済的負担の軽減につい

て適切に配慮された内容および水準の特定

教育・保育または特定地域型保育の提供を行

うことにより、全てのこどもが健やかに成長

するために適切な環境が等しく確保される

ことを目指すものでなければならない。 

２～４ ≪現行どおり≫  

第４条～第３６条 ≪現行どおり≫ 

第３７条 特定地域型保育事業（事業所内保育

事業を除く。）の利用定員（法第２９条第１

項の確認において定めるものに限る。以下こ

の章において同じ。）の数は、家庭的保育事

業にあっては１人以上５人以下とし、小規模

保育事業Ａ型（家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令

第６１号）第２８条に規定する小規模保育事

業Ａ型をいう。第４２条第３項において同

じ。）および小規模保育事業Ｂ型（同省令第

３１条に規定する小規模保育事業Ｂ型をい

う。第４２条第３項において同じ。）にあっ

ては６人以上１９人以下とし、小規模保育事

業Ｃ型（同省令第３３条に規定する小規模保

育事業Ｃ型をいう。付則第４条において同

じ。）にあっては６人以上１０人以下、居宅

訪問型保育事業にあっては１人とする。 

 

２ ≪現行どおり≫ 

第３８条～第４１条 ≪現行どおり≫ 

第１条～第２条 ≪省略≫ 

（一般原則） 

第３条 特定教育・保育施設および特定地域型

保育事業者（以下「特定教育・保育施設等」

という。）は、良質かつ適切であり、かつ、

子どもの保護者の経済的負担の軽減につい

て適切に配慮された内容および水準の特定

教育・保育または特定地域型保育の提供を行

うことにより、全ての子どもが健やかに成長

するために適切な環境が等しく確保される

ことを目指すものでなければならない。 

２～４ ≪省略≫ 

第４条～第３６条 ≪省略≫ 

第３７条 特定地域型保育事業（事業所内保育 

事業を除く。）の利用定員（法第２９条第１

項の確認において定めるものに限る。以下こ

の章において同じ。）の数は、家庭的保育事

業にあっては１人以上５人以下とし、小規模

保育事業Ａ型（家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令

第６１号）第２８条に規定する小規模保育事

業Ａ型をいう。第４２条第３項第１号におい

て同じ。）および小規模保育事業Ｂ型（同省

令第３１条に規定する小規模保育事業Ｂ型

をいう。第４２条第３項第１号において同

じ。）にあっては６人以上１９人以下とし、

小規模保育事業Ｃ型（同省令第３３条に規定

する小規模保育事業Ｃ型をいう。付則第４条

において同じ。）にあっては６人以上１０人

以下、居宅訪問型保育事業にあっては１人と

する。 

２ ≪省略≫ 

第３８条～第４１条 ≪省略≫ 
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改正後 改正前 

（特定教育・保育施設等との連携） 

第４２条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型

保育事業を行う者を除く。以下この項から第

７項までにおいて同じ。）は、特定地域型保

育が適正かつ確実に実施され、および必要な

教育・保育が継続的に提供されるよう、次に

掲げる事項に係る連携協力を行う認定こど

も園、幼稚園または保育所（以下「連携施設」

という。）を適切に確保しなければならない。

ただし、離島その他の地域であって、連携施

設の確保が著しく困難であると市が認める

ものにおいて特定地域型保育事業を行う特

定地域型保育事業者については、この限りで

ない。 

(1) 特定地域型保育の提供を受けている 

満３歳未満保育認定子どもに集団保育を

体験させるための機会の設定、特定地域型

保育の適切な提供に必要な特定地域型保

育事業者に対する相談、助言その他の保育

の内容に関する支援（次項において「保育

内容支援」という。）を実施すること。 

(2)～(3) ≪現行どおり≫ 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による保育

内容支援の実施に係る連携施設の確保が著

しく困難であると認める場合であって、次の

各号に掲げる要件の全てを満たすと認める

ときは、前項第１号の規定を適用しないこと

とすることができる。 

(1) 特定地域型保育事業者が保育内容支 

援連携協力者を適切に確保すること。 

(2) 次のアおよびイに掲げる要件を満たす

こと。 

ア 特定地域型保育事業者と保育内容支

援連携協力者との間でそれぞれの役割

の分担および責任の所在が明確化され

ていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業

務の遂行に支障が生じないようにする

ための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、

小規模保育事業Ａ型もしくは小規模保育事

業Ｂ型または事業所内保育事業を行う者（第

５項において「小規模保育事業Ａ型事業者

等」という。）であって、第１項第１号に掲

げる事項に係る連携協力を行うものをいう。 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による代替

保育の提供に係る連携施設の確保が著しく

（特定教育・保育施設等との連携） 

第４２条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型 

保育事業を行う者を除く。以下この項から第

５項までにおいて同じ。）は、特定地域型保

育が適正かつ確実に実施され、および必要な

教育・保育が継続的に提供されるよう、次に

掲げる事項に係る連携協力を行う認定こど

も園、幼稚園または保育所（以下「連携施設」

という。）を適切に確保しなければならない。

ただし、離島その他の地域であって、連携施

設の確保が著しく困難であると市が認める

ものにおいて特定地域型保育事業を行う特

定地域型保育事業者については、この限りで

ない。 

(1) 特定地域型保育の提供を受けている満

３歳未満保育認定子どもに集団保育を体

験させるための機会の設定、特定地域型保

育の適切な提供に必要な特定地域型保育

事業者に対する相談、助言その他の保育の

内容に関する支援を行うこと。 

 

(2)～(3) ≪省略≫ 

≪改正後に新設≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪改正後に新設≫ 

 

 

 

 

 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による代替

保育の提供に係る連携施設の確保が著しく
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改正後 改正前 

困難であると認める場合であって、次の各号

に掲げる要件のいずれかを満たすときは、第

１項第２号の規定を適用しないこととする

ことができる。 

(1) 特定地域型保育事業者が代替保育連携

協力者を適切に確保した場合には、次のア

およびイに掲げる要件を満たすと市長が

認めること。 

ア 特定地域型保育事業者と代替保育連

携協力者との間でそれぞれの役割の分

担および責任の所在が明確化されてい

ること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の

遂行に支障が生じないようにするため

の措置が講じられていること。 

(2) 市長が特定地域型保育事業者による代

替保育連携協力者の確保の促進のために

必要な措置を講じてもなお当該代替保育

連携協力者の確保が著しく困難であるこ

と。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１

項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行

う者であって、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをい

う。 

(1) 特定地域型保育事業者が特定地域型保

育事業を行う場所または事業所（次号にお

いて「事業実施場所」という。）以外の場

所または事業所において代替保育が提供

される場合 小規模保育事業Ａ型事業者

等 

 

 

(2) ≪現行どおり≫ 

６～１１ ≪現行どおり≫ 

第４３条～第５３条 ≪現行どおり≫ 

付 則 

第１条～第４条 ≪現行どおり≫ 

（連携施設に関する経過措置） 

第５条 特定地域型保育事業者（特例保育所型

事業所内保育事業者を除く。）は、第４２条

第１項第３号に係る連携協力を行う連携施

設の確保が著しく困難であって、法第５９条

第４号に規定する事業による支援その他の

必要な適切な支援を行うことができると市

が認める場合は、第４２条第１項本文の規定

にかかわらず、この条例の施行の日から起算

困難であると認める場合であって、次の各号

に掲げる要件の全てを満たすと認めるとき

は、前項第２号の規定を適用しないこととす

ることができる。 

(1) 特定地域型保育事業者と前項第２号に

掲げる事項に係る連携協力を行う者との

間でそれぞれの役割の分担および責任の

所在が明確化されていること。 

≪改正後に新設≫ 

 

 

 

≪改正後に新設≫ 

 

 

(2) 前項第２号に掲げる事項に係る連携協

力を行う者の本来の業務の遂行に支障が

生じないようにするための措置が講じら

れていること。 

 

３ 前項の場合において、特定地域型保育事業

者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める者を第１項第２

号に掲げる事項に係る連携協力を行う者と

して適切に確保しなければならない。 

(1) 当該特定地域型保育事業者が特定地域

型保育事業を行う場所または事業所（次号

において「事業実施場所」という。）以外

の場所または事業所において代替保育が

提供される場合 小規模保育事業Ａ型も

しくは小規模保育事業Ｂ型または事業所

内保育事業を行う者（次号において「小規

模保育事業Ａ型事業者等」という。） 

(2) ≪省略≫ 

４～９ ≪省略≫ 

第４３条～第５３条 ≪省略≫ 

付 則 

第１条～第４条 ≪省略≫ 

（連携施設に関する経過措置） 

第５条 特定地域型保育事業者（特例保育所型

事業所内保育事業者を除く。）は、第４２条

第１項第３号に係る連携協力を行う連携施

設の確保が著しく困難であって、法第５９条

第４号に規定する事業による支援その他の

必要な適切な支援を行うことができると市

が認める場合は、第４２条第１項本文の規定

にかかわらず、この条例の施行の日から起算
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改正後 改正前 

して１５年を経過する日までの間、連携施設

の確保に当たって、同項第３号に係る連携協

力を求めることを要しない。 

して１０年を経過する日までの間、連携施設

の確保に当たって、同項第３号に係る連携協

力を求めることを要しない。 

（草津市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 草津市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例（平成２６年草津

市条例第３１号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条～第５条 ≪現行どおり≫ 

（保育所等との連携） 

第６条 ≪現行どおり≫ 

(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるた

めの機会の設定、保育の適切な提供に必要

な家庭的保育事業者等に対する相談、助言

その他の保育の内容に関する支援（次項に

おいて「保育内容支援」という。）を実施

すること。 

(2)～(3) ≪現行どおり≫ 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による保育内

容支援の実施に係る連携施設の確保が著し

く困難であると認める場合であって、次の各

号に掲げる要件の全てを満たすと認めると

きは、前項第１号の規定を適用しないことと

することができる。 

(1) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連

携協力者を適切に確保すること。 

(2) 次のアおよびイに掲げる要件を満たす

こと。 

ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援

連携協力者との間でそれぞれの役割の

分担および責任の所在が明確化されて

いること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業

務の遂行に支障が生じないようにする

ための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、

第２７条に規定する小規模保育事業Ａ型も

しくは小規模保育事業Ｂ型または事業所内

保育事業を行う者（第５項において「小規模

保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、

第１項第１号に掲げる事項に係る連携協力

を行うものをいう。 

４ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保

育の提供に係る連携施設の確保が著しく困

第１条～第５条 ≪省略≫ 

（保育所等との連携） 

第６条 ≪省略≫ 

(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるた

めの機会の設定、保育の適切な提供に必要

な家庭的保育事業者等に対する相談、助言

その他の保育の内容に関する支援を行う

こと。 

 

(2)～(3) ≪省略≫ 

≪改正後に新設≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪改正後に新設≫ 

 

 

 

 

 

 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保

育の提供に係る連携施設の確保が著しく困
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改正後 改正前 

難であると認める場合であって、次の各号に

掲げる要件のいずれかを満たすときは、第１

項第２号の規定を適用しないこととするこ

とができる。 

(1) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協

力者を適切に確保した場合には、次のアお

よびイに掲げる要件を満たすと市長が認

めること。 

  ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携

協力者との間でそれぞれの役割の分担

および責任の所在が明確化されている

こと。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の

遂行に支障が生じないようにするため

の措置が講じられていること。 

(2) 市長が家庭的保育事業者等による代替

保育連携協力者の確保の促進のために必

要な措置を講じてもなお当該代替保育連

携協力者の確保が著しく困難であること。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１

項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行

う者であって、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをい

う。 

(1) 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業

等を行う場所または事業所（次号において

「事業実施場所」という。）以外の場所ま

たは事業所において代替保育が提供され

る場合 小規模保育事業Ａ型事業者等 

 

 

 

 

(2) ≪現行どおり≫ 

６～７ ≪現行どおり≫ 

第７条～第１５条 ≪現行どおり≫ 

（食事の提供の特例） 

第１６条 ≪現行どおり≫ 

(1) ≪現行どおり≫ 

(2) 当該家庭的保育事業所等またはその他

の施設、保健所、市町村（特別区を含む。

第２１条第２項において同じ。）等の栄養

士または管理栄養士により、献立等につい

て栄養の観点からの指導が受けられる体

制にある等、栄養士または管理栄養士によ

る必要な配慮が行われること。 

(3)～(5) ≪現行どおり≫ 

難であると認める場合であって、次の各号に

掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、

前項第２号の規定を適用しないこととする

ことができる。 

(1) 家庭的保育事業者等と次項に規定する

連携協力を行う者との間でそれぞれの役

割の分担および責任の所在が明確化され

ていること。 

≪改正後に新設≫ 

 

 

 

≪改正後に新設≫ 

 

 

(2) 次項に規定する連携協力を行う者の本

来の業務の遂行に支障が生じないように

するための措置が講じられていること。 

 

３ 前項の場合において、家庭的保育事業者等

は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める者を第１項第２号

に掲げる事項に係る連携協力を行う者とし

て適切に確保しなければならない。 

(1) 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育

事業等を行う場所または事業所（次号にお

いて「事業実施場所」という。）以外の場

所または事業所において代替保育が提供

される場合 第２７条に規定する小規模

保育事業Ａ型もしくは小規模保育事業Ｂ

型または事業所内保育事業を行う者（次号

において「小規模保育事業Ａ型事業者等」

という。） 

(2) ≪省略≫ 

４～５ ≪省略≫ 

第７条～第１５条 ≪省略≫ 

（食事の提供の特例） 

第１６条 ≪省略≫ 

(1) ≪省略≫ 

(2) 当該家庭的保育事業所等またはその他

の施設、保健所、市町村（特別区を含む。

第２１条第２項において同じ。）等の栄養

士により、献立等について栄養の観点から

の指導が受けられる体制にある等、栄養士

による必要な配慮が行われること。 

 

(3)～(5) ≪省略≫ 
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改正後 改正前 

２ ≪現行どおり≫ 

第１７条～第４８条 ≪現行どおり≫ 

付 則 

第１条～第２条 ≪現行どおり≫ 

（連携施設に関する経過措置） 

第３条 家庭的保育事業者等（特例保育所型事

業所内保育事業者を除く。）は、連携施設の

確保が著しく困難であって、子ども・子育て

支援法第５９条第４号に規定する事業によ

る支援その他の必要な適切な支援を行うこ

とができると市が認める場合は、第６条第１

項本文の規定にかかわらず、この条例の施行

の日から起算して１５年を経過する日まで

の間、連携施設の確保をしないことができ

る。 

≪改正前を削る≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４条～第９条 ≪現行どおり≫ 

２ ≪省略≫ 

第１７条～第４８条 ≪省略≫ 

付 則 

第１条～第２条 ≪省略≫ 

（連携施設に関する経過措置） 

第３条 家庭的保育事業者等（特例保育所型事

業所内保育事業者を除く。）は、連携施設の

確保が著しく困難であって、子ども・子育て

支援法第５９条第４号に規定する事業によ

る支援その他の必要な適切な支援を行うこ

とができると市が認める場合は、第６条第１

項の規定にかかわらず、施行日から起算して

１０年を経過する日までの間、連携施設の確

保をしないことができる。 

 

２ 小規模保育事業を行う者は、第６条第１項

第３号に係る連携協力を行う連携施設の確

保が著しく困難であって、子ども・子育て支

援法第５９条第４号に規定する事業による

支援その他の必要な適切な支援を行うこと

ができると市が認める場合は、同項の規定に

かかわらず、施行日から起算して５年を経過

する日までの間、連携施設の確保に当たっ

て、同項第３号に係る連携協力を求めること

を要しない。 

第４条～第９条 ≪省略≫ 

 付 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第２２号 

 

 

    草津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を 

定める条例の一部を改正する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和７年２月２７日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定 

める条例の一部を改正する条例 

 草津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例（平

成２５年条例第１０号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 
改正後 改正前 

第１条～第１５１条 ≪現行どおり≫ 

（従業者の員数） 

第１５２条 ≪現行どおり≫ 

２～１２ ≪現行どおり≫ 

１３ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指

定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準

第９３条第１項に規定する指定通所介護事

業所をいう。以下同じ。）、指定短期入所生

活介護事業所等、指定地域密着型通所介護事

業所または併設型指定認知症対応型通所介

護の事業を行う事業所もしくは指定地域密

着型介護予防サービス基準条例第６条第１

項に規定する併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護の事業を行う事業所が併設さ

れる場合においては、当該併設される事業所

の生活相談員、栄養士もしくは管理栄養士ま

たは機能訓練指導員については、当該指定地

域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄

養士もしくは管理栄養士または機能訓練指

導員により当該事業所の利用者の処遇が適

切に行われると認められるときは、これを置

かないことができる。 

１４～１７ ≪現行どおり≫ 

第１５３条～第２０４条 ≪現行どおり≫ 

第１条～第１５１条 ≪省略≫ 

（従業者の員数） 

第１５２条 ≪省略≫ 

２～１２ ≪省略≫ 

１３ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指

定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準

第９３条第１項に規定する指定通所介護事

業所をいう。以下同じ。）、指定短期入所生

活介護事業所等、指定地域密着型通所介護事

業所または併設型指定認知症対応型通所介

護の事業を行う事業所もしくは指定地域密

着型介護予防サービス基準条例第６条第１

項に規定する併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護の事業を行う事業所が併設さ

れる場合においては、当該併設される事業所

の生活相談員、栄養士または機能訓練指導員

については、当該指定地域密着型介護老人福

祉施設の生活相談員、栄養士もしくは管理栄

養士または機能訓練指導員により当該事業

所の利用者の処遇が適切に行われると認め

られるときは、これを置かないことができ

る。 

１４～１７ ≪省略≫ 

第１５３条～第２０４条 ≪省略≫ 

付 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第２３号 

 

 

    草津市地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例の一部を改正する 

条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和７年２月２７日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例の一部を改正する条 

例 

 草津市地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例（平成２７年草津市条例第１４

号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 
第１条～第２条 ≪現行どおり≫ 

（職員に係る基準および当該職員の員数） 

第３条 一の地域包括支援センターが担当す

る区域における第１号被保険者（法第９条第

１号に規定する第１号被保険者をいう。以下

同じ。）の数がおおむね３，０００人以上６，

０００人未満ごとに置くべき専らその職務

に従事する常勤の職員の員数（草津市地域包

括支援センター運営協議会が第１号被保険

者の数および地域包括支援センターの運営

の状況を勘案して必要であると認めるとき

は、常勤換算方法（当該地域包括支援センタ

ーの職員の勤務延時間数を当該地域包括支

援センターにおいて常勤の職員が勤務すべ

き時間数で除することにより、当該地域包括

支援センターの職員の員数を常勤の職員の

員数に換算する方法をいう。）によることが

できる。次項において同じ。）は、原則とし

て次のとおりとする。 

(1)～(3) ≪現行どおり≫ 

２ 前項の規定にかかわらず、草津市地域包括

支援センター運営協議会が地域包括支援セ

ンターの効果的な運営に資すると認めると

きは、複数の地域包括支援センターが担当す

る区域を一の区域として、当該区域内の第１

号被保険者の数について、おおむね３，００

０人以上６，０００人未満ごとに同項各号に

掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域

包括支援センターに配置することにより、当

該区域内の一の地域包括支援センターがそ

れぞれ同項の基準を満たすものとする。この

場合において、当該区域内の一の地域包括支

援センターに置くべき常勤の職員およびそ

の員数は、同項各号に掲げる者のうちから２

人とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、地理的条件そ

の他の条件を勘案して特定の生活圏域に一

の地域包括支援センターを設置することが

第１条～第２条 ≪省略≫ 

（職員に係る基準および当該職員の員数） 

第３条 一の地域包括支援センターが担当す

る区域における第１号被保険者（法第９条第

１号に規定する第１号被保険者をいう。以下

同じ。）の数がおおむね３，０００人以上６，

０００人未満ごとに置くべき専らその職務

に従事する常勤の職員の員数は、原則として

次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)～(3) ≪省略≫ 

≪改正後に新設≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、地理的条件その

他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の

地域包括支援センターを設置することが必
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改正後 改正前 
必要であると草津市地域包括支援センター

運営協議会において認められた場合は、地域

包括支援センターの人員配置基準は、次の表

の左欄に掲げる担当する区域における第１

号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄

に定めるところによることができる。 

担当する区域における

第１号被保険者の数 

人員配置基準 

おおむね１，０００人

未満 

第１項各号に掲げる者

のうちから１人または

２人 

おおむね１，０００人

以上２，０００人未満 

第１項各号に掲げる者

のうちから２人（うち

１人は専らその職務に

従事する常勤の職員と

する。） 

おおむね２，０００人

以上３，０００人未満 

専らその職務に従事す

る常勤の第１項第１号

に掲げる者１人および

専らその職務に従事す

る常勤の同項第２号ま

たは第３号に掲げる者

のいずれか１人 
 

要であると草津市地域包括支援センター運

営協議会において認められた場合は、地域包

括支援センターの人員配置基準は、次の表の

左欄に掲げる担当する区域における第１号

被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に

定めるところによることができる。 
 

担当する区域における

第１号被保険者の数 

人員配置基準 

おおむね１，０００人

未満 

前項各号に掲げる者の

うちから１人または２

人 

おおむね１，０００人

以上２，０００人未満 

前項各号に掲げる者の

うちから２人（うち１

人は専らその職務に従

事する常勤の職員とす

る。） 

おおむね２，０００人

以上３，０００人未満 

専らその職務に従事す

る常勤の前項第１号に

掲げる者１人および専

らその職務に従事する

常勤の前項第２号また

は第３号に掲げる者の

いずれか１人 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議第２４号 

 

 

   草津市金融審査会設置条例を廃止する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和７年２月２７日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市金融審査会設置条例を廃止する条例 

草津市金融審査会設置条例（昭和４３年草津市条例第２１号）は、廃止する。 

付 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第２５号 

 

 

   草津市布設工事監督者の配置基準および資格基準ならびに水道技術管理者の資格 

基準に関する条例の一部を改正する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和７年２月２７日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市布設工事監督者の配置基準および資格基準ならびに水道技術管理者の資格基 

準に関する条例の一部を改正する条例 

草津市布設工事監督者の配置基準および資格基準ならびに水道技術管理者の資格基準に関する

条例（平成２４年草津市条例第９号）の一部を次の表のように改正する。 

 （下線部分は改正部分） 
改正後 改正前 

第１条～第２条 ≪現行どおり≫ 

（技術上の監督業務を行う者の資格） 

第３条 ≪現行どおり≫ 

(1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）

による大学（短期大学を除く。以下同じ。）

の土木工学科またはこれに相当する課程を

修めて卒業した者（第６号において「第１

号卒業者」という。）であって、当該卒業

をした後、３年以上水道、工業用水道、下

水道、道路または河川（以下この項におい

て「水道等」という。）に関する技術上の

実務に従事した経験を有するもの（１年６

月以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有するものに限る。）であること。 

(2) 学校教育法による大学の機械工学科も

しくは電気工学科またはこれらに相当する

課程を修めて卒業した者（第６号において

「第２号卒業者」という。）であって、当

該卒業をした後、４年以上水道等に関する

技術上の実務に従事した経験を有するもの

（２年以上水道に関する技術上の実務に従

事した経験を有するものに限る。）である

こと。 

(3) 学校教育法による短期大学（同法による

専門職大学の前期課程を含む。）または高

等専門学校（次号において「短期大学等」

という。）において土木科またはこれに相

当する課程を修めて卒業した者であって、

当該卒業をした後（同法による専門職大学

の前期課程にあっては、修了した後。次号

において同じ。）、５年以上水道等に関す

る技術上の実務に従事した経験を有するも

の（２年６月以上水道に関する技術上の実

務に従事した経験を有するものに限る。）

であること。 

(4) 短期大学等において機械科もしくは電

気科またはこれらに相当する課程を修めて

卒業した者であって、６年以上水道等に関

する技術上の実務に従事した経験を有する

もの（３年以上水道に関する技術上の実務 

第１条～第２条 ≪省略≫ 

（技術上の監督業務を行う者の資格） 

第３条 ≪省略≫ 

(1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）

による大学（短期大学を除く。以下同じ。）

の土木工学科またはこれに相当する課程に

おいて衛生工学または水道工学に関する学

科目を修めて卒業した者（第６号において

「第１号卒業者」という。）であって、当

該卒業をした後、２年以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有するもので

あること。 

 

 

(2) 学校教育法による大学の土木工学科ま

たはこれに相当する課程において衛生工学

および水道工学に関する学科目以外の学科

目を修めて卒業した者（第６号において「第

２号卒業者」という。）であって、当該卒

業をした後、３年以上水道に関する技術上

の実務に従事した経験を有するものである

こと。 

 

(3) 学校教育法による短期大学（同法による

専門職大学の前期課程を含む。）または高

等専門学校において土木科またはこれに相

当する課程を修めて卒業した者であって、

当該卒業をした後（同法による専門職大学

の前期課程にあっては、修了した後）、５

年以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有するものであること。 

 

 

 

 

≪改正後に新設≫ 
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改正後 改正前 

に従事した経験を有するものに限る。）で

あること。 

(5) 学校教育法による高等学校または中等

教育学校（次号において「高等学校等」と

いう。）において土木科またはこれに相当

する課程を修めて卒業した者であって、当

該卒業をした後、７年以上水道等に関する

技術上の実務に従事した経験を有するもの

（３年６月以上水道に関する技術上の実務

に従事した経験を有するものに限る。）で

あること。 

(6) 高等学校等において機械科もしくは電

気科またはこれらに相当する課程を修めて

卒業した後、８年以上水道等に関する技術

上の実務に従事した経験を有するもの（４

年以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有するものに限る。）であること。 

(7) １０年以上水道等の工事に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者（５年

以上水道の工事に関する技術上の実務に従

事した経験を有するものに限る。）である

こと。 

(8) 第１号卒業者または第２号卒業者であ

って、学校教育法による大学院の研究科に

おいて１年以上衛生工学もしくは水道工学

に関する課程を専攻した後、または大学の

専攻科において衛生工学もしくは水道工学

に関する専攻を修了した後、第１号卒業者

については２年以上、第２号卒業者につい

ては３年以上水道等に関する技術上の実務

に従事した経験を有するもの（第１号卒業

者については１年以上、第２号卒業者につ

いては１年６月以上水道に関する技術上の

実務に従事した経験を有するものに限る。）

であること。 

(9) 外国の学校において、第１号から第６号

に規定する課程に相当する課程を、それぞ

れ当該各号に規定する学校において修得す

る程度と同等以上に修得した者であって、

当該修得をした後、それぞれ当該各号に規

定する年数以上水道等に関する技術上の実

務に従事した経験を有するもの（それぞれ

当該各号に規定する水道等の最低経験年数

の２分の１以上水道に関する技術上の実務

に従事した経験を有するものに限る。）で

あること。 

(10) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）

第４条第１項の規定による第２次試験のう 

 

 

(4) 学校教育法による高等学校または中等

教育学校において土木科またはこれに相当

する課程を修めて卒業した者であって、当

該卒業をした後、７年以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有するもので

あること。 

 

 

 

≪改正後に新設≫ 

 

 

 

 

 

(5) １０年以上水道の工事に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者であるこ

と。 

 

 

(6) 第１号卒業者または第２号卒業者であ

って、学校教育法による大学院の研究科に

おいて１年以上衛生工学もしくは水道工学

に関する課程を専攻した後、または大学の

専攻科において衛生工学もしくは水道工学

に関する専攻を修了した後、第１号卒業者

については１年以上、第２号卒業者につい

ては２年以上水道に関する技術上の実務に

従事した経験を有するものであること。 

 

 

 

 

(7) 外国の学校において、第１号もしくは第

２号に規定する課程および学科目または第

３号もしくは第４号に規定する課程に相当

する課程を、それぞれ当該各号に規定する

学校において修得する程度と同等以上に修

得した者であって、当該修得をした後、そ

れぞれ当該各号に規定する年数以上水道に

関する技術上の実務に従事した経験を有す

るものであること。 

 

 

(8) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第

４条第１項の規定による第２次試験のうち 
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改正後 改正前 

ち上下水道部門に合格した者（選択科目と

して上水道および工業用水道を選択した者

に限る。）であって、１年以上水道等に関

する技術上の実務に従事した経験を有する

もの（６月以上水道に関する技術上の実務

に従事した経験を有するものに限る。）で

あること。 

(11) 建設業法施行令（昭和３１年政令第２

７３号）第３７条第１項および第２項の規

定による土木施工管理に係る一級の技術検

定に合格した者であって、３年以上水道等

に関する技術上の実務に従事した経験を有

するもの（１年６月以上水道に関する技術

上の実務に従事した経験を有するものに限

る。）であること。 

（水道技術管理者の資格） 

第４条 ≪現行どおり≫ 

(1) 前条第１号、第３号または第５号に規定

する学校において土木工学科もしくは土木

科またはこれらに相当する課程を修めて卒

業した者であって、当該卒業をした後（学

校教育法による専門職大学の前期課程にあ

っては、修了した後）、同条第１号に規定

する学校を卒業した者については３年以

上、同条第３号に規定する学校を卒業した

者（同法による専門職大学の前期課程にあ

っては、修了した者）については５年以上、

同条第５号に規定する学校を卒業した者に

ついては７年以上水道に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者であること。 

(2) 前条第１号、第３号または第５号に規定 

する学校において工学、理学、農学、医学

もしくは薬学の課程またはこれらに相当す

る課程（土木工学科および土木科ならびに

これらに相当する課程を除く。）（第５号

において「理系課程」という。）を修めて

卒業した者であって、当該卒業をした後（学

校教育法による専門職大学の前期課程にあ

っては、修了した後）、同条第１号に規定

する学校を卒業した者については４年以

上、同条第３号に規定する学校を卒業した

者（同法による専門職大学の前期課程にあ

っては、修了した者）については６年以上、

同条第５号に規定する学校を卒業した者に

ついては８年以上水道に関する技術上の実

務に従事した経験を有するものであるこ

と。 

(3) ≪現行どおり≫ 

上下水道部門に合格した者（選択科目とし

て上水道および工業用水道を選択した者に

限る。）であって、１年以上水道に関する

技術上の実務に従事した経験を有するもの

であること。 

 

 

≪改正後に新設≫ 

 

 

 

 

 

 

 

（水道技術管理者の資格） 

第４条 ≪省略≫ 

(1) 前条各号に掲げる資格を有する者であ

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 前条第１号、第３号または第４号に規定

する学校において土木工学以外の工学、理

学、農学、医学もしくは薬学に関する学科

目またはこれらに相当する学科目（第５号

において「理系学科目」という。）を修め

て卒業した者であって、当該卒業をした後

（学校教育法による専門職大学の前期課程

にあっては、修了した後）、同条第１号に

規定する学校を卒業した者については４年

以上、同条第３号に規定する学校を卒業し

た者（同法による専門職大学の前期課程に

あっては、修了した者）については６年以

上、同条第４号に規定する学校を卒業した

者については８年以上水道に関する技術上

の実務に従事した経験を有するものである

こと。 

 

(3) ≪省略≫  
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改正後 改正前 

(4) 前条第１号、第３号および第５号に規定

する学校において工学、理学、農学、医学

および薬学に関する課程ならびにこれらに

相当する課程以外の課程（次号において「文

系課程」という。）を修めて卒業した者で

あって、当該卒業をした後（当該課程を修

めて学校教育法による専門職大学の前期課

程（以下この号において「専門職大学前期

課程」という。）を修了した場合を含む。）、

同条第１号に規定する学校を卒業した者に

ついては５年以上、同条第３号に規定する

学校を卒業した者（専門職大学前期課程の

修了者を含む。）については７年以上、同

条第５号に規定する学校を卒業した者につ

いては９年以上水道に関する技術上の実務

に従事した経験を有するものであること。 

 

(5) 外国の学校において、次の表の左欄に掲

げる課程に相当する課程を、それぞれ同表

の中欄に掲げる学校において修得する程度

と同等以上に修得した後、それぞれ同表の

右欄に掲げる年数以上水道に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者であるこ

と。 

土木工学

科もしく

は土木科 

前条第１号に規定する学校 ３年 

前条第３号に規定する学校 ５年 

前条第５号に規定する学校 ７年 

理系課程 ≪現行どおり≫ ≪現

行ど

おり

≫ 

前条第５号に規定する学校 ８年 

文系課程 ≪現行どおり≫ ≪現

行ど

おり

≫ 

前条第５号に規定する学校 ９年 

(6) 国土交通大臣および環境大臣の登録を 

(4) 前条第１号、第３号および第４号に規定

する学校において工学、理学、農学、医学

および薬学に関する学科目ならびにこれら

に相当する学科目以外の学科目（次号にお

いて「文系学科目」という。）を修めて卒

業した者であって、当該卒業をした後（当

該学科目を修めて学校教育法による専門職

大学の前期課程（以下この号において「専

門職大学前期課程」という。）を修了した

場合を含む。）、同条第１号に規定する学

校を卒業した者については５年以上、同条

第３号に規定する学校を卒業した者（専門

職大学前期課程の修了者を含む。）につい

ては７年以上、同条第４号に規定する学校

を卒業した者については９年以上水道に関

する技術上の実務に従事した経験を有する

ものであること。 

(5) 外国の学校において、次の表の左欄に掲

げる学科目に相当する学科目を、それぞれ

同表の中欄に掲げる学校において修得する

程度と同等以上に修得した後、それぞれ同

表の右欄に掲げる年数以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者であ

ること。 

≪改正後

に新設≫ 

≪改正後に新設≫ ≪改

正後

に新

設≫ 

≪改正後に新設≫ ≪改

正後

に新

設≫ 

≪改正後に新設≫ ≪改

正後

に新

設≫ 

理系学科

目 

≪省略≫ 

 

 

 

≪省

略≫ 

前条第４号に規定する学校 ８年 

文系学科

目 

≪省略≫ 

 

 

 

≪省

略≫ 

前条第４号に規定する学校 ９年 

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う 
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改正後 改正前 

受けた者が行う水道の管理に関する講習の

課程を修了した者であること。 

(7) 技術士法第４条第１項の規定による第

二次試験のうち上下水道部門に合格した者

（選択科目として上水道および工業用水道

を選択したものに限る。）であって、１年

以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有するものであること。 

(8) 建設業法施行令第３７条第１項および

第２項の規定による土木施工管理に係る一

級の技術検定に合格した者であって、３年

以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有するものであること。 

水道の管理に関する講習の課程を修了した

者であること。 

≪改正後に新設≫ 

 

 

 

 

 

≪改正後に新設≫ 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の草津市布設工事監督者の配置基準および資

格基準ならびに水道技術管理者の資格基準に関する条例第４条第６号に規定する講習を修了し

ている者については、この条例による改正後の同号に規定する者とみなす。 
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議第２６号 

 

 

   第６次草津市総合計画第２期基本計画につき議決を求めることについて 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和７年２月２７日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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   第６次草津市総合計画第２期基本計画につき議決を求めることについて 

本市は、本市の地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るため、別紙のとおり第６次

草津市総合計画第２期基本計画を策定することにつき、草津市議会基本条例（平成２６年草津市

条例第４４号）第１５条第１項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

記 

 

 第６次草津市総合計画第２期基本計画 

 

165



 
 

   第６次草津市総合計画第２期基本計画 

 

第６次草津市総合計画基本構想で掲げる将来ビジョンを実現するため、令和７年度から令和１

０年度までを計画期間とする第６次草津市総合計画第２期基本計画を策定します。 

１ リーディング・プロジェクト（重点方針） 

◆ リーディング・プロジェクト（重点方針）の位置付けと方向性 

第６次草津市総合計画の将来ビジョンである「ひと・まち・ときをつなぐ 絆をつむぐ ふ

るさと 健幸創造都市 草津」では、人と人、人から地域、まちへと“つながり”が広がる

ことで生まれる“絆”をつむぐことで、草津市が、ときを重ねても、誰からも愛される“ふ

るさと”となり、また、住む人、訪れる人、誰もが“健幸”になれるまちを市民とともに創

造していくことを目指しています。 

第１期基本計画では、将来ビジョンの実現に向けて、草津市のまちづくりを先導・けん引

する４つのリーディング・プロジェクトを重点方針として位置付け、分野横断的な施策展開

を進めました。 

将来ビジョンの達成に向けて、これまでの取組をさらに進めていくことが有効と考えるこ

とから、第２期基本計画においても、第１期基本計画の４つのリーディング・プロジェクト

を継承し、将来ビジョンの実現に向けて、草津市のまちづくりを先導・けん引する重点方針

として、分野横断的な施策展開を図ります。また、新たに「ＤＸ推進プロジェクト」を５つ

目のリーディング・プロジェクトとし、すべての分野を下支えする視点とします。 

リーディング・プロジェクトの推進にあたっては、第２期基本計画期間中は、統一テーマ

として展開するため、予算編成方針等に一貫した方向性を持たせるものとし、関連する施策・

事業については、毎年実施する評価の中で、課題の見直しとさらなる推進に向けた改善を図

っていきます。 

(1) 未来を担うこども育成プロジェクト 

全国的に少子化が進行しており、対策が必要です。また、こどもや若者は一人ひとりが

大切な存在であり、すべてのこどもたちが自分らしく幸せを感じながら成長でき、暮らせ

るように、社会全体で支えていくことがとても重要です。 

少子化や核家族化、地域とのつながりの希薄化や高齢出産の増加等により、孤立感や育

児不安等を抱く妊婦・子育て家庭も増加しており、子育て家庭の抱える課題も多岐に渡っ
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ているなど、子育て支援に関するニーズは一層高まっています。また、現代は将来の予測

が困難な時代であり、これからを生きるこどもたちには、予測できない未来に向けて自ら

が社会を創り出していく力が求められています。 

これらのことから、地域でこどもを守り育てるまちづくりの推進、子育て支援の充実や

本市の強みを生かした教育など、こどもの豊かな育ちと学びを確かなものとしながら、生

涯にわたって必要な生きる力の基礎を培い、心豊かでたくましく生きるこどもを育成し、

こども・若者の声や思いを聞きながら、ともに、未来に向けて健幸を創造するまちをつく

ります。 

(2) 地域の支え合い推進プロジェクト 

コロナ禍を経た価値観の多様化等により、コミュニティの希薄化が一層深刻となってい

ます。人や地域とのつながりがない「望まない孤独」や「社会的孤立」は、心身の健康面

への影響が生じるリスクが高くなることからも、人と人とがつながりを持つことが重要で

す。コミュニティの活性化と発展を図り、地域における支え合いの基盤・つながりを再構

築することで、こどもから高齢者まで、また、障害者や外国人、生活に困難を抱える人な

ど、誰もが役割を持ち、時に支え合うことで孤立せずにその人らしい生活を送ることがで

きる社会の実現が求められています。 

また併せて、こうしたすべての人が一人ひとり違った個性や能力を持つ個人として尊重

され、自分らしく生きることができ、能力を発揮して参画・活躍できる社会の実現に向け

た取組を推進する必要があります。 

これらのことから、地域住民が地域課題を「我が事」と捉え、人と人、人と資源が世代

や分野を超えて「丸ごと」つながるなど、お互いを大切にし、支え合い、絆をつむぎなが

ら、誰もがいつまでも元気に活躍できる健幸を創造するまちをつくります。 

(3) にぎわい・再生プロジェクト 

市全体では、人口増加傾向にありますが、一部の郊外部においては、すでに人口減少が

進んでいます。また、まちなかにおいても、将来的な人口減少により、にぎわいや魅力の

低下が懸念されます。こうした中、各地域の状況や課題に応じた取組が求められています。 

このことから、まちなかでは、にぎわいと魅力にあふれるまちづくりを進めるとともに、

郊外部では、地域の産業や資源等を生かした取組を推進するなど、地域らしさを大切にし

たまちづくりを進めます。また、多様で魅力ある企業の集積を促進することで、若者の市
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外への流出を防ぎ、市外からの流入増加を図ります。併せて、道路ネットワークの充実を

図るとともに、まち全体に公共交通ネットワークを形成し、市内の交通渋滞の緩和を図る

など、まちの魅力を向上させ、市内外から人が集い、行き交い、将来にわたり、利便性が

高く快適に暮らし続けられる健幸を創造するまちをつくります。 

(4) 暮らしの安全・安心向上プロジェクト 

地球温暖化に伴う記録的な猛暑や豪雨災害、大規模地震など、年々災害が激甚化・頻発

化し、また、感染症の世界的大流行により生活様式が一変するなど、これまでに経験した

ことのない事態が発生しています。また、犯罪率や交通事故件数も県内で高い水準となっ

ているなど、市民の暮らしの安全と安心をより強固に守る必要があります。 

また、２０５０年カーボン・ニュートラルの実現に向けて、地方自治体に期待される役

割が大きくなっています。脱炭素・資源循環型社会の構築に向けた継続的な取組など、豊

かな自然を守り、次の世代により良い環境を引き継ぐための取組を進めることが重要です。 

これらのことから、「強さ」と「しなやかさ」を備えた災害等に強いまちづくりを進めま

す。また、自らの地域は自らで守るという意識の醸成や、誰もが安全で快適に生活でき、

かつ環境への負荷が少なく、持続的に発展することができる地域環境文化の醸成を図るな

ど、市民・行政・関係団体等が一体となった取組を進めることで、暮らしの安全と安心を

守り、健幸を創造するまちをつくります。 

(5) ＤＸ推進プロジェクト 

今なお人口増加傾向にある本市においても、既に超高齢社会を迎えており、近い将来に

は人口減少局面を迎え、経営資源（人・物・資金・情報・時間）が大きく制約されると想

定されます。そのような中、将来ビジョンの実現に向けて、上記の４つのリーディング・

プロジェクトをはじめとする総合計画の取組を効果的に推進するためには、ＤＸ（デジタ

ルトランスフォーメーション）の推進が重要です。 

このことから、すべての分野において、デジタル化を阻害している規制・制度の見直し

や、デジタル技術やデータの活用を図ります。その上で、市民の利便性向上や業務効率化

を図り、質の高い行政サービスの提供につなげ、すべての人が利便性と快適性を享受しな

がら健幸を創造するまちを目指します。 

 

２ 分野別の施策 
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まちづくり

の基本目標 
分野 基本方針 施策 

「こころ」育

むまち 
人権 人権の尊重 人権文化の醸成 

人権の擁護  
男女共同参

画 
男女共同参画社会の

構築 
男女共同参画社会の推進 
女性の活躍推進 

学校教育 こどもの生きる力を

育む教育の推進 
確かな学力と社会の形成に参画する力

の育成 
豊かな心と健やかな体の育成 

学校の教育力の向上 多様な教育ニーズへの対応 
教職員の指導力と学校経営の充実 
教育環境の充実 

生涯学習・ス

ポーツ 
生涯学習の推進 家庭・地域での学びの充実 

生涯学習機会の充実 
スポーツの充実 スポーツ活動の推進 

スポーツ環境の充実 
歴史・文化 文化財の保存と活用 文化財の保存の推進 

歴史文化の活用の推進 
文化・芸術の振興 文化・芸術活動の推進 

「笑顔」輝く

まち 
コミュニテ

ィ 
市民自治の確立 市民自治の確立のための活動支援と環

境整備 
基礎的コミュニティ

の活性化 
基礎的コミュニティ活動の支援 

市民公益活動の促進 市民公益活動の支援 
多文化共生社会の構

築 
多文化共生の推進 

地域福祉 「地域力」のあるま

ちづくり 
地域福祉の担い手の育成と活躍の促進 
地域福祉を支えるネットワークづくり 

福祉の総合的な相

談・支援の充実 
セーフティネットの充実 
福祉の総合相談窓口の充実 

健康 市民の健康づくり 市民の健康づくり支援 
疾病予防対策の強化 

医療保険制度の適正

運用 
国民健康保険制度の運用 
後期高齢者医療制度の運用 
福祉医療費の助成 

こども・子育

て・若者 
安心してこどもを産

み育てられる支援の

充実 

結婚・妊娠・出産に向けた環境整備 
こどもの発育・発達に向けた子育て支援 

就学前から学童期ま

での子育て環境のさ

らなる充実 

就学前教育・保育の量の確保と質の向上 
多様なニーズに対応する保育サービス

の充実 
こども・若者や親子

がいきいき過ごせる

場づくり 

子育て支援ネットワークの推進 

こども・若者が安心できる場づくり 

  こども・若者を支え

る環境づくり 
こども・若者の健全育成の推進 
児童虐待の防止と早期発見・早期対応 
ひとり親家庭や経済的困窮家庭等への 
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   支援の充実 
発達障害児等への支援の充実 
子育てに伴う経済的負担の軽減 

長寿・介護 いきいきとした高齢

社会の実現 
高齢者の生きがいづくり・社会参加の促

進 
高齢者の健康づくり・介護予防の推進 

あんしんできる高齢

期の生活への支援 
地域包括ケアシステムの深化・推進 
認知症施策の推進 
介護サービスの充実 
介護保険制度の適正運用 

障害福祉 共に生きる社会の推

進 
障害のある人の暮らしを支えるサービ

ス基盤の充実 
障害のある人の社会参加の促進 
障害と障害のある人への理解促進と尊

厳の保持 
「暮らし」支

えるまち 
防災 自助・共助による防

災対策の充実 
自主防災体制の確立と市民意識の高揚 

災害に強いまちづく

り 
消防体制・基盤の充実 
地域防災体制・基盤の強化 

治水対策の推進 河川・排水路の整備 
公共下水道雨水幹線の整備 

生活安心・防

犯 
暮らしの安心の確保 市民相談業務の充実 

消費者の自立支援・消費者教育の推進と

消費者団体の育成 
生活衛生の向上と栗東市との広域連携

による火葬体制の確立 
犯罪のないまちづく

り 
自主防犯活動の展開 
防犯設備の維持・整備 

環境 良好な環境の保全と

創出 
自然環境の保全 
環境汚染、環境負荷対策の促進 
環境学習の拡充 

脱炭素社会への転換 様々な主体の自主的な取組の支援とネ

ットワークの拡充 
省エネルギー対策・再生可能エネルギー

利用等の推進 
資源循環型社会の構

築 
ごみの発生抑制・再使用・資源化の推進 
ごみの適正処理 
環境美化の推進 

交通 公共交通ネットワー

クの構築 
公共交通ネットワークの充実 

 鉄道駅周辺での自転車利用環境の整備 
 交通安全対策の推進 交通安全意識の高揚 
道路 安全・安心な道路の 

整備 
広域主要幹線道路等の整備促進 
幹線道路の整備 
生活道路の整備 

   歩道・自転車道等の整備 
道路施設の長寿命化と維持管理 

   バリアフリー化の促進 
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 上下水道 水の安定供給 上水道施設の更新・災害対策と維持管理 
上水道事業の健全経営 

下水道の安定運営 下水道施設の更新・災害対策と維持管理 
下水道事業の健全経営 

「魅力」あふ

れるまち 
農林水産 農業の振興 農地の保全と生産基盤の強化 

人材の確保・育成と農業経営の強化 
「農」を通じたつながりの拡大 

水産業の振興 漁業環境の保全・確保 
漁業・水産資源の多面的利活用の促進 

商工観光 中心市街地の活性化 中心市街地のにぎわいの創出 
商業の振興 地域商業の活性化 
工業の振興 新産業の創出と中小企業等への支援 

企業の立地促進 
観光の振興 地域観光の活性化 
勤労者福祉の向上 勤労者への支援 

都市形成 都市と住環境の質・

魅力向上 
土地利用の適切な誘導 
良質な住宅資産の形成 

まちなかの魅力向上

と地域再生の推進 
にぎわいのある市街地の形成 
地域の特性と資源を活かした地域再生

の推進 
良好な景観の保全と

創出 
自然的・歴史的景観の保全と活用、都市

景観の形成 
公園・緑地 
 

ガーデンシティの推

進 
公園・緑地の整備 
公園・緑地の活用 
まちなみ緑化の推進 

草津川跡地の空間整

備 
草津川跡地の整備 

情報・交流 まちづくり情報の提

供の充実 
まちづくり情報の提供 
行政情報の提供 

多様な連携・交流の

展開 
産学公民の連携によるまちづくりの展

開 
都市間交流の促進 

「未来」への

責任 
行財政マネ

ジメント 
市民から信頼される

市政運営 
健全な財政運営の維持 
市有財産の適正な維持管理・更新 
情報提供・情報公開の推進 

職員力の向上 職員の資質向上 
  行政事務の効率化と

最適な行政サービス

の実現 

行政経営改革の推進 
広域連携の推進 
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議第２７号 

 

 

   市道路線の認定につき議決を求めることについて 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和７年２月２７日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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市道路線の認定につき議決を求めることについて 

 次のように市道路線を認定することにつき、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２

項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

記 

 

整理番号 路線名 
起点 重要な 
終点 経過地 

３９１７ 山寺北線 
草津市山寺町字笹谷 

 
草津市山寺町字笹谷 

３９１８ 山寺南線 
草津市山寺町字笹谷 

 
草津市山寺町字笹谷 

５２７２ 駒井沢２２号線 
草津市駒井沢町字正田 

  
草津市駒井沢町字納豆田 

５２７３ 駒井沢２３号線 
草津市駒井沢町字菊枝田 

  
草津市駒井沢町字正田 

５２７４ 駒井沢２４号線 
草津市駒井沢町字正田 

  
草津市駒井沢町字正田 

５２７５ 駒井沢２５号線 
草津市駒井沢町字渡り合 

  
草津市駒井沢町字渡り合 

５２７６ 駒井沢２６号線 
草津市駒井沢町字納豆田 

  
草津市駒井沢町字納豆田 

７１９５ 北山田西２５号線 
草津市山田町字蔵王西 

  
草津市北山田町字坊ノ後 

７１９６ 北山田西２６号線 
草津市北山田町字坊ノ後 

  
草津市北山田町字坊ノ後 

９７４５ 野路９６号線 
草津市野路七丁目字蓮池 

  
草津市野路七丁目字蓮池 

９９１４ 若草西２８号線 
草津市追分南八丁目字丸尾 

  
草津市追分南八丁目字丸尾 

９９１５ 若草西２９号線 
草津市追分南八丁目字丸尾 

  
草津市追分南八丁目字丸尾 
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3917
3918

位置図　縮尺　１：２５００

整理番号 路線名 備考

3917 山寺北線 認定

3918 山寺南線 認定
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位置図　縮尺　１：２５００

5272

5273

5274

5275

5276
整理番号 路線名 備考

5272 駒井沢２２号線 認定

5273 駒井沢２３号線 認定

5274 駒井沢２４号線 認定

5275 駒井沢２５号線 認定

5276 駒井沢２６号線 認定
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整理番号 路線名 備考

7195 北山田西２５号線 認定

7196 北山田西２６号線 認定

7195

7196

位置図　縮尺　１：２５００
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位置図　縮尺　１：２５００

整理番号 路線名 備考

9745 野路９６号線 認定

9745
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位置図　縮尺　１：２５００

9914

9915

整理番号 路線名 備考

9914 若草西２８号線 認定

9915 若草西２９号線 認定
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議第２８号 

 

 

   市道路線の廃止につき議決を求めることについて 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和７年２月２７日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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市道路線の廃止につき議決を求めることについて 

 次のように市道路線を廃止することにつき、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第

３項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

記 

 

整理番号 路線名 
起点 重要な 
終点 経過地 

１１４３ 山寺東線 
草津市山寺町字笹谷 

 
草津市山寺町字笹谷 

５２０５ 駒井沢２号線 
草津市駒井沢町字菊枝田 

 
草津市駒井沢町字十ヶ坪 
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位置図　縮尺　１：２５００

整理番号 路線名 備考

1143 山寺東線 廃止

1143
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位置図　縮尺　１：２５００

整理番号 路線名 備考

5205 駒井沢２号線 廃止

5205
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